


慶良間の内海

　昭和 63年公開の映画「マリリンに逢いたい」は、阿嘉島で飼われていた雄犬シロが座間味
島の雌犬マリリンに逢うため内海を渡った実話をもとに作られた映画です。
　今年、若手クリエーターによるアニメ版製作が企画されています。
　写真（左）は座間味ヨットレースの模様です。宜野湾マリーナをスタートした外洋クルーザー
が、かつてシロが泳いだ美しい内海を走る光景は慶良間の夏の風物詩になっています。
　今年は、６月 22日（土）に第 42回大会を開催予定です。
　よろしくお願いいたします。
　マリリンの像は、今も座間味島の岬でシロが泳いで来た内海をみつめています。

表紙写真・文　＜ 座間味村役場　総務・福祉課 ＞

◆　リレーエッセイ

　　　— チャクシ（嫡子）のつとめ —

　　　座間味村長　宮里　哲  …………………

◆　沖縄気象台だより

　　　〜 沖縄気象台、今昔 〜

　　　沖縄気象台長　矢野　敏彦   ……………

◆　第 187 回沖縄県町村会定期総会開く ……

◆　 平成 30 年度「地域医療従事者」・「地域おこし

　　功労」表彰式 …………………………………

◆　沖縄振興会議・沖縄振興市町村協議会……

◆　沖縄県町村会創立 70 周年記念式典・祝賀会

◆　平成 29 年度市町村決算の概要 ……………

◆　平成 31 年度研修計画 ………………………

◆　要請……………………………………………

◆　会務の動き……………………………………

◆　町村長選挙の結果……………………………

◆　市町村一覧……………………………………

自治おきなわ 2019年 4 月号／No.452

　

1

2

5

7

11

15

21

34

59

61

63

64



― 1 ―

　昭和 61 年 4 月のことです。福岡の大学

で入学式を終え、座間味からついてきた母

が明日は沖縄に帰ろうという夜、学生寮の

一室で母は私を正座させ、これだけは約束

するようにと言いました。

　一つは、お前は長男なのだから大学生活

を終えたら沖縄に戻り、なるべくすみやか

に島に帰ること。もう一つは、内地から嫁

を連れ帰ることはないように。

　子どもの頃から長男の心得を説かれては

いましたが、離島育ちの私が夢見ていたの

は、内地の大学を出て大都市の企業でかっ

こいいサラリーマンになったスーツ姿の自

分。島には定年後に戻ればいいではないか、

と拡大解釈していました。

　しかし、県外の大学に進学させてくれ、

生活費も送ってくれようという母を前に、

事を荒立てる愚はおかせません。その場は、

神妙にうなずき母を帰しました。

　さて、楽しい大学生活が始まりあっとい

う間に季節は夏に。本土の夏を謳歌したい

ところですが、休みになると学生寮では食

事が出ません。寮には調理場もなく、実家

に帰省するしかない私は、観光地として賑

わいだしたふるさと座間味島で、誘われる

ままにアルバイトを始めました。ダイビン

グの手伝いやビーチでの世話をする私が地

元の子とわかると、お客様は口をそろえて

こう言います。

　「君のふるさとは、すばらしいところだ

ね !」

　愛想よく礼を返しながら、内心「沖縄本

島からも離れた、こんな田舎のどこが良か

ろうか」と若い私は思っていました。しか

し、毎日言われ続けるうちに「ハイ、海の

美しさは世界屈指です」などと調子よく答

えている自分がいました。在学中には、安

田成美さん主演の映画「マリリンに逢いた

い」が公開され、座間味島のマリリンに会

うために阿嘉島の雄犬シロが海を渡る物語

は評判を呼びます。ロケ地がふるさとであ

る私は、女子学生に「えー、座間味なの !?」

と言われ、まんざらでもありません。

　卒業後、私は沖縄本島のリゾートホテル

に就職しますが、観光地として発展途上に

あるふるさとのため、自分に何かできない

だろうかと漠然と考えるようになります。

家業があるわけではないので、就職先は村

役場です。お袋の願いの一つ「すみやかな

るUターン」には応えることができました。

　さて、もう一つの約束ですが、これはい

ささか旧弊な考えというものであり、観光

で訪れた女性が U ターン青年のもとに嫁

いでこそ、離島村の発展もあるというもの

で…　

( 了 )

ー チャクシ（嫡子）のつとめ ー

座間味村長　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 　宮
みや

　里
ざと

　　　哲
さとる



― 2 ―

　本コーナーの初回（2018年7月号）では、

沖縄気象台の全般的な仕事や小職の経歴に

ついて述べました。ちょっと後先になった

感はあるものの、今回は沖縄気象台がた

どった歴史や、沖縄管内全体で気象業務を

進める体制について少し書いてみたいと思

います。

沖縄気象台、苦難の道のり

　沖縄における近代的な気象事業は、沖縄

気象台の前身である沖縄県立那覇二等測候

所が、明治 23（1890）年 7 月 1 日に、現

在の那覇市松山に設立された時から始まり

ます。大正 13（1924）年には、火災によ

る測候所焼失を契機に国営に移管され、中

央気象台附属沖縄測候所として、現在の那

覇市鏡水に再建されました。沖縄測候所は、

その地理的な位置から、台風に関する情報

の船舶への通報などに大きな役割を果たし

てきました。その後、昭和 14（1939）年

には沖縄地方気象台に昇格し、ますますの

発展が期待されましたが、昭和 20（1945）

年の沖縄戦によって施設に大きな被害を受

け、また、多くの職員が殉職し、気象台の

機能は完全に失われました。

　沖縄戦における気象台職員の動向には不

明な点が多く残されているのですが、沖縄

に関する著作を多く発表されている田村洋

三氏（元読売新聞社記者）が、数少ない生

存者からの聞き取りなどをもとに、「特攻

に殉ず　地方気象台の沖縄戦」という書を

著しておられます。小職自身も沖縄に赴任

する前に急いで手に取ったものです。現在、

中公文庫（中央公論新社）に収められてお

り、手に入りやすくなっていますので、ぜ

ひご一読ください。

　敗戦から 5 年間の空白の後、米軍統治下

で琉球気象局として再出発しましたが、こ

のような長期にわたる業務の欠落は、我が

国気象庁の歴史の中では、ほかに例があり

ません。また、様々な物資の欠乏など、戦

後の困難の中、当時の先輩方は気象業務の

再建に努めてきました。そして、昭和 47

（1972）年 5 月 15 日、沖縄の本土復帰を

機に、現在に続く沖縄気象台が誕生したの

です。

〜 沖縄気象台、今昔 〜　　

　矢
や

　野
の

　敏
とし

　彦
ひこ

沖縄気象台長

沖縄気象台だより
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沖縄管内で手を組んで・・

　以前に述べましたとおり、現在、沖縄県

内には、沖縄気象台、宮古島地方気象台、

石垣島地方気象台、南大東島地方気象台、

那覇航空測候所の 5 つの気象官署がありま

す。かつては、名護、久米島、西表島、与

那国島にも測候所が存在しましたが、今は

全て無人の「特別地域気象観測所」となっ

ています。

　読者の皆様にあらためて説明する必要も

ないことですが、大部分は海洋上とはいえ、

沖縄県は東西約 1,000km、南北には約

400km もの広大な範囲に及んでいます。

県を構成する島々は、それぞれ距離が離れ

ていることから、例えば沖縄本島のみを対

象としたような、一様な天気予報や気象情

報では役に立たないことは明らかです。こ

のため、早くも明治 29（1896）年には、

石垣島測候所（現・石垣島地方気象台）が

設立され、昭和 14（1939）年には宮古島

測候所（現・宮古島地方気象台）、昭和 17

（1942）年には南大東島観測所（現・南大

東島地方気象台）が相次いで設立されてい

ます。また、那覇航空測候所は、現在の沖

縄気象台と同様に、本土復帰と同時に設立

されています。

　気象庁のいわゆるブロック機関として、

札幌、仙台、東京、大阪、福岡の 5 つの管

区気象台が置かれていますが、沖縄気象台

もそれに準じる組織として、沖縄県域全体

に目配りする「地方予報中枢」として、各

地方気象台に対して、気象予報の大まかな

原案を示して、それぞれの地方気象台によ

る予報作業を支援するという役目も果たし

ています。その上で、自らもいわば「那覇

地方気象台」として、地域区分でいえば「沖

縄本島地方」を受け持ち、那覇市をはじめ

本島内及び周辺離島の 34 市町村を対象と

して、予報や各種情報の発表を行っていま

す。

　さらに、各地方気象台は、それぞれ「宮

古島地方」、「八重山地方」、「大東島地方」

における気象観測や予報を行っています。

また、那覇航空測候所は那覇空港内にあっ

て、空港周辺の気象観測や予報を行ってい

ることに加え、県内に数多く存在する離島

空港の航空気象観測所（現在では、自治体

や民間の方々に観測を委託しています）へ

の指導なども行っています。

　沖縄気象台では、今後も管内各官署で協

力しつつ、沖縄県民の皆様や、観光などで

沖縄を訪れる多くの方々の安全安心に向け

て、適時・的確な気象情報の提供に努めて

いきたいと考えています。

さらば、うちなーの日々

　大変ありがたいことに、今回も含め、こ

れまで 4 回にわたって「自治おきなわ」誌

に拙稿を掲載していただきました。実は、

皆様が本稿をお読みになる頃には、既に小

職は札幌管区気象台に勤務しております。

さすがに気象庁は全国をカバーしているわ

けで、日本列島を縦断しての赴任となりま

した。

　沖縄と同じく、北海道に住むのも勤める
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のも初めての経験ですので、少々不安では

ありますが、同じ気象台勤めということで

あり、地域における振る舞い方、仕事の進

め方については、こちらで皆様から教えて

いただいたことが、今後きっと役に立つも

のと信じています。

　短い間ではありましたが、仕事でも、ま

た生活の上でも、皆様のおかげをもちまし

て、沖縄では本当に楽しい日々を過ごすこ

とができました。この誌面をお借りして、

御礼申し上げます。

　次回以降のこのコーナーにつきまして

は、まず（後任の）沖縄気象台長からの投

稿に始まり、先に紹介しました管内各官署

の長による「リレーエッセイ」という形で

継続していこうと考えております。どうか

引き続き、このコーナー（に限りません

が・・）にて、気象台に親しみを感じてい

ただければ幸いです。

　最後になりましたが、今後も沖縄管内に

大きな気象災害や地震・津波による被害が

もたらされないことを願いつつ、また、沖

縄県内の各地方自治体様のますますのご発

展を祈念しつつ、筆を擱きたいと思います。
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　 　沖縄県町村会の第 187 回定期総会が、去る 2 月 21 日（木）に県内の町村長が出席

　し、沖縄県市町村自治会館において開催されました。

　　総会は新垣会長のあいさつ後、議事に移り多くの議案等が審議されました。

　　審議に付された議案等は次のとおりです。

議案第 1 号　沖縄県町村会規約の一部を変更する規約について

議案第 2 号　平成 31 年度沖縄県町村会事業計画について

議案第 3 号　平成 31 年度沖縄県町村会一般会計予算及び特別会計予算について

報告第 1 号　 平成 31 年度全国町村職員生活協同組合沖縄県支部事業計画及び歳入

歳出予算について

報告第 2 号　沖縄県町村会事務局の組織等に関する規程の一部を改正する規程について

報告第 3 号　沖縄県町村会職員の給与に関する規程の一部を改正する規程について

報告第 4 号　 「平成 31 年度沖縄振興予算概算要求額の満額確保に係る要請につい

て」の専決処分について

報告第 5 号　 「沖縄県の国民健康保険事業に対する財政支援について」の専決処分

について

報告第 6 号　 「沖縄県町村会職員の給与に関する規程の一部を改正する規程につい

て」の専決処分について

報告第 7 号　各種団体からの要望等について

　　　　　　（1）「2018 年度　医療・介護保険制度・地域公共交通の充実に関する要求」

第 187 回　沖縄県町村会定期総会開く
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　なお、本会の役員及び委員は次のとおりです。

◇　会長・副会長

氏　名 職　名

会　長 新　垣　邦　男 北 中 城 村 長

副会長

當　眞　　　淳 宜 野 座 村 長

宮　里　　　哲 座 間 味 村 長

外　間　守　吉 与 那 国 町 長

◇　監事（３人）

氏　名 職　名

北部地区 宮　城　久　和 国 頭 村 長

中部地区 上　間　　　明 西 原 町 長

南部地区 大　田　治　雄 久 米 島 町 長

◇　理事（６人）

氏　名 職　名

北部地区
伊　集　盛　久 東 村 長

島　袋　秀　幸 伊 江 村 長

中部地区
浜　田　京　介 中 城 村 長

野　国　昌　春 北 谷 町 長

南部地区
宮　城　光　正 北 大 東 村 長

新　垣　安　弘 八 重 瀬 町 長

◇　負担金等審議委員（７人）

氏　名 職　名

北部地区
宮　城　久　和 国 頭 村 長

喜屋武　治　樹 今 帰 仁 村 長

中部地区
石　嶺　傅　實 読 谷 村 長

當　山　　　宏 嘉 手 納 町 長

南部地区
新　城　静　喜 粟 国 村 長

仲　田　建　匠 南 大 東 村 長

先島地区 伊良皆　光　夫 多 良 間 村 長     

　�　また、全国町村会伝達表彰式も行いました。町村長の部（３期）で読谷村の石嶺

傳實村長が表彰されました。石嶺村長には、沖縄県町村会会長（北中城村�新垣邦男

村長）から表彰状と記念品が授与されました。

石嶺読谷村長（左）と新垣会長（右）
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　平成 30 年度「地域医療従事者」・「地域おこし功労」表彰式が去る 2 月 21 日（木）、沖

縄県市町村自治会館において行われました。

　「地域医療従事者」表彰式は、離島、過疎地域及び本島の地域医療機関等において常駐ま

たは派遣され、日夜地域住民の健康管理と急患に対し献身的に尽力された医師及び看護師

等を表彰するものであります。

　今年度は、1 名の方が表彰されました。受賞者及び功労内容は次のとおりです。受賞さ

れました緒方哲郎氏につきましては、ご都合により欠席されたため代理として公益社団法

人地域医療振興協会の福地氏にご出席いただきました。

　「地域おこし功労」表彰式は、地域創生に向けた、地域おこしに顕著な功績のあった団体

及び個人を表彰するものであります。

　今年度は、4 団体の方々が表彰されました。受賞者及び功労内容は次のとおりです。受

賞されました渡名喜村生活改善グループ代表の比嘉米子氏につきましては、ご都合により

欠席されたため代理として渡名喜村役場の桃原氏にご出席いただきました。

平成 30年度「地域医療従事者」・「地域おこし功労」表彰式

　後列左から、桃原渡名喜村長、宮里座間味村長（本会副会長）、當眞宜野座村長（本会副会長）
　�前列左から、渡名喜村役場桃原氏、公益社団法人地域医療振興協会福地氏、ニシバル歴史の会石垣氏、座間味島ファン
感謝月間実行委員会宮平氏、日本最西端与那国島一周マラソン大会実行委員会外間与那国町長（本会副会長）
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①　緒
お

　方
がた

　哲
てつ

　郎
ろう

　氏

職種　 医師

所属　山王耳鼻咽喉科

　　  【与那国町専門巡回医】

功績の活動年数　27 年

推薦団体　与那国町役場

功労内容　　

〇　東海大学医学部大学院医学研究科耳

鼻咽喉科在籍中の平成４年１月から３

月にかけ月一回の巡回診療を行い、同

じく同大学耳鼻咽喉科在籍中に、沖縄

県立八重山病院へ出向となり平成 11 年

４月から平成 12 年３月にかけ月一回の

巡回診療及教育委員会の学校検診を

行ってきた。また、平成 14 年以降も月

一回の巡回診療及び教育委員会の学校

検診を、今日まで 27 年間にわたり専門

巡回医（耳鼻咽喉科医）として長年与

那国町民の医療・保健に寄与した。

　　特に、与那国町においては、医師の

確保が難しいなど、過疎地域の医療を

取り巻く環境が厳しさを増す中、東京

都で開業しているにもかかわらず地域

との関わり合いを大切にしながら、地

域医療に献身的に尽力されてきたその

功績は多大である。

「地域医療従事者」表彰：（受賞代理）公益社団法人地域医療振興協会福地氏（左）
「地域おこし功労」表彰：日本最西端与那国島一周マラソン大会実行委員会外間与那国町長（右）

〜「地域医療従事者」受賞者〜
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①　ニシバル歴史の会

代表者名　会長　石
いし

垣
がき

　盛
もり

康
やす

団体所在地　沖縄県中頭郡西原町字与那城 152-5

　　　　　　（西原町教育委員会文化課内）

功績の活動年数　８年

推薦団体　西原町役場

功労内容　　

〇　「ニシバル歴史の会」は、西原町教育

委員会が「文化のまち西原」を目指し、

平成 19 年度から隔年で開催する「西原

町文教のまちガイド養成講座」の修了

生で構成され、平成 22 年度から活動を

行っている。

　　町内の文化財や歴史・文化などを広

く周知するため、小中学校での学習や

各団体などの依頼に応じたガイド活動

などを行っており、地域との関わり合

いを大切にしながら、地域おこしに献

身的に尽力されてきたその功績は多大

である。

②　座間味島ファン感謝月間実行委員会

代表者名　 宮
みや

平
ひら

　幸
こう

進
しん

団体所在地　沖縄県島尻郡座間味村字座間味 94

功績の活動年数　13 年

推薦団体　座間味村役場

功労内容　　

〇　毎年 11 月１日から 11 月 30 日は、「座

間味島ファン感謝月間」と題し、日頃

より座間味島に来島して頂いている

方々に感謝の気持ちでもてなす事と共

に、11 月の毎週土曜日の夕刻には島人

による芸能ショーを開催し、イベント

を通じて閑散期の誘客を図り、島内の

サービス業者の結束を強め将来にわた

る地域振興の活力に満ちた人材育成に

貢献している。

　　地域との関わり合いを大切にしなが

ら、地域おこしに献身的に尽力されて

きたその功績は多大である。

ニシバル歴史の会の皆さん 座間味島ファン感謝月間実行委員会
�宮平氏（左）と宮里座間味村長（右）

〜「地域おこし功労」受賞者〜
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③　渡名喜村生活改善グループ

代表者名　比
ひ

嘉
が

　米
よね

子
こ

団体所在地　沖縄県島尻郡渡名喜村 1997 番地

功績の活動年数　40 年

推薦団体　渡名喜村役場

功労内容　　

〇　本村婦人会による農産物の共作や加

工品製造、和裁などの生活の知恵を共

有・改善する活動を行っている中で、

婦人会メンバー数人が、製造・販売を

主に行う団体として「生活改善グルー

プ」が発足された。

　　本村農作物の加工・製造（クッキー・

ゼリー・きびだんご・漬物等）を行い、

フェリーターミナルや離島フェアで販

売し、更には今年開催された「第 100

回水上運動会」では、本村の特産品で

ある「もちきび」を使用した「きびだ

んご」を参加者へ提供する等、その活

動は本村の観光産業に寄与している。

　　また、村主催の敬老会や成人式の余

興等、地域行事にも積極的に関わるな

ど、村の活性化に献身的に尽力されて

きたその功績は多大である。

④　日本最西端与那国島一周
　　マラソン大会実行委員会

代表者名　与那国町長　外
ほか

間
ま

　守
しゅ

吉
きち

団体所在地　 沖縄県八重山郡与那国町字与

那国 129 番地　

功績の活動年数　24 年

推薦団体　与那国町役場

功労内容　　

〇　日本最西端与那国島一周マラソン大

会は、地域の活性化を図る目的で温暖

な気候と美しい自然景観を生かし「日

本最西端国境の町を走ろう」をキャッ

チフレーズに、平成５年に民間の与那

国島走ろう会が立ち上げ、第３回から

官民合同で実行委員会が行っている。

　　実行委員会の活動は、回を重ねる毎

に参加者が増え、地域住民の生涯スポー

ツに対する意識の高揚や健康増進を図

るとともに、町の活性化に献身的に尽

力されており、その功績は多大である。

（受賞代理）渡名喜村役場桃原氏（左）と桃原渡名喜村長（右）
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　平成 31 年 1 月 29 日（火）、市町村自治会館において、沖縄県と市町村長が出席し、沖

縄振興会議及び沖縄振興市町村協議会が開かれました。

 沖縄振興審議会

　沖縄振興審議会においては、平成 31 年度沖縄振興特別推進交付金にかかる沖縄県と市

町村間の配分（案）について協議され、以下のとおり承認されました。

１　これまでの配分の考え方を踏まえ、沖縄県と市町村間を 5:3 の割合で算出した上で、

調整額（29 億円）を県分から市町村分へ措置する。

　（１）これまでの考え方 (5:3）に基づ＜算出額県 350 億円

　　　　　市町村　　211 億円

　（２）調整額 (29 億円 ) を措置

　　　　　県　　　　321 億円（△ 29 億円）

　　　　　市町村　　240 億円（+29 億円）

２　県と市町村間の配分額は、事業の進捗等を勘案し、年度途中においても柔軟に対応する。

※平成 32 年度の県と市町村間の配分額は、当初の配分の考え方やこれまでの経緯を踏ま   

え、引き続き協議する。

沖縄振興会議・沖縄振興市町村協議会

29
16

13
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 沖縄振興市町村協議会

　沖縄振興市町村協議会においては、平成 31 年度沖縄振興特別推進交付金にかかる市町

村の配分（案）について協議され、以下のとおり承認されました。

１　基本枠と特別枠

　　総額 240 億円について、基本枠として 187 億円、特別枠として 53 億円を配分する。

２　基本枠の配分方法

　　 基本枠 187 億円について、41 億円を均等割として各市町村に配分し、146 億円をこ  

れまでと同じ配分方法（各種指標）を用いて別添 1 のとおり配分する。

３　特別枠の審査及び採方法

　　 特別枠 53 億円は、沖縄振興特別推進市町村交付金特別枠配分実施要綱 (H25.4.1 制定） 

に基づき審査、採択する。

　　 また、平成 31 年度に採択される特別枠事業のうち、平成 32 年度以降も継続実施され

る事業については、別添 2 の条件のもと、後年度は優先的に採択する。

４　市町村間の配分額変更について

　　市町村間の配分額は、事業の進捗状況等を勘案し、年度途中においても柔軟に対応する。

　※平成 32 年度以降の市町村間の配分額は、不用額など、事業の執行状況等を踏まえ、改めて協議する。
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 別表２　　　　　　　　　特別枠継続事業の優先配分について

① 継続分の事業費は、後年度分の事業に前年度からの継続性及び必要性が認められるな

ど、一体不可分である場合に限り担保する。

②継続分の事業費については、申請時に認められた額内に限り担保する。

③ 継続事業については、当該事業の内容等を毎年度確認することとし、当初申請の内容

等に大幅な変更があれば、新規事業と同じく審査に付する。

　 　なお、継続事業の採択にあたっては、当該市町村の基本枠の活用状況等も勘案した

うえで、審査、決定する。

④継続事業の事業期間は最長 3 年までとする。

 別添２
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　沖縄県町村会は、1948 年（昭和 23 年）に創設されめでたく 70 周年の節目を迎え、去

る 2 月 21 日（木）沖縄県市町村自治会館にて記念式典・祝賀会を開催しました。

　式典では、新垣邦男会長が「これからも町村に寄り添い、国や県、関係機関の協力を得

ながら、県下全町村が一致団結して、全ての町村の振興と発展が実現することを目指し、

山積する課題の解決に向けて、２１世紀を邁進して参ります」と式辞を述べました。

　その後、歴代会長及び歴代局長、並びに特別功労者の計 11 名に感謝状と記念品の贈呈

が行われました。歴代局長内２名（長嶺利男氏、盛根良一氏）につきましては、残念なが

らご都合により出席が叶いませんでした。

　祝賀会では、町村役場職員（北中城村役場・伊平屋村役場）を中心とした皆さんによる

「かぎやで風」・「上り口節」の余興で幕開けし、70 周年のあゆみを映像で振り返る等、また、

多くのご祝辞を賜り節目を祝いました。

町村役場職員の皆さんによる座開き「かぎやで風」・「上り口節」

沖縄県町村会創立 70周年記念式典・祝賀会
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〜　式　典　〜

式辞を述べる沖縄県町村会 新垣邦男会長

荒木全国町村会会長代読でご祝辞を述べる

全国町村会副会長 一瀬政太氏

沖縄県町村会第 31 代会長 宮城篤実氏

玉城沖縄県知事代読でご祝辞を述べる

沖縄県企画調整統括官 儀間秀樹氏

ご祝辞を述べる

沖縄県町村議会議長会会長 識名盛紀氏

沖縄県町村会第 32 代会長 城間俊安氏
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沖縄県町村会第 33 代会長 志喜屋文康氏

沖縄県町村会第 9 代事務局長 新垣久雄氏

沖縄県町村会第 11 代事務局長 新垣喜春氏

沖縄県町村会第 34 代会長 高良文雄氏

沖縄県町村会第 10 代事務局長 吉浜一誠氏

沖縄大学学長 仲地博氏
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沖縄国際大学学長 前津榮健氏 謝辞を述べる宮城元会長

〜　祝賀会　〜
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最後は笑顔で一丁締め

後列左から、沖縄県町村会 照屋総務課長、知念事務局長、玉城さん

前列左から、吉浜一誠編集委員、玉城重男編集委員長、新垣久雄副編集委員長、新垣喜春編集委員

〜 沖縄県町村会 70 周年史　編集委員の皆さん 〜
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  平成29年度　市町村決算の概要（普通会計）

１　決算規模

　 平成29年度の市町村の普通会計決算額は、
百万円 （  Ｈ28 ： 百万円  、差額 百万円 、 増 ）
百万円 （  Ｈ28 ： 百万円  、差額 百万円 、 増 ）

第１表　　決算規模の状況
（単位：百万円、％）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

２ 決算収支
（１） 実質収支

（２） 単年度収支
 単年度収支の合計は、1,103百万円の黒字となった。

（３） 実質単年度収支

（１）平成29年度市町村決算の概要（普通会計）　

 実質収支の合計は、22,693百万円の黒字となった。全市町村において黒字となった。

区　　　分

787,458市町村計
4.9

％

増減率

歳入

208,928

都市計 543,462
1.4

747,538

 歳入総額　：

 実質単年度収支の合計は、745百万円の黒字となった。

歳出 523,228
3.3

735,652

△ 1.6 210,586
1.5
1.3757,122

第１図　決算規模の推移

※市町村計には一部事務組合及び広域連合を含まない。（以下の表や文中においても同様）

都市計
町村計

4.4市町村計

0.8

567,441

 となっている。

1.3

219,260

212,425
546,536

2.7
△ 1.7

1.6

766,526

2.94.8 538,610

757,122 747,538 9,583

　歳入総額は、前年度比9,844百万円増（＋1.3%）の787,458百万円となった。主な増加内訳とし
て、繰入金、国庫支出金、地方税の増加等がある。
　歳出総額は、前年度比9,583百万円増（＋1.3%）の757,122百万円となった。主な増加内訳とし
て、扶助費や人件費の増加等がある。

1.6
777,614

1.3 ％787,458
1.3

220,017223,063

増減率 増減率

777,614

4.6
558,355

9,844

0.3町村計 3.8

 歳出総額　：

5,826 

6,269 
6,487 

6,350 

6,618 

7,122 
7,329 

7,665 7,776 7,875 

5,574 

6,068 

6,256 
6,108 

6,339 

6,851 
7,049 

7,357 
7,475 7,571 

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29

歳入総額 歳出総額

単位：億円

年度

沖縄県企画部市町村課
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第２表　　決算収支の状況

（単位：百万円）

A

B

A-B C

　すべき財源 D

C-D E
　　単年度収支

F

G

H

I
　

F+G+H-I J

３ 歳入

歳入総額

歳出総額

形式収支

翌年度に繰り越

実質収支

実質単年度収支

積立金取崩し額

繰上償還金

財政調整基金
    積立金

区　　分
都　　市　　計

平成28年度 平成29年度

1,766

14,831

34

7,741 7,395

129

△ 317 1,493

13,296

6,074

558,355 567,441

5,763 8,983

19,745 20,905

5,541

10,331

2,079

538,610 546,536

6,449

105

平成28年度

777,614

△ 210 △ 390

8,252 7,862

220,017

9,431

1,569

平成29年度
町　　村　　計

平成28年度 平成29年度
市　町　村　計

787,458

747,538 757,122

30,076

208,928 210,586

219,260

30,336

1,389 711

6,885 6,235

254 78

5,211

1,103

14,626 13,629

8,528 7,643

21,548 22,693

△ 527

3,155 745

11,303 14,194

359 207

○歳入構成比について

地方税21.5％（169,580百万円）が最も高く、続いて国庫支出金21.0％（165,699百万円）、地方交付税

17.9％（141,211百万円）、都道府県支出金14.5％（113,957百万円）、地方債6.3％（49,499百万円）の順

となった。

○主な歳入項目の増減要因について

･地方税（前年度比3.3％増）
個人住民税及び固定資産税の増等により、前年度比5,385百万円増の169,580百万円となった。

･国庫支出金（前年度比 4.6％増）
児童保護費等負担金の増等により、前年度比7,343百万円増の165,699百万円となった。

･都道府県支出金(前年度比 5.5％減)
沖縄振興一括交付金の減等により、前年度比6,606百万円減の113,957百万円となった。

･一般財源（前年度比 1.4％増）
地方税の増等により、前年度比4,586百万円増の339,983百万円 となった。

都市・町村別にみると、都市では国庫支出金（構成比23.5％）が最も高く、続いて地方税（同23.3％）、
地方交付税（同16.0％）の順となっており、町村では地方交付税（同23.0％）、地方税（同16.9％）、都道
府県支出金（同16.0％）の順となっている。町村では都市に比べて、地方税の割合が少なく、地方交付
税の割合が比較的大きい。
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第３表　　歳入決算の状況
<Ｈ29決算額> （単位：百万円、％）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　　　

  　　

(注)うち一般財源は､地方税､地方譲与税､利子割交付金､配当割交付金､株式等譲渡所得割交付金､地方消費税交付金（特別地方消費
税交付金を含む。）､ゴルフ場利用税交付金､自動車取得税交付金､地方特例交付金、地方交付税の合計である。また､構成比について
は､各項目の計と合計値が端数調整のため一致しない場合がある。

（注）全国比率は市町村別決算状況調（総務省公表）より試算したものであり、一部事務組合を除き、政令指定都市、 特別
区、中核市、特例市を含む。

43.1 1.0 339,983 43.2 1.4 4,587

0.3 787,458 100.0 1.3 9,844

う ち 一 般 財 源 245,226 43.2 1.5 94,757
歳 入 合 計 567,441 100.0 1.6 220,017 100.0

3.9 18,594 2.4 4.0 712（うち臨時財政対策債） 14,585 2.6 4.0 4,009 1.8
5.5 △ 2.7 49,499 6.3 △ 7.7 △ 4,132

△ 8.1 113,957 14.5 △ 5.5 △ 6,60616.0
地 方 債 37,489 6.6 △ 9.2 12,010
都道府県支出金 78,782 13.9 △ 4.3 35,175

1.5 △ 1.7 7,065 0.9 △ 1.1 △ 76

7.5 165,699 21.0 4.6 7,34314.7
国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,655 0.6 △ 0.5 3,409
国 庫 支 出 金 133,329 23.5 4.0 32,370

0.0 △ 4.4 184 0.0 △ 3.7 △ 8

△ 1.7 141,211 17.9 △ 2.1 △ 3,05323.0
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地方特例交付金 354 0.1 11.3 117
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△ 0.4 △ 17

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 259 0.0 112.3 69
配 当 割 交 付 金 233 0.0 51.3 62

0.0 115.6 327 0.0 112.3 173

51.2 294 0.0 50.8 990.0
利 子 割 交 付 金 115 0.0 22.3 30

506,807 64.4 △ 0.8 △ 4,278

地 方 譲 与 税 2,679 0.5 △ 0.4 1,042 0.5
0.0 20.0 145 0.0 21.8 26

△ 0.5 3,721 0.5
依 存 財 源 366,330 64.6 △ 0.7 140,477 63.8 △ 1.1

1.4 15.7 8,353 1.1 5.9 462

△ 1.4 29,635 3.8 △ 1.1 △ 3314.6
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77.4 2,993 0.4 64.1 1,1690.9
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構成比 増減率 決算額 構成比 増減率 増 減 額
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決算額 構成比 増減率 決算額

46.8 47.8 46.7 47.8

33.3 34.3 33.3 34.3 35.6
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第４図 自主財源比率の推移

（単位：％）

自主財源

35.6
依存財源

64.4

地方税 21.5 

財産収入 1.9 

繰入金 4.2

繰越金 3.8 

その他

自主財源 4.2

地方交付税

17.9

国庫支出金

21.0

県支出金

14.5

地方債 6.3 

その他

依存財源 4.6 
第２図 歳入決算額の構成比（市町村計）

第３図 歳入決算額の構成比（都市・町村別）
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４ 歳出
（1) 目的別歳出の状況

第４表　目的別歳出決算の状況
<H29決算額> （単位:百万円、％）

（注）　構成比については、各項目の計と合計値が端数調整のため一致しない場合がある。

　目的別歳出の内訳を構成比でみると、民生費が316,658百万円（構成比41.8％）で最も大きく、続い
て総務費109,505百万円（同14.5％）、教育費89,984百万円（同11.9％）、土木費77,765百万円（同
10.3％）、公債費55,481百万円（同7.3％）の順となっている。

　これを都市・町村別の構成比で比較すると、都市、町村ともに民生費の割合が最も高くなっている
が、都市では生活保護の実施等により民生費の割合が46.9％となっており、町村の28.7％に比べ
18.2ポイント高くなっている。

　次に前年度比較で増減状況をみると、民生費が、保育所運営費等の増加により、15,442百万円
（前年度比5.1%）増。教育費が、小中学校等の改築事業の完了等により、1,467百万円（同△1.6％）
減。土木費が公営住宅整備事業、スポーツ観光拠点施設整備事業等の減により、5,291百万円（同
△6.4％）減。総務費が庁舎建設事業等の増により、3,002百万円（同2.8%）増となった。

100.0

0.0 － 

546,536 100.0 1.5 210,586 1.3100.0 0.8 757,122

398 0.1 121.1

0 0.0 － 0 0.0 － 0
279 0.1 329.2 119 0.1 2.6

△ 15.0

41,180 7.5 0.2 14,300 6.8 0.9 55,481 7.3 0.4

11.9 △ 1.6

178 0.0 217.9 167 0.1 △ 52.3 345 0.0

11.0 △ 3.4 29,949 14.2 2.1 89,984

2.0 △ 13.1 5,432 2.6 △ 3.8 16,295 2.2 △ 10.2

10.5 △ 8.7 20,447 9.7 0.9 77,765

1.2 5.4 4,659 2.2 △ 1.8 11,016 1.5 2.2

10.3 △ 6.4

5.1 2.8

0.1 13.2

15,857 2.9 16.4 16,520 7.8 △ 12.3 32,377 4.3

0.2 18.7 128 0.1 △ 15.2 1,053
△ 0.3

△ 11.9

43,43612.1 1.6 2.8

46.9 5.0 60,418 28.7 5.7 316,658

1.1 0.1 5,972 0.8

41.8 5.1

20.6

5.3 △ 2.340,272

市　町　村　計都　　市　　計
区　　　　　分

議  会  費

総  務  費

民  生  費

決算額

3,562
増減率

2,410

町　　村　　計
決算額 構成比 増減率構成比 増減率

0.9

決算額

66,069
256,241

1.5

構成比

4.8 109,505

商  工  費

土  木  費

消  防  費

0.7

衛  生  費

労  働  費

農林水産業費

公  債  費

教  育  費

災害復旧費

前年度繰上充用金

歳出合計

諸支出金

27,670

6,357
57,318
10,863
60,035

925

14.5

12,602 6.0

総務費 14.5 

民生費 41.8 

農林水産業費 4.3 

土木費 10.3 

教育費 11.9 

公債費 7.3 

その他 10.0 
（単位：％）

（注） 各項目の計と合計値は端数調整のため一致しない場合がある。

第５図 目的別歳出決算の構成比（市町村計）
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（単位：％）

性質別歳出の状況　（２）

第６図　目的別歳出決算構成比（都市・町村別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市町村計
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20.6
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46.9

4.3

7.8

2.9

10.3

9.7

10.5

11.9

14.2

11.0

7.3

6.8

7.5

10.0 

12.1 

9.1 

総務費 民生費 農林水産業費 土木費 教育費 公債費 その他

性質別歳出の状況をみると、義務的経費が361,186百万円（構成比47.7％）、投資的経費145,773百
万円（同19.3％）、その他経費250,163百万円（同33.0％）となっている。

また、前年度比較で増減状況をみると、義務的経費が4.6％の増、投資的経費が3.1％の減、その他
経費が0.6％の減となっている。

これを都市・町村別の構成比で比較すると、都市では扶助費の割合が32.6％と高く、義務的経費が
52.2％となっており、町村の36.0％に比べて16.2ポイント高くなっている。一方、町村では投資的経費
が22.6％となっており、都市の18.0％に比べて4.6ポイント高くなっている。

義務的経費の内訳をみると、人件費は前年度比で1.9％増加し95,433百万円となった。主な要因は
職員給の増加等による。

扶助費は7.0%増加し210,272百万円となった。主な要因は、保育所運営費など社会保障関係経費の
増加等による。

公債費は0.4％増加し55,481百万円となった。主な要因は、臨時財政対策債の元利償還金の増加

等による。

その他経費は、0.6％減少し250,163百万円となっている。主な内訳として、積立金が7.5％、繰出金が
2.3％減少したこと等による。
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第５表　　性質別歳出決算の状況　　
<Ｈ29決算額> （単位：百万円、％）

　　

　　

　　

　　

　　

（注）１　補助事業費は、受託事業費の補助事業費を含む。
（注）２　単独事業費は、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費の単独事業費を含む。
（注）３　義務的経費、投資的経費及びその他経費の各々の構成比の計と合計値は端数調整のため一致しない場合がある。

（注）１　端数調整により各々の内訳の計が合計値と一致しない場合がある。
（注）２　補助事業費は、受託事業費の補助事業費を含む。
（注）３　単独事業費は、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費の単独事業費を含む。

390
466

64,946

26,474

57,179

－ 0.00
8.8
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△ 2.1
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345
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0.0
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決算額
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12.0
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構成比

32.6
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7.5
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29,681

市　　町　　村　　計
決算額 構成比 増減率
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補 助 事 業 費
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扶助費 27.8
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その他 4.9 （単位：％）

第７図 性質別決算額の構成比（市町村計）
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(注)全国数値は特別区を除く

（注）全国数値は特別区を除く
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（単位：％）第８図 性質別歳出決算額構成比（都市・町村別）

第９図 普通建設事業費（補助）の構成比の推移

第10図 普通建設事業費（単独）の構成比の推移

年度

年度
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（単位：百万円、％）

（注）１　一般財源等とは、一般財源のほかにその使途が制約されていない収入額の合算額である。
（注）２　補助事業費は、受託事業費の補助事業費を含む。
（注）３　単独事業費は、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費の単独事業費を含む。
（注）４　その他投資的経費欄は、災害復旧事業費及び失業対策事業費の合計額である。
（注）５　その他経費のその他欄は、維持補修費・投資及び出資金・貸付金・前年度繰上充用金の合計値である。
（注）６　構成比については、各項目の計と合計値とが端数調整のため一致しない場合がある。

　一般財源等の総額は429,384百万円で、前年度比8,831百万円（2.1％）の増となっている。各性質別経
費に対する一般財源等の充当状況（構成比）をみると、義務的経費充当分が45.4％で最も高く、うち人件
費が20.0％、扶助費が13.3％、公債費が12.2％となっている。また、投資的経費充当分は4.5％で、うち普
通建設事業費の補助事業費が2.0％、単独事業費が2.5％となっている。その他経費充当分は43.1％と
なっている。
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第11図 平成29年度における一般財源等の充当状況（全国・沖縄） （単位：％）

 　

（単位：百万円、％）

（注）１　一般財源等とは、一般財源のほかにその使途が制約されていない収入額の合算額である。
（注）２　補助事業費は、受託事業費の補助事業費を含む。
（注）３　単独事業費は、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費の単独事業費を含む。
（注）４　その他投資的経費欄は、災害復旧事業費及び失業対策事業費の合計額である。
（注）５　その他経費のその他欄は、維持補修費・投資及び出資金・貸付金・前年度繰上充用金の合計値である。
（注）６　構成比については、各項目の計と合計値とが端数調整のため一致しない場合がある。

　一般財源等の総額は429,384百万円で、前年度比8,831百万円（2.1％）の増となっている。各性質別経
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第11図 平成29年度における一般財源等の充当状況（全国・沖縄） （単位：％）
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（注）全国は特別区を含まない。

（２）経常収支比率等の状況

（単位：％）

(注) 財政力指数は単純平均、それ以外は加重平均による。
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5.9

５　主な財政指標
（１）財政力指数の状況

85.3 23.4 14.2

13.2

　経常収支比率は、地方税、普通交付税などの経常的に収入される一般財源等に対する、人件
費、公債費、扶助費等の毎年度経常的に支出される経費に充当される一般財源等の割合で、財
政構造の弾力性を示す指標となっている。本県市町村の経常収支比率の平均は87.2％で、扶助費
等の増により前年度（86.7％）に比較し0.5ポイント上昇している。

　主な内訳をみると、人件費が23.1％（H28：23.4％）、扶助費が15.4％（同14.7％）,公債費が14.4％
（同14.5％）となっている。なお、本県の平成29年度の経常収支比率を全国平均（H29：92.8％）と比
較すると5.6ポイント下回っている。
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　財政力指数は、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去３カ年の平均値で、地方
公共団体の財政力を示す指数である。本県市町村の平成29年度の財政力指数の平均は0.37で、
全国平均は0.51となっている。
　都市・町村別でみると、都市0.53、町村0.31となっており、都市・町村間の格差は大きい。
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（注）１　特別区及び、一部事務組合等を含まない。
（注）２　全国、沖縄ともに加重平均である。

（注）１　全国は、大都市、特別区、中核市及び特例市を含む。

　

（３）実質公債費比率の状況
　実質公債費比率は、地方税や普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される
財源のうち、公債費や公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措置されるもの
を除く）に充当されたものの占める割合の過去３年度分の平均値である。地方債協議制度への移行に伴い
新たに導入されたもので、18％以上の団体は地方債の発行に際し許可が必要となり、25％以上の団体は
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成十九年六月二十二日法律第九十四号）」における財政
健全化団体となり、財政健全化計画の策定が義務付けされる。平成29年度決算に基づく実質公債費比率
の平均は8.0％（加重平均）となっており、地方税等の増により前年度より0.3ポイント低下した。また、平成28
年度同様比率が18％以上の団体はありません。
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第15図 各市町村の経常収支比率及び実質公債費比率の状況
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（単位：百万円、％）

地方債現在高(A)
増減率

増減率
標準財政規模(B)

（注）平成２０年度の標準財政規模は、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額である。

（単位：百万円、％）

増減率
標準財政規模(B)

第８表　地方債現在高の状況
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６　地方債現在高、債務負担行為及び積立金現在高

　平成29年度末地方債現在高は590,970百万円で、前年度末から△0.1％の減となった。また、臨
時財政対策債残高は226,257百万円で、前年度末から2.0％の増となった。

　平成29年度末における債務負担行為による翌年度以降支出予定額は96,323百万円で、前年度
比で、21.3％増となっている。
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第16図 地方債現在高の推移
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（単位：百万円、％）

減債基金
その他

財政調整基金及び減債基
金の標準財政規模比

83,947

（３）積立金の状況
  積立金の平成29年度末現在高は195,053百万円で、前年度末（195,622百万円）から0.3％の減となっ
ている。その内訳をみると、財政調整基金が83,829百万円で、前年度比0.1％の減、減債基金が22,702
百万円で2.4％の増、その他特定目的基金が88,521百万円で1.1％の減となっている。
　昨年度まで積立金現在高は増加が続いていたが、平成29年度末では減少となった。
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112,827 △ 2.0

標準財政規模

増減率

5.1

5.6

4.9

52,980 4.8

46,174

特定目的基金

財政調整基金 44,786 △ 3.0

80,532

37,773

6,227

37,158 41,584
53,567

60,210 64,105
71,017 73,664

79,749 83,947 83,8299,246
10,687
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16,563
17,327

18,591
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22,163 22,702

50,736
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56,238
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63,668
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84,089
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h20 h21 h22 h23 h24 h25 h26 h27 h28 h29

第17図 積立金現在高の推移

その他特定目的金

減債基金

財政調整基金

標準財政規模比

（財政調整基金+減債基金）

単位：百万円 単位：％

年度
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平成29年度　市町村別財政指標等
     （単位：百万円、％）

標準財政 基準財政 基準財政 財政力 実質収  経常収支比率

規　　　模 需 要 額 収 入 額 指  数 支比率 人件費 扶助費 公債費

1 那 覇 市 68,346 51,247 42,453 0.80 6.3        88.9 22.2 20.4 16.1

2 宜野湾市 18,696 14,698 9,839 0.66 2.1        87.9 19.9 21.6 13.4

3 石 垣 市 13,924 11,861 5,029 0.41 8.0        83.5 25.7 11.3 14.9

4 浦 添 市 22,094 16,924 12,193 0.73 3.7        88.4 23.3 19.0 13.6

5 名 護 市 15,826 13,351 6,008 0.45 7.1        91.5 24.3 15.8 11.9

6 糸 満 市 12,416 10,359 5,177 0.49 3.5        90.0 22.6 19.0 16.1

7 沖 縄 市 29,092 23,617 13,318 0.56 4.4        87.9 20.0 22.8 9.8

8 豊見城市 11,288 9,040 5,682 0.61 1.0        92.5 23.5 18.3 15.4

9 うるま市 27,372 22,374 10,452 0.46 8.0        89.0 20.3 17.7 16.6

10 宮古島市 19,340 15,444 5,010 0.32 11.1      81.1 26.6 10.9 16.9

11 南 城 市 11,335 9,377 3,326 0.35 7.9        84.7 19.0 12.9 19.0

12 国 頭 村 3,048 2,764 584 0.21 15.3      79.7 24.1 3.6 19.6

13 大宜味村 1,835 1,582 587 0.37 12.1      89.6 32.4 3.6 14.2

14 東    村 1,538 1,404 226 0.16 11.5      84.4 26.8 3.5 14.7

15 今帰仁村 3,109 2,816 681 0.23 6.1        79.5 25.2 5.1 14.4

16 本 部 町 3,865 3,398 1,128 0.32 8.2        89.4 20.3 10.7 17.5

17 恩 納 村 3,262 2,654 1,469 0.53 20.7      80.4 24.0 6.1 9.3

18 宜野座村 2,127 1,878 570 0.30 9.5        80.1 28.7 6.1 9.7

19 金 武 町 3,617 3,132 1,175 0.36 6.7        85.3 24.1 5.7 7.3

20 伊 江 村 2,509 2,315 386 0.17 5.7        80.6 31.9 4.8 16.9

21 読 谷 村 7,464 6,047 3,555 0.58 6.8        82.0 23.2 9.9 7.5

22 嘉手納町 4,179 3,322 1,998 0.59 5.4        73.0 22.8 5.3 5.6

23 北 谷 町 6,993 5,293 4,199 0.77 5.6        81.8 23.9 8.7 7.8

24 北中城村 3,922 3,148 2,010 0.57 12.4      85.1 23.2 9.3 8.7

25 中 城 村 4,132 3,356 1,970 0.56 1.1        87.0 21.4 12.7 13.4

26 西 原 町 6,530 5,175 3,376 0.64 4.4        92.9 24.5 12.5 15.4

27 与那原町 3,870 3,251 1,570 0.47 3.9        89.9 23.2 12.7 12.3

28 南風原町 7,066 5,658 3,632 0.63 11.8      87.6 20.1 14.9 16.3

29 渡嘉敷村 733 689 73 0.10 9.9        80.7 41.0 1.5 13.2

30 座間味村 788 739 85 0.11 12.9      97.2 33.1 2.1 16.9

31 粟 国 村 663 626 63 0.10 28.5      97.3 41.0 2.3 16.2

32 渡名喜村 412 391 27 0.07 19.0      95.2 42.7 1.3 21.0

33 南大東村 1,295 1,204 159 0.13 8.0        72.0 21.1 1.4 23.7

34 北大東村 757 705 89 0.13 2.4        97.1 32.6 0.6 30.5

35 伊平屋村 1,144 1,081 100 0.09 18.5      85.0 34.2 1.8 17.3

36 伊是名村 1,241 1,169 129 0.11 24.8      88.9 38.3 2.2 17.8

37 久米島町 3,933 3,549 700 0.19 3.5        96.2 38.9 3.8 20.8

38 八重瀬町 6,745 5,666 2,360 0.41 7.3        88.8 22.1 13.8 20.0

39 多良間村 1,118 1,052 125 0.11 16.3      96.0 35.3 1.2 19.0

40 竹 富 町 3,308 3,052 472 0.16 5.5        84.6 29.2 2.1 19.6

41 与那国町 1,565 1,448 220 0.14 15.1      76.9 27.4 1.7 14.7

249,730 198,292 118,489 0.53 5.9        88.0 22.3 18.3 14.7

92,768 78,564 33,718 0.31 8.5        85.1 25.4 8.1 13.5

342,498 276,856 152,206 0.37 6.6        87.2 23.1 15.4 14.4
（注）実質収支比率、経常収支比率の都市計、町村計、市町村計の値は加重平均であり、財政力指数については単純平均である。

区  分

都 市 計

町 村 計

市町村計
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　平成 31 年度自治大学校・市町村アカデミー・国際文化アカデミーの研修計画をお知ら

せいたします。

　自治大学校では、今年度も充実した派遣研修を実施します。

　市町村アカデミーでは、「専門実務課程」（市町村の一般職員（中堅職員以上）を対象と

した、専門的かつ実務的な内容の研修や「特別課程」（市町村長、市町村議会議員、監査委

員等を対象とした、今後の市町村運営に役立つ研修を実施します。

　国際文化アカデミーでは、「国際系研修」、「公共政策」、「政策・実務研修」、「幹部職員研

修」、「首長・議員等研修」等に区分して、諸情勢の変化に即応して、常に市町村職員のニー

ズに合致した研修を実施します。
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薦

受
付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も

の
 

  

課
 
程
 

研
修

期
間
 

定
員
 

対
 
 
象
 

推
薦
受
付
期
間
 

研
 
修

 
内

 
容

 
推

薦
に

必
要

な

書
 

 
 
 

類
 

一

    

般

    

研

    

修

 

第

   

２

   

部

   

課

   

程

 

第
18
6期

 
平
成
31
年
06
月
0
7日

(金
)  

～
07
月
2
5日

(木
)  

8
0名

 

①
市

区
町

村
（

指
定

都
市

を
除

く
。

以
下
同
じ
。
）
の
職
員
 

②
市

区
町

村
を

構
成

団
体

と
す

る
一

部
事
務
組
合
等
の
職
員
 

 〈
選
考
の
基
準
〉
 

(
1)
勤
務
成
績
が
優
秀
で
あ
り
、
高
度

な
研

修
を

受
け

さ
せ

る
に

ふ
さ

わ
し
い
者
 

(
2)

積
極

的
な

学
習

意
欲

を
有

す
る

者
 

(
3)

現
に

都
道

府
県

、
政

令
指

定
都

市
、

一
部

事
務

組
合

等
に

お
け

る
課

長
補

佐
若

し
く

は
係

長
又

は
こ

れ
ら
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
職
員
 

平
成
31
年
03
月
0
4日

(月
)  

～
03
月
1
5日

(金
)  
 (
1)
基
本
法
制
 

※
基
本
法
制

の
受

講
は

選
択

制
で

す
。
 

受
講

し
な

い
場

合
は

ｅ
-
ラ

ー
ニ

ン
グ

「
行

政
法

」
「

地
方

自
治

法
」
「

地
方

公
務

員
法

」
「

地
方

税
財

政
制
度
」
の
事

前
学

習
が

必
要

で
す

。
 

(
2)
講
義
課
目
 

政
策

形
成

能
力

を
高

め
る

た
め

の
公

共
政

策
に

関
す

る
講

義
を

中
心

に
、

地
方

公
共

団
体

を
巡

る
最

新
の
話
題
を
取

り
上

げ
ま

す
。
 

(
3)
演
習
 

次
の
演

習
に

よ
り

編
成

し
ま

す
。

 

・
模
擬

講
義

演
習

（
※

）
 

・
事
例

演
習
 

・
デ
ー

タ
分

析
演

習
 

・
政
策

立
案

演
習

 

 

※
履
修
し
た

場
合

「
自

治
体

職
員

研
修

講
師

」
と

 

し
て
認
定
し

ま
す

。
希

望
者

が
対

象
で

す
が

、
積

 

極
的
に
履
修

す
る

こ
と

を
薦

め
ま

す
。
 

 
 

・
推

薦
書

(1
部
)
 

・
履

歴
書

(1
部
)
 

・
写

真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝
×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受
付

開
始

日
前

６
か

月
以

内
に

撮
影

し
た

も
の
 

第
18
7期

 
平
成
31
年
08
月
2
2日

(木
)  

～
10
月
0
9日

(水
)  

8
0名

 
平
成
31
年
06
月
0
3日

(月
)  

～
06
月
1
4日

(金
)  

第
18
8期

 
平
成
31
年
11
月
1
1日

(月
)  

～
12
月
2
6日

(木
)  

 
8
0名

 
平
成
31
年
08
月
1
3日

(火
)  

 
 
 
～
08
月
2
3日

(金
)  

第
18
9期

 
平
成
32
年
01
月
0
9日

(木
)  

～
02
月
2
8日

(金
)  

8
0名

 
平
成
31
年
11
月
0
5日

(火
)  

 
 
 
～
11
月
1
5日

(金
)  
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課
 
程
 

研
修

期
間

 
定
員
 

対
 
 
象
 

推
薦
受
付
期
間

 
研
 
修
 
内
 
容
 

推
薦
に
必
要
な

書
 
 
 
 
類
 

一

     

般

     

研

     

修

 

第 １ 部 ・ 第 ２ 部 特 別 課 程

 

第
37

期
 

平
成
31
年
09
月
0
4日

(水
) 

～
09
月
2
7日

(金
)  

1
20
名
 

①
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
女

性
職
員
 

②
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
を
構

成
団
体
と
す
る
一
部
事
務
組
合

等
の
女
性
職
員
 

 〈
選
考
の
基
準
〉
 

(
1)

勤
務

成
績

が
優

秀
で

あ
り

、
高

度
な

研
修

を
受

け
さ

せ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
者
 

(
2)

積
極

的
な

学
習

意
欲

を
有

す
る
者
 

(
3)

現
に

都
道

府
県

、
政

令
指

定
都
市
、
一
部
事
務
組
合
等
に
お

け
る

係
長

以
上

又
は

こ
れ

ら
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
職
員
 

平
成
31
年
03
月
0
4日

(月
) 

～
03
月
1
5日

(金
)  

 
地
方
方
公
務
員
女
性
幹
部
養
成
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

 
 

(
1)
基
本
法
制
 

※
基

本
法

制
の

受
講

は
選

択
制

で
す

。
受

講
し

な
い

場
合
は

e-
ﾗｰ
ﾆﾝ
ｸﾞ
「
行
政
法
」「

地
方
自
治
」「

地
方
公

務
員
法
」「

地
方
税
財
政
制
度
」
の
事
前
学
習
が
必
要
で

す
。
 

(
2)
講
義
課
目
 
 

政
策

形
成

能
力

を
高

め
る

た
め

の
公

共
政

策
に

関
す
る
講
義
を
中
心
に
、
地
方
公
共
団
体
を
巡
る
最

新
の
話
題
を
取
り
上
げ
ま
す
。
 

(
3)
演
習
 

次
の
課
目
に
よ
り
編
成
し
ま
す
。
 

・
事
例
演
習
 

・
デ
ィ
ベ
ー
ト
演
習
 

(
4)
特
定
政
策
課
題
レ
ポ
ー
ト
 

研
修

期
間

中
に

指
定

し
た

政
策

課
題

に
つ

い
て

レ
ポ
ー
ト
を
作
成
。
 

 

・
推
薦
書
(1

部
) 

・
履
歴
書
(1

部
)  

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝

×
3
.
5㎝

 
 

無
帽
、
推
薦

受
付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も

の
 

第
38

期
 

平
成
32
年
01
月
3
0日

(木
)  

～
02
月
2
1日

(金
)  

1
20
名
 

平
成
31
年
08
月
1
3日

(火
)  

～
08
月
2
3日

(金
)  

・
推
薦
書
(1

部
)  

・
履
歴
書
(1

部
)  

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝

×
3
.
5㎝

 
 

無
帽
、
推
薦

受
付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も

の
 

第 ３ 部 課 程

 

第
10
9期

 
平
成
31
年
07
月
1
8日

(木
) 

～
08
月
0
6日

(火
) 

1
20
名
 

①
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
職

員
 

②
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
を
構

成
団
体
と
す
る
一
部
事
務
組
合

等
の
職
員
 

 〈
選
考
の
基
準
〉
 

(1
)勤

務
成
績
が
優
秀
で
あ
る
者
 

(2
)
積

極
的

な
学

習
意

欲
を

有
す

る
者
 

(3
)現

に
都
道
府
県
、
市
区
町
村
、

一
部
事
務
組
合
等
に
お
け
る
課

長
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
職
員
 

平
成
31
年
04
月
1
5日

(月
)  

～
04
月
2
6日

(金
)  

(
1)
講
義
課
目
 

各
行

政
分

野
に

お
け

る
最

新
の

話
題

や
行

政
運

営
手
法
に
関
す
る
課
目
と
し
ま
す
。
 

(
2)
演
習
 

・
事
例
演
習
 

(
3)
特
定
政
策
課
題
演
習
 

 
 

政
策

課
題

の
解

決
に

関
す

る
レ

ポ
ー

ト
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
こ

の
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
す
る
こ
と
が
修
了
要
件
で
す
。
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

・
履
歴
書
(1

部
)  

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝

×
3
.
5㎝

 
 

無
帽
、
推
薦

受
付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も

の
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課
 
程
 

研
修

期
間

 
定
員
 

対
 
 
象
 

推
薦
受
付
期
間

 
研
 
修
 
内
 
容
 

推
薦
に
必
要
な

書
 
 
 
 
類
 

専
   

門

   

研

   

修

   

税
  

務

  

専

  

門

  

課

  

程

 

会

  

計

  

コ

  

ー

  

ス

 

       第
 

    37
 

    期
 

[事
前
研
修
] 

平
成

31
年

03
月
中
旬
 

 [
簿

記
会

計
学

通
信

研
修
] 

 平
成

3
1
年

0
4
月

上
旬
 

 
  
 
  
 
 ～

0
6
月

中
旬
 

 [税
務
・
会
計
研
修
] 

（
宿
泊
研
修
）
 

平
成
31
年
07
月
0
9日

(火
)  

～
10
月
1
1日

(金
)  

 

5
0名

 

①
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
職
員
 

②
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
を
構
成
団
体
と
す

る
一
部
事
務
組
合
等
の
職
員
 

 〈
選
考
の
基
準
〉
 

(1
)勤

務
成
績
が
優
秀
で
あ
り
、
高
度
な
研
修
を

受
け
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
 

(2
)積

極
的
な
学
習
意
欲
を
有
す
る
者
 

(3
)
入

校
日

現
在

に
お

け
る

税
務

事
務

経
験

年
数
が
、
大
学
卒
業
者
に
お
い
て
は

4
年
以
上

（
そ
の
他
の
者
に
お
い
て
は

10
年
以
上
）
の

者
 

(4
)
簿

記
の

級
を

持
っ

て
い

な
い

者
等

簿
記

3
級
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
と
見
込
ま
れ
る

者
に
つ
い
て
は
、、

通
信
研
修
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
時
に
事
前
研
修
を
行
う
も
の
と
し
ま

す
。
 

(5
)簿

記
の
知
識
が
、
日
本
商
工
会
議
所
、
公
益

社
団
法
人
全
国
経
理
学
校
協
会
又
は
公
益
財

団
法
人
全
国
商
業
高
等
学
校
協
会
主
催
の
簿

記
検
定
試
験

2
級
以
上
（
た
だ
し
、
通
信
研

修
等
に
よ
り
簿
記

2
級
相
当
の
レ
ベ
ル
に
達

す
る
見
込
み
の
者
も
含
む
）
の
者
 

   

平
成
31
年
01
月
2
8日

(月
)  

～
02
月
0
8日

(金
)  

１
研
修
内
容
 

主
に

税
務

職
員

に
体

系
的

な
会

計
教

育
を
通
じ
て
、
高
度
な
知
識
の
習
得
を
目
指
し

た
研
修
と
し
ま
す
。
 

こ
の
会
計
コ
ー
ス
は
、
税
理
士
法
に
基
づ

く
指
定
研
修
（
税
理
士
法
第

8
条
第

1
項
第

1
0
号

）
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
お

り
、

簿
記
会
計
学
通
信
研
修
及
び
税
務
・
会
計
研

修
の

修
了

試
験

の
成

績
が

基
準

点
を

上
回

り
会

計
コ

ー
ス

を
修

了
し

た
者

は
必

要
な

税
務

事
務

経
験

年
数

を
満

た
す

と
税

理
士

試
験
が
全
て
免
除
さ
れ
、
税
理
士
と
な
る
資

格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
 

２
研
修
課
目
 

 
 

企
業

会
計

に
お

け
る

国
際

基
準

の
動

向
な
ど
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
の
税
務
担

当
職

員
と

し
て

必
要

な
知

識
を

習
得

す
る

た
め
、
簿
記
及
び
会
計
学
か
ら
税
法
、
経
営

分
析

に
至

る
ま

で
幅

広
い

内
容

の
課

目
に

よ
り
編
成
し
ま
す
。
 

 
 
簿
記
会
計
学
通
信
研
修
に
お
い
て

4
回
の

通
信
添
削
を
行
っ
た
後
、
税
務
・
会
計
研
修

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
簿
記

3
級
レ
ベ
ル
に

達
し

て
い

な
い

と
見

込
ま

れ
る

者
に

対
し

て
、
希
望
に
よ
り
簿
記
会
計
学
通
信
研
修
の

前
に
事
前
研
修
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
企
業

会
計

の
知

識
を

有
す

る
者

は
事

前
研

修
を

受
講
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

※
会

計
コ
ー
ス
を

明
記
 

・
履
歴
書
(1

部
)  

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝

×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受

付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
 

・
簿

記
検

定
合

格
証
書
の
写
し
 

 

課
 
程
 

研
修

期
間

 
定
員
 

対
 
 
象
 

推
薦
受
付
期
間

 
研
 
修
 
内
 
容
 

推
薦
に
必
要
な

書
 
 
 
 
類
 

専

    

門

    

研

    

修

   

税

  

務

  

専

  

門

  

課

  

程

 

税 務 ・ 徴 収 コ ー ス

 

第 17 期
 

平
成
31
年
06
月
1
2日

(水
)

～
07
月
05
日

（
金
）  

1
20
名
 

①
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
職
員
 

②
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
を
構
成
団
体
と
す

る
一
部
事
務
組
合
等
の
職
員
 

 〈
選
考
の
基
準
〉
 

(1
)勤

務
成
績
が
優
秀
で
あ
り
、
高
度
な
研
修
を

受
け
さ
せ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
者
 

(2
)積

極
的
な
学
習
意
欲
を
有
す
る
者
 

(3
)
地

方
税

の
課

税
徴

収
に

関
す

る
基

礎
的

な
知
識
を
有
す
る
者
で
、
主
と
し
て
地
方
税
の

賦
課
・
徴
収
事
務
を
管
理
監
督
し
、
か
つ
、

他
の
職
員
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
る
者
。（

現
に
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
課
長
補
佐
若
し

く
は
係
長
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
に
あ

る
職
員
）
 

(4
)
単

に
受

講
者

の
み

の
能

力
向

上
を

め
ざ

す
研
修
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
研
修
の
成
果

を
持
ち
帰
り
、
徴
税
体
制
や

on
-J
T
の
あ
り

方
に
つ
い
て
積
極
的
に
改
革
し
て
い
く
リ
ー

ダ
ー
と
な
る
意
欲
の
あ
る
者
が
対
象
で
す
。
 

平
成
31
年
04
月
0
1日

(月
)  

～
04
月
1
2日

(金
)  

本
来

、
税

務
に

必
要

な
知

識
や

技
能

は
o
n-
J
T
に
お
い
て
学
ぶ
べ
き
内
容
で
す
が
、
税

務
行
政
を
と
り
ま
く
昨
今
の
状
況
に
鑑
み
、
徴

税
組

織
の

能
力

向
上

を
目

指
し

た
研

修
と

し
ま
す
。
 

修
了
者
に
つ
い
て
は
「
地
方
税
徴
収
事
務
指

導
者
」
と
し
て
認
定
し
ま
す
の
で
、
地
方
公
共

団
体
の
徴
税
体
制
や
職
員
の

on
-
JT

の
あ
り
方

等
に

つ
い

て
積

極
的

に
改

革
し

て
い

く
能

力
を
持
つ
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
し
て
い
き
ま
す
。
 

研
修
期
間
内
に
「
課
題
レ
ポ
ー
ト
」
を
作
成
す

る
こ
と
が
修
了
要
件
で
す
。
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

※
徴

収
事

務
コ

ー
ス

を
明
記
 

・
履
歴
書
(1

部
)  

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝
×
3
.
5㎝

 
無

帽
、

推
薦

受
付

開
始

日
前

６
か

月
以

内
に

撮
影

し
た

も
の
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課
 
程
 

研
修

期
間

 
定
員
 

対
 
 
象
 

推
薦
受
付
期
間

 
研
 
修
 
内
 
容
 

推
薦
に
必
要
な

書
 
 
 
 
類
 

専

   

門

   

研

   

修

   

税

  

務

  

専

  

門

  

課

  

程

 

会

  

計

  

コ

  

ー

  

ス

 

       第
 

    37
 

    期
 

[事
前
研
修
] 

平
成

31
年

03
月
中
旬
 

 [
簿

記
会

計
学

通
信

研
修
] 

 平
成

3
1
年

0
4
月

上
旬
 

 
  
 
  
 
 ～

0
6
月

中
旬
 

 [税
務
・
会
計
研
修
] 

（
宿
泊
研
修
）
 

平
成
31
年
07
月
0
9日

(火
)  

～
10
月
1
1日

(金
)  

 

5
0名

 

①
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
職
員
 

②
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
を
構
成
団
体
と
す

る
一
部
事
務
組
合
等
の
職
員
 

 〈
選
考
の
基
準
〉
 

(1
)勤

務
成
績
が
優
秀
で
あ
り
、
高
度
な
研
修
を

受
け
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
 

(2
)積

極
的
な
学
習
意
欲
を
有
す
る
者
 

(3
)
入

校
日

現
在

に
お

け
る

税
務

事
務

経
験

年
数
が
、
大
学
卒
業
者
に
お
い
て
は

4
年
以
上

（
そ
の
他
の
者
に
お
い
て
は

10
年
以
上
）
の

者
 

(4
)
簿

記
の

級
を

持
っ

て
い

な
い

者
等

簿
記

3
級
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
と
見
込
ま
れ
る

者
に
つ
い
て
は
、、

通
信
研
修
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
時
に
事
前
研
修
を
行
う
も
の
と
し
ま

す
。
 

(5
)簿

記
の
知
識
が
、
日
本
商
工
会
議
所
、
公
益

社
団
法
人
全
国
経
理
学
校
協
会
又
は
公
益
財

団
法
人
全
国
商
業
高
等
学
校
協
会
主
催
の
簿

記
検
定
試
験

2
級
以
上
（
た
だ
し
、
通
信
研

修
等
に
よ
り
簿
記

2
級
相
当
の
レ
ベ
ル
に
達

す
る
見
込
み
の
者
も
含
む
）
の
者
 

   

平
成
31
年
01
月
2
8日

(月
)  

～
02
月
0
8日

(金
)  

１
研
修
内
容
 

主
に

税
務

職
員

に
体

系
的

な
会

計
教

育
を
通
じ
て
、
高
度
な
知
識
の
習
得
を
目
指
し

た
研
修
と
し
ま
す
。
 

こ
の
会
計
コ
ー
ス
は
、
税
理
士
法
に
基
づ

く
指
定
研
修
（
税
理
士
法
第

8
条
第

1
項
第

1
0
号

）
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
お

り
、

簿
記
会
計
学
通
信
研
修
及
び
税
務
・
会
計
研

修
の

修
了

試
験

の
成

績
が

基
準

点
を

上
回

り
会

計
コ

ー
ス

を
修

了
し

た
者

は
必

要
な

税
務

事
務

経
験

年
数

を
満

た
す

と
税

理
士

試
験
が
全
て
免
除
さ
れ
、
税
理
士
と
な
る
資

格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
 

２
研
修
課
目
 

 
 

企
業

会
計

に
お

け
る

国
際

基
準

の
動

向
な
ど
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
の
税
務
担

当
職

員
と

し
て

必
要

な
知

識
を

習
得

す
る

た
め
、
簿
記
及
び
会
計
学
か
ら
税
法
、
経
営

分
析

に
至

る
ま

で
幅

広
い

内
容

の
課

目
に

よ
り
編
成
し
ま
す
。
 

 
 
簿
記
会
計
学
通
信
研
修
に
お
い
て

4
回
の

通
信
添
削
を
行
っ
た
後
、
税
務
・
会
計
研
修

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
簿
記

3
級
レ
ベ
ル
に

達
し

て
い

な
い

と
見

込
ま

れ
る

者
に

対
し

て
、
希
望
に
よ
り
簿
記
会
計
学
通
信
研
修
の

前
に
事
前
研
修
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
企
業

会
計

の
知

識
を

有
す

る
者

は
事

前
研

修
を

受
講
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

※
会

計
コ
ー
ス
を

明
記
 

・
履
歴
書
(1

部
)  

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝

×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受

付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
 

・
簿

記
検

定
合

格
証
書
の
写
し
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 課
 
程
 

研
修

期
間

 
定

員
 

対
 
 
象
 

推
薦

受
付
期

間
 

研
 
修

 
内

 
容

 
推

薦
に

必
要

な
書
 

 
 
 

類
 

専

   

門

   

研

   

修

 

監 査 ・ 内 部 統 制 専 門 課 程

 

第
 

 
 

   2
0 

 
 

   期
 

 平
成
31
年
10
月
2
9日

(火
)  

～
11
月
2
2日

(金
)  

5
0名

 

①
都

道
府

県
及

び
市

区
町

村
の

職
員
 

②
都

道
府

県
又

は
市

区
町

村
を

構
成

団
体

と
す

る
一

部
事

務
組

合
等

の
職
員
 

 〈
選
考
の
基
準
〉
 

(1
)
勤

務
成

績
が

優
秀

で
あ

り
、

高
度

な
研

修
を

受
け

さ
せ

る
に

ふ
さ
わ
し
い
者
 

(2
)
積

極
的

な
学

習
意

欲
を

有
す

る
者
 

(3
)
現

に
地

方
公

共
団

体
に

お
け

る
課
長
補
佐
、
係
長
又
は
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
職
に
あ
る
職
員
 

 

平
成
31
年
06
月
1
0日

(月
)  

～
06
月
2
1日

(金
)  

監
査

や
内

部
統

制
の

理
論

と
実

務
に

つ
い

て
必

要
な

知
識

と

能
力

を
備

え
た

職
員

の
養

成
に

向
け

、
実

践
的

で
高

度
な

研
修

を
実

施
し
ま

す
。

 

こ
の

課
程

を
修

了
し

、
演

習
を

通
じ

て
、

監
査

に
必

要
な

知

識
、

技
能

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
に

つ
い

て
は

「
自

治
体

監
査

指
導
者

」
と

認
定

し
ま

す
。（

地
方

自
治
法

施
行

令
第

17
4

条
の

4
9
の

21
の

外
部

監
査
契

約
を

締
結

で
き

る
行

政
実

務
経

験
者

の
必
要

経
験

年
数

10
年
以

上
を

受
講

者
は

5
年

以
上

に
短

縮
す

る
総
務

大
臣

指
定

研
修

に
指

定
さ

れ
て

い
ま

す
。）

 

(
1)
e
-ラ

ー
ニ
ン

グ
の

事
前

履
修

 

地
方

自
治

法
、

地
方

公
務

員
法

、
地

方
税

財
政

制
度

、
行

政
法

、
民
法
 

(
2)
講

義
課

目
 

監
査

事
務

を
踏

ま
え

な
が

ら
監

査
内

部
統

制
の

理
論

、
財

務
会

計
制
度

に
つ

い
て

必
要

な
知

識
を

修
得

し
ま

す
。
 

(
3)
演
習
 

 
 
実

際
の

監
査

資
料
、
決

算
書

等
を

題
材

と
し

た
検

討
作

業
、

議
論

な
ど

を
通

じ
て

、
監

査
等

の
実

務
に

必
要

な
実

践
的

な

能
力

を
養
成

し
ま

す
。
 

①
監

査
論
 

②
適

法
性
監

査
 

③
一

般
会
計

等
の

財
務

指
標

分
析

 

④
企

業
会
計

の
経

営
指

標
分

析
 

・
推

薦
書

(1
部
)
 

・
履

歴
書

(1
部
)
 

・
写

真
(3

枚
) 

4
.
5
㎝
×
3
.
5
㎝
 

 
無

帽
、

推
薦
受
付

開
始

日
前
６
か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
 

 
注

１
 
各
課

程
と

も
定

数
の

関
係

上
、

入
校

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
了

承
願

い
た

い
こ

と
。
 

２
 
推

薦
受

付
期

間
は

自
治

大
学

校
に

お
け

る
受

付
期

間
で

あ
る

。
平

成
30

年
度

よ
り
町

村
に

お
け

る
研

修
生

の
推

薦
に

当
た

っ
て
は
、

本
会

に
て

取
り

ま
と

め
、

直
接

自
治

大
学

校
に

提
出

す
る

た
め

、
受

付
期

限
を

上
記

表
の

推
薦

受
付

期
間

よ
り

約
1
週
間

前
と

す
る

。
 

３
 
第

1
部

課
程

に
つ

い
て

、
特

に
希

望
す

る
場

合
に

は
町

村
職

員
も

対
象

と
す

る
。

入
校

希
望

の
場

合
に

は
他

の
課

程
と

同
様

、
期
限
ま

で
に

推
薦

書
類

を
提

出
す

る
こ

と
。

 
４

 
「

第
２

部
課

程
」「

第
１
部

・
第

２
部

特
別

課
程

」
及

び
「

税
務

専
門

課
程

会
計

コ
ー

ス
」

に
つ

い
て

は
、

通
信

研
修

が
実

施
さ
れ
る

の
で

留
意

す
る

こ
と

。
 

ま
た

、「
税

務
専

門
課

程
会

計
コ

ー
ス

」
に

つ
い

て
は

、
修

了
試

験
を

実
施

す
る

。
 

５
 
写

真
は

、
パ

ス
ポ

ー
ト

申
請

用
と

同
規

格
の

も
の

３
枚

と
し

、
裏

面
に

所
属

団
体

名
及

び
氏

名
を

記
入

す
る

。
こ

の
う
ち

1
枚

は
、

履
歴

書
に

の
り

付
け

す
る

こ
と

。
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【
市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー
】
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【国際文化アカデミー】

ウ　全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー）

 （ア）研修体系

海
外
研
修

　

　海外の自治制度や、まちづくりの手法、あるいは海外戦略の展開手法を学び、グローバルな

視点から地域の課題に向き合い、施策を立案できる能力の向上を図ることを目的とした研修を

実施する。

国
際
文
化
研
修

　

　多様な文化や価値観への理解を深めるとともに、経済活動等のグローバル化を地域の活力へ

とつなげる施策の企画立案能力、実践的な業務遂行能力の向上を図ることを目的とした研修を

実施する。

　　○海外戦略等　　○多文化共生・ダイバーシティ　　○消防職員向け研修

　　○海外の地方自治体等職員向け研修

公
共
政
策

技
法
研
修

　個別分野を超えて全ての公共政策に共通する政策過程（プロセス）に着目し、企画立案、実

施、評価等の意義や相互のつながり、各手法について学び、政策形成能力の向上を図ることを

目的とした研修を実施する。

政
策
・
実
務
研
修

　特定の政策課題を解決するための企画立案能力や実践的な業務遂行能力の向上を図ることを

目的とした研修を実施する。

　　○組織変革・職場の活性化　　○災害対応・危機管理　　○人材育成・人事

　　○行政経営・公営企業　　○法務・選挙・監査　　○税務等

　　○財政・財務　　○企画・まちづくり　　○産業振興　　○福祉

幹
部
職
員
等
研
修

　

　市町村の部課長及び中堅幹部職員等を対象として、自治体経営や組織運営に関する最新動向

や課題を取り上げ、実践的なマネジメント能力の向上を図ることを目的とした研修を実施す

る。

首
長
・
議
員
等
研
修

　

　市町村長、市町村議会議員等を対象として、今後の市町村運営に役立つ研修を実施する。

　　○市町村長特別セミナー『地域経営塾』　○トップマネジメントセミナー

　　○議員特別セミナー　　○議員研修　　　○議会事務局職員研修
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　【国際文化アカデミー】
【国際文化アカデミー】

ウ　全国市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー）

 （ア）研修体系

海
外
研
修

　

　海外の自治制度や、まちづくりの手法、あるいは海外戦略の展開手法を学び、グローバルな

視点から地域の課題に向き合い、施策を立案できる能力の向上を図ることを目的とした研修を

実施する。

国
際
文
化
研
修

　

　多様な文化や価値観への理解を深めるとともに、経済活動等のグローバル化を地域の活力へ

とつなげる施策の企画立案能力、実践的な業務遂行能力の向上を図ることを目的とした研修を

実施する。

　　○海外戦略等　　○多文化共生・ダイバーシティ　　○消防職員向け研修

　　○海外の地方自治体等職員向け研修

公
共
政
策

技
法
研
修

　個別分野を超えて全ての公共政策に共通する政策過程（プロセス）に着目し、企画立案、実

施、評価等の意義や相互のつながり、各手法について学び、政策形成能力の向上を図ることを

目的とした研修を実施する。

政
策
・
実
務
研
修

　特定の政策課題を解決するための企画立案能力や実践的な業務遂行能力の向上を図ることを

目的とした研修を実施する。

　　○組織変革・職場の活性化　　○災害対応・危機管理　　○人材育成・人事

　　○行政経営・公営企業　　○法務・選挙・監査　　○税務等

　　○財政・財務　　○企画・まちづくり　　○産業振興　　○福祉

幹
部
職
員
等
研
修

　

　市町村の部課長及び中堅幹部職員等を対象として、自治体経営や組織運営に関する最新動向

や課題を取り上げ、実践的なマネジメント能力の向上を図ることを目的とした研修を実施す

る。

首
長
・
議
員
等
研
修

　

　市町村長、市町村議会議員等を対象として、今後の市町村運営に役立つ研修を実施する。

　　○市町村長特別セミナー『地域経営塾』　○トップマネジメントセミナー

　　○議員特別セミナー　　○議員研修　　　○議会事務局職員研修
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（イ）研修の概要 【国際文化アカデミー】

　ａ　海外研修

研　修　名 研修の目標及び内容(予定） 研修期間(予定)
予定
人数

8月20日(火)～
9月2日(月)

【国内４日間、
海外10日間】

＜14日間＞

9月10日(火)～
9月23日(月)

【国内4日間、
海外10日間】

＜14日間＞

8月28日(水)～
9月7日(土)

【国内３日間、
海外８日間】

＜１１日間＞

　申込期限：年間派遣計画書（様式２）を提出いただいた団体に別途ご案内します。

　申込みにあたって提出する様式等：○年間派遣計画書（様式２）【提出期限：2019年２月12日（火）】

　　　　　　　　　　　　　　　　　○研修受講申込書（様式３）【申込期限については、別途ご案内します。】

グローバルな視点で地
域経営を学ぶ～多様な
主体を活かす～（国内
＋海外）

　４日間の国内研修において、事前学習を行った後、アメリカに赴き、同行する専
門家の指導を受けながら、自治体経営、都市計画、交通、環境、観光等において特
徴ある取組が行われている現地の行政機関や関係団体等を訪問し、実地調査や意見
交換を行います。
　視察先としては、ポートランド及びポートランド近郊の都市を予定しています。

（研修のねらい）
■行政、NPO、大学等、多様な主体によって行われているアメリカのまちづくりの
取組について学ぶとともに、アメリカにおける行政の役割、地域経営手法について
考える。
■アメリカの事例を通して、多面的にまちづくり施策を企画立案できる能力の向上
を図る。

（国内研修）
　・グローバルな視点で地域経営を学ぶ　　　・アメリカの地方自治とNPO
　・アメリカの社会　　　　　　  　　　　　 ・海外研修事前調査　など

（海外研修）
　アメリカ合衆国（オレゴン州ポートランド及び近郊都市を予定）
　※平成30年度：ポートランド市、ベンド市、セーラム市
　　 視察先の例：ポートランド市役所（都市計画）、ベンド市観光局・市議会、
　　　　　　　　 ポートランド州立大学（人材育成）、オレゴン州庁舎他

20

持続可能なまちづくり
（国内＋海外）
【改訂】

(旧：人口減少時代に
おける自治体政策
～働き方・福祉を中心
に～(国内＋海外))

　４日間の国内研修において、事前学習を行った後、ヨーロッパに赴き、同行する
専門家の指導を受けながら、持続可能なまちづくりを目指して、特徴ある取組が行
われている現地の行政機関や関係団体等を訪問し、実地調査や意見交換を行いま
す。

（研修のねらい）
■ヨーロッパの各都市で行われている環境、交通、都市計画、観光、文化等の施策
や取組の動向、考え方について理解を深める。
■ヨーロッパの事例を通して、多面的にまちづくり施策を企画立案できる能力の向
上を図る。

（国内研修）
　・持続可能なまちづくり　　　　　・訪問国のまちづくり
　・訪問国の政治・経済・社会　　　・訪問国の働き方・福祉政策
　・海外訪問地の事前調査の進め方　・海外研修事前調査　など

（海外研修）
　ヨーロッパ（２～３都市程度を予定）
　※平成30年度：
　　 視察先の例：
　　 　　オランダ：アムステルダム（福祉、認知症ケア、働き方等）
　　 　　ドイツ：デュッセルドルフ（福祉）、エルフルト（地域コミュニティ）、
　　　　　  　    ライプツィヒ（働き方、福祉等）、ドレスデン（移民政策）他

20

自治体の海外戦略～活
力あるアジアとの地域
間交流促進～
（国内＋海外）
【統合】

(旧：自治体の海外戦
略～活力あるアジアと
の交流～(国内＋海
外))
(旧：地域間交流促進
プログラム)

　３日間の国内研修において、事前学習を行った後、アジアの主要都市に赴き、同
行する専門家の指導を受けながら、現地の行政機関や関係団体、文化交流団体等の
取組について実地調査や意見交換を行います。

（研修のねらい）
　■現地の人々との意見交換等を通じて、日本と訪問国との政治・経済・文化交流
等における現状と課題について理解を深め、今後の地域間交流促進の契機とすると
ともに国際感覚の養成を図る。
　■アジア諸国との文化交流、経済交流の状況を踏まえ、所属団体の地域経済活性
化につながる政策の立案と実行ができる能力の向上を図る。

（国内研修）
　・訪問国の政治、行政、経済事情　・訪問国との文化交流、経済交流の状況
　・訪問国の文化、生活　　　　　　・海外研修事前調査　など

（海外研修）
　シンガポールなど東南アジアの２～３都市程度（調整中）
　※平成30年度：ベトナム（ハノイ、ホーチミン、ハナム省）
　　視察先の例：JICA、JETRO、ドンバンⅢ工業団地、ホンバン国際大学他

※自治体国際化協会（CLAIR）との共催を予定しております。

20
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【
国

際
文

化
ア

カ
デ

ミ
ー

】

ｂ
　

国
際

文
化

研
修

※
研

修
の

区
分

ご
と

に
開

始
日

の
早

い
順

に
並

べ
て

い
ま

す
。

区
分

予
定

人
数

－
6

月
2

6
日

(水
)

3
日

間
3

0

－
7

月
1

2
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
8

月
6

日
(火

)
2

日
間

3
0

－
1

0
月

1
8

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
1

1
月

1
5

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
1

月
1

7
日

(金
)

3
日

間
3

0

外
国

人
に

対
す

る
自

治
体

の
窓

口
業

務
や

外
国

人
施

策
等

を
担

当
す

る
方

を
対

象
と

し
た

実
務

的
な

入
門

研
修

で
す

。
多

文
化

共
生

の
現

状
と

課
題

、
外

国
人

住
民

を
取

り
巻

く
制

度
や

施
策

に
つ

い
て

、
基

本
を

理
解

し
ま

す
。

そ
の

上
で

、
外

国
人

へ
の

対
応

等
に

つ
い

て
、

所
属

に
関

係
な

く
共

通
す

る
基

本
的

事
項

を
事

例
等

を
通

じ
て

実
践

的
に

学
び

ま
す

。

・
多

文
化

共
生

の
現

状
と

課
題

・
外

国
人

の
在

留
制

度
・

外
国

人
住

民
へ

の
窓

口
対

応
・

自
治

体
の

外
国

人
施

策
・

異
文

化
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

　
な

ど

－
6

月
1

2
日

(水
)

3
日

間
3

0

前
期

7
月

1
7

日
(水

)
－

7
月

1
9

日
(金

)
3

日
間

後
期

9
月

1
8

日
(水

)
－

9
月

2
0

日
(金

)
3

日
間

切
れ

目
の

な
い

子
育

て
支

援
～

「
日

本
版

ネ
ウ

ボ
ラ

」
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
運

営
～

【
改

訂
】

（
旧

：
切

れ
目

の
な

い
子

育
て

支
援

～
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

ネ
ウ

ボ
ラ

～
）

平
成

2
9

年
4

月
に

施
行

さ
れ

た
、

改
正

母
子

保
健

法
に

よ
り

、
妊

娠
期

か
ら

子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

を
行

う
「

日
本

版
ネ

ウ
ボ

ラ
」

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

が
、

市
町

村
の

努
力

義
務

と
し

て
法

定
化

さ
れ

、
今

後
の

全
国

展
開

が
期

待
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

ネ
ウ

ボ
ラ

の
エ

ッ
セ

ン
ス

を
学

ぶ
と

と
も

に
、

自
治

体
で

の
事

例
等

を
通

じ
、

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

仕
組

み
、

設
置

運
営

方
法

の
ほ

か
、

関
連

機
関

と
の

連
携

、
運

営
上

の
課

題
と

解
決

策
に

つ
い

て
考

え
て

い
き

ま
す

。

＊
ネ

ウ
ボ

ラ
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
で

制
度

化
さ

れ
て

い
る

母
子

と
そ

の
家

族
の

支
援

を
行

う
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
拠

点
。

ネ
ウ

ボ
ラ

と
は

、
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
語

で
ア

ド
バ

イ
ス

す
る

場
所

と
い

う
意

味
で

、
妊

娠
か

ら
出

産
、

就
学

前
に

か
け

て
担

当
の

専
門

職
（

保
健

師
や

助
産

師
）

が
継

続
的

に
支

援
を

行
う

。

1
月

1
5

日
(水

)

S
D

G
s
に

よ
る

地
域

づ
く

り
【

改
訂

】
（

旧
：

持
続

可
能

な
地

域
づ

く
り

～
S

D
G

s
に

よ
る

政
策

展
開

～
）

国
連

で
採

択
さ

れ
た

S
D

G
s
（

持
続

可
能

な
開

発
目

標
）

に
つ

い
て

は
、

国
に

お
い

て
平

成
2

8
年

5
月

に
S

D
G

s
推

進
本

部
が

設
置

さ
れ

、
S

D
G

s
実

施
指

針
が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。

ま
た

、
平

成
3

0
年

に
は

、
内

閣
府

に
よ

る
「

S
D

G
s
未

来
都

市
」

及
び

「
自

治
体

S
D

G
s
モ

デ
ル

事
業

」
の

選
定

も
始

ま
り

、
自

治
体

に
お

い
て

も
S

D
G

s
の

考
え

方
を

取
り

入
れ

な
が

ら
政

策
展

開
に

つ
な

げ
て

い
こ

う
と

す
る

動
き

が
広

が
っ

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

S
D

G
s
に

よ
る

持
続

可
能

な
地

域
づ

く
り

を
推

進
す

る
た

め
に

、
自

治
体

で
取

り
組

む
意

義
や

メ
リ

ッ
ト

、
導

入
方

法
等

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
、

導
入

時
の

留
意

点
等

に
つ

い
て

も
学

び
ま

す
。

＊
「

S
D

G
s
（

持
続

可
能

な
開

発
目

標
）

」
S

u
s
ta

in
a
b
le

 D
e
v
e
lo

p
m

e
n

t 
G

o
a
ls

の
略

。
2

0
1

5
年

の
「

国
連

持
続

可
能

な
開

発
サ

ミ
ッ

ト
」

で
採

択
さ

れ
た

国
際

社
会

全
体

が
取

り
組

む
2

0
3

0
年

の
目

標
。

「
誰

一
人

取
り

残
さ

な
い

」
社

会
の

実
現

を
目

指
し

、
健

康
・

福
祉

、
経

済
、

気
候

変
動

な
ど

の
1

7
分

野
に

亘
る

目
標

と
1

6
9

の
タ

ー
ゲ

ッ
ト

、
2

3
0

の
評

価
指

標
で

構
成

さ
れ

て
い

る
。

今
後

、
社

会
・

経
済

・
環

境
を

め
ぐ

る
広

範
な

課
題

に
世

界
各

国
の

市
民

・
企

業
・

行
政

が
協

働
し

て
取

り
組

ん
で

い
く

た
め

の
世

界
共

通
の

も
の

さ
し

と
な

る
。

1
1

月
1

3
日

(水
)

海 外 戦 略 等

（
前

期
）

・
多

文
化

共
生

に
関

す
る

施
策

の
概

要
・

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
支

援
、

生
活

支
援

、
地

域
づ

く
り

な
ど

・
実

地
研

修
（

外
国

人
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
や

N
P

O
、

高
齢

者
施

設
で

の
意

見
交

換
）

・
地

域
課

題
の

リ
サ

ー
チ

と
プ

ラ
ン

づ
く

り
（

演
習

）
な

ど

（
後

期
）

・
地

域
課

題
と

取
組

に
関

す
る

現
状

の
共

有
・

事
例

紹
介

（
多

文
化

共
生

推
進

プ
ラ

ン
策

定
、

国
際

交
流

協
会

の
役

割
、

地
域

に
お

け
る

人
材

育
成

　
な

ど
）

・
多

文
化

共
生

推
進

の
た

め
の

プ
ラ

ン
づ

く
り

(演
習

）
な

ど

4
0

・
自

治
体

国
際

化
協

会
（

C
L
A

IR
）

と
の

共
催

を
予

定
し

て
お

り
、

研
修

費
及

び
交

通
費

の
一

部
が

同
協

会
か

ら
助

成
さ

れ
る

予
定

で
す

。
助

成
に

関
す

る
詳

細
に

つ
い

て
は

、
自

治
体

国
際

化
協

会
多

文
化

共
生

部
（

T
E

L
0

3
-
5

2
1

3
-

1
7

2
5

）
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

な
お

、
自

治
体

職
員

へ
の

助
成

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
8

年
度

か
ら

研
修

費
の

み
と

な
っ

て
お

り
ま

す
の

で
、

予
め

ご
了

承
く

だ
さ

い
。

・
「

多
文

化
共

生
の

実
践

コ
ー

ス
」

修
了

者
は

、
別

途
自

治
体

国
際

化
協

会
（

C
L
A

IR
）

が
定

め
る

要
件

を
満

た
す

場
合

、
「

多
文

化
共

生
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
」

と
し

て
認

定
さ

れ
ま

す
。

「
多

文
化

共
生

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

」
の

認
定

に
つ

い
て

は
、

自
治

体
国

際
化

協
会

多
文

化
共

生
部

（
T

E
L
0

3
-
5

2
1

3
-
1

7
2

5
）

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

平
成

3
0

年
1

月
か

ら
9

月
ま

で
の

訪
日

外
国

人
旅

行
者

の
累

計
は

前
年

度
に

引
き

続
き

2
,0

0
0

万
人

を
超

え
、

今
後

さ
ら

に
増

加
す

る
と

見
込

ま
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
伴

う
観

光
消

費
額

も
増

加
す

る
と

み
ら

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
観

光
な

ど
を

担
当

す
る

自
治

体
職

員
が

地
域

へ
の

訪
日

外
国

人
数

と
観

光
消

費
額

を
増

や
す

た
め

に
、

訪
日

外
国

人
旅

行
者

の
ニ

ー
ズ

や
消

費
行

動
な

ど
に

つ
い

て
学

ぶ
と

と
も

に
、

ど
こ

に
タ

ー
ゲ

ッ
ト

を
絞

り
、

施
策

を
展

開
し

て
い

く
の

か
に

つ
い

て
考

え
る

こ
と

で
、

企
業

や
団

体
等

と
の

連
携

の
も

と
訪

日
外

国
人

の
誘

致
や

消
費

拡
大

の
施

策
を

立
案

で
き

る
こ

と
を

目
指

し
ま

す
。

7
月

1
0

日
(水

)

世
界

情
勢

か
ら

わ
が

ま
ち

の
未

来
を

つ
く

る
～

ト
ッ

プ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
方

の
た

め
に

～

市
区

町
村

長
・

副
市

区
町

村
長

及
び

部
長

級
職

員
、

議
員

等
を

対
象

と
し

ま
す

。
短

期
（

１
泊

２
日

）
の

研
修

期
間

で
、

変
化

す
る

世
界

情
勢

を
的

確
に

捉
え

た
う

え
で

、
外

国
人

材
の

受
け

入
れ

、
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
観

光
な

ど
、

進
展

す
る

グ
ロ

ー
バ

ル
化

を
戦

略
的

に
施

策
に

取
り

込
み

地
域

の
活

性
化

に
繋

げ
て

い
く

方
策

な
ど

に
つ

い
て

学
び

、
幅

広
い

観
点

か
ら

考
え

て
い

き
ま

す
。

8
月

5
日

(月
)

多 文 化 共 生 ・ ダ イ バ ー シ テ ィ

自
治

体
外

国
人

施
策

の
実

務
～

第
一

線
で

対
応

す
る

方
の

た
め

に
～

6
月

1
0

日
(月

)

多
文

化
共

生
の

実
践

コ
ー

ス
（

イ
ン

タ
ー

バ
ル

研
修

）

自
治

体
職

員
、

地
域

国
際

化
協

会
及

び
市

区
町

村
国

際
交

流
協

会
の

職
員

等
を

対
象

と
し

ま
す

。
外

国
人

住
民

に
関

わ
る

諸
課

題
や

地
域

に
お

け
る

外
国

人
の

活
躍

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
、

多
文

化
共

生
社

会
の

進
展

に
対

応
す

る
た

め
の

知
識

の
習

得
、

地
域

の
関

係
機

関
・

部
局

等
と

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

能
力

及
び

多
文

化
共

生
の

推
進

や
外

国
人

住
民

と
共

に
行

う
地

域
活

性
化

等
に

関
す

る
施

策
・

事
業

の
企

画
立

案
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

研
修

効
果

を
高

め
る

た
め

、
研

修
を

前
期

と
後

期
に

分
け

て
、

イ
ン

タ
ー

バ
ル

期
間

を
設

け
、

後
期

に
は

地
域

の
実

情
に

沿
っ

た
多

文
化

共
生

を
推

進
す

る
た

め
の

計
画

を
策

定
す

る
と

い
う

実
践

的
な

研
修

で
す

。

海
外

の
事

例
か

ら
人

口
減

少
時

代
に

お
け

る
ま

ち
づ

く
り

を
考

え
る

【
新

規
】

人
口

が
減

少
す

る
中

、
都

市
空

間
や

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
あ

り
方

も
変

化
し

て
き

て
い

ま
す

。
海

外
で

も
、

社
会

移
動

や
出

生
率

の
低

下
に

よ
り

人
口

減
少

が
進

む
都

市
や

地
域

が
あ

り
ま

す
が

、
そ

の
中

で
、

文
化

芸
術

の
振

興
、

環
境

へ
の

配
慮

、
都

市
の

コ
ン

パ
ク

ト
化

等
、

新
た

な
切

り
口

か
ら

都
市

再
生

策
を

行
い

、
定

住
人

口
や

交
流

人
口

を
増

や
し

て
い

る
事

例
も

多
く

見
ら

れ
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
人

口
減

少
時

代
に

お
け

る
日

本
の

都
市

や
地

域
の

課
題

を
抽

出
し

、
海

外
事

例
の

考
え

方
や

方
策

を
参

考
に

、
人

が
住

み
や

す
い

、
集

ま
り

や
す

い
、

持
続

可
能

な
ま

ち
を

ど
の

よ
う

に
創

っ
て

い
く

の
か

、
中

長
期

的
な

視
点

か
ら

考
え

ま
す

。

1
0

月
1

6
日

(水
)

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考

ア
ー

ト
（

文
化

芸
術

）
を

活
用

し
た

地
域

振
興

世
界

の
多

く
の

地
域

で
は

、
1

9
8

0
年

代
か

ら
文

化
芸

術
の

創
造

性
を

生
か

し
た

地
域

の
活

性
化

が
行

わ
れ

て
き

て
い

ま
す

。
近

年
、

日
本

に
お

い
て

も
地

域
の

文
化

財
や

伝
統

文
化

・
芸

能
、

現
代

ア
ー

ト
、

メ
デ

ィ
ア

芸
術

等
の

地
域

資
源

を
活

用
し

た
文

化
芸

術
活

動
は

、
地

域
住

民
の

ア
イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

の
醸

成
や

、
地

域
経

済
の

活
性

化
等

に
つ

な
が

る
も

の
と

し
て

注
目

さ
れ

て
い

ま
す

。
ア

ー
ト

（
文

化
芸

術
）

を
活

用
し

た
産

業
振

興
、

観
光

振
興

等
、

地
域

振
興

を
行

う
た

め
の

戦
略

、
手

法
な

ど
に

つ
い

て
、

自
治

体
等

の
実

践
事

例
を

通
し

て
学

び
ま

す
。

6
月

2
4

日
(月

)

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

に
よ

る
地

域
経

済
の

活
性

化
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【
国

際
文

化
ア

カ
デ

ミ
ー

】

※
研

修
の

区
分

ご
と

に
開

始
日

の
早

い
順

に
並

べ
て

い
ま

す
。

区
分

予
定

人
数

－
8

月
2

3
日

(金
)

5
日

間
3

0

第
1

回
8

月
2

6
日

(月
)

－
8

月
3

0
日

(金
)

5
日

間
3

0

第
2

回
2

月
3

日
(月

)
－

2
月

7
日

(金
)

5
日

間
3

0

－
9

月
2

6
日

(木
)

3
日

間
3

0

－
1

0
月

2
5

日
(金

)
3

日
間

7
0

－
1

1
月

1
5

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
1

2
月

6
日

(金
)

5
日

間
5

0

－
2

月
1

8
日

(火
)

2
日

間
3

0

消
防

職
員

（
自

治
体

の
防

災
担

当
職

員
含

む
）

を
対

象
と

し
ま

す
。

非
常

時
に

お
い

て
外

国
人

を
救

援
救

助
す

る
活

動
が

迅
速

・
的

確
に

行
え

る
よ

う
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

そ
の

た
め

に
必

要
な

知
識

や
方

法
等

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。

・
自

治
体

の
危

機
管

理
・

異
文

化
理

解
・

非
常

時
に

備
え

た
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
と

の
関

わ
り

方
・

外
国

人
住

民
か

ら
み

た
日

本
・

自
治

体
の

事
例

紹
介

（
外

国
人

へ
の

情
報

提
供

等
）

・
ス

ピ
ー

チ
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
外

国
人

観
光

客
の

状
況

・
施

策
立

案
演

習
・

語
学

研
修

　
　

 共
通

：
英

語
　

 　
選

択
：

中
国

語
又

は
ポ

ル
ト

ガ
ル

語
　

な
ど

－
5

月
3

1
日

(金
)

1
7

日
間

3
0

申 込 方 法 等

備 　 考

語
学

研
修

に
あ

た
っ

て
は

、
語

学
レ

ベ
ル

に
応

じ
た

少
人

数
の

ク
ラ

ス
編

成
に

よ
り

研
修

を
行

い
ま

す
。

ま
た

、
語

学
力

の
程

度
は

問
い

ま
せ

ん
。

－
2

月
2

1
日

(金
)

3
日

間
8

0

－
7

月
4

日
(木

)
4

4
日

間
3

0

－
9

月
6

日
(金

)
5

日
間

6
0

－
1

2
月

1
3

日
(金

)
5

日
間

1
7

5

※
　

上
記

に
つ

い
て

は
、

都
合

に
よ

り
変

更
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
、

あ
ら

か
じ

め
ご

了
承

く
だ

さ
い

。

1
2

月
2

日
(月

)

消 防 職 員 向 け 研 修

消
防

職
員

コ
ー

ス
～

非
常

時
に

お
け

る
外

国
人

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
～

5
月

1
5

日
(水

)

次
の

書
類

を
、

各
期

限
ま

で
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

①
年

間
派

遣
計

画
書

の
提

出
・

年
間

派
遣

計
画

書
（

様
式

2
）

【
提

出
期

限
：

2
0

1
9

年
２

月
1

2
日

（
火

）
】

②
受

講
申

込
書

の
提

出
・

研
修

受
講

申
込

書
（

様
式

3
）

【
申

込
期

限
：

2
0

1
9

年
４

月
9

日
（

火
）

】

国
際

消
防

救
助

隊
セ

ミ
ナ

ー
海

外
で

の
大

規
模

災
害

に
お

け
る

国
際

消
防

救
助

隊
の

活
動

の
充

実
を

図
る

た
め

、
国

際
標

準
で

あ
る

救
助

に
関

す
る

知
識

、
技

術
に

つ
い

て
学

び
ま

す
。

J
E

T
プ

ロ
グ

ラ
ム

翻
訳

・
通

訳
講

座
の

集
合

研
修

［
英

語
］

1
2

月
9

日
(月

)

2
月

1
9

日
(水

)
総

務
省

消
防

庁
と

の
共

催
を

予
定

し
て

お
り

ま
す

。
対

象
者

に
は

、
別

途
、

共
催

機
関

か
ら

詳
細

を
お

知
ら

せ
し

ま
す

。

そ の 他

協
力

交
流

研
修

員
研

修
コ

ー
ス

協
力

交
流

研
修

員
と

し
て

来
日

し
た

外
国

の
地

方
自

治
体

等
の

職
員

を
対

象
に

、
日

本
語

、
日

本
の

地
方

自
治

制
度

、
日

本
文

化
の

理
解

等
に

関
す

る
研

修
を

行
い

ま
す

。
5

月
2

2
日

(水
)

自
治

体
国

際
化

協
会

（
C

L
A

IR
）

と
の

共
催

を
予

定
し

て
お

り
ま

す
。

対
象

者
に

は
、

別
途

、
共

催
機

関
か

ら
詳

細
を

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

J
E

T
プ

ロ
グ

ラ
ム

翻
訳

・
通

訳
講

座
の

集
合

研
修

［
中

国
語

・
韓

国
語

］
自

治
体

に
お

い
て

語
学

指
導

や
国

際
交

流
事

業
に

従
事

し
て

い
る

Ｊ
Ｅ

Ｔ
プ

ロ
グ

ラ
ム

参
加

者
を

対
象

に
、

翻
訳

・
通

訳
技

法
の

研
修

を
行

い
ま

す
。

9
月

2
日

(月
)

災
害

時
に

お
け

る
外

国
人

へ
の

支
援

セ
ミ

ナ
ー

自
治

体
職

員
、

地
域

国
際

化
協

会
及

び
市

区
町

村
国

際
交

流
協

会
の

職
員

等
を

対
象

と
し

ま
す

。
地

震
や

水
害

な
ど

災
害

時
の

外
国

人
住

民
を

取
り

巻
く

状
況

を
踏

ま
え

、
支

援
の

た
め

の
仕

組
み

づ
く

り
な

ど
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

ま
す

。
ま

た
、

災
害

時
に

お
い

て
、

外
国

人
住

民
を

含
め

た
多

様
な

主
体

と
の

連
携

に
よ

る
地

域
防

災
の

あ
り

方
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

1
0

月
2

3
日

(水
)

・
自

治
体

国
際

化
協

会
（

C
L
A

IR
）

と
の

共
催

を
予

定
し

て
お

り
、

研
修

費
及

び
交

通
費

の
一

部
が

同
協

会
か

ら
助

成
さ

れ
る

予
定

で
す

。
助

成
に

関
す

る
詳

細
に

つ
い

て
は

、
一

般
財

団
法

人
自

治
体

国
際

化
協

会
多

文
化

共
生

部
（

T
E

L
0

3
-
5

2
1

3
-
1

7
2

5
）

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
な

お
、

自
治

体
職

員
へ

の
助

成
に

つ
い

て
は

、
平

成
2

8
年

度
か

ら
研

修
費

の
み

と
な

っ
て

お
り

ま
す

の
で

、
予

め
ご

了
承

く
だ

さ
い

。
・

「
災

害
時

に
お

け
る

外
国

人
へ

の
支

援
セ

ミ
ナ

ー
」

修
了

者
は

、
別

途
総

務
省

が
実

施
す

る
「

災
害

時
外

国
人

支
援

情
報

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
養

成
す

る
た

め
の

研
修

」
の

受
講

が
可

能
と

な
り

ま
す

。
詳

細
に

つ
い

て
は

、
総

務
省

国
際

室
（

T
E

L
0

3
-
5

2
5

3
-
5

5
2

7
）

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

下
さ

い
。

多 文 化 共 生 ・ ダ イ バ ー シ テ ィ

外
国

に
つ

な
が

り
を

持
つ

子
ど

も
た

ち
へ

の
学

習
支

援
～

多
様

性
社

会
を

生
き

る
「

次
世

代
」

の
育

成
～

自
治

体
職

員
、

地
域

国
際

化
協

会
及

び
市

区
町

村
国

際
交

流
協

会
の

職
員

等
を

対
象

と
し

ま
す

。
外

国
に

つ
な

が
り

を
持

つ
子

ど
も

た
ち

を
取

り
巻

く
現

状
に

つ
い

て
の

講
義

や
事

例
紹

介
を

通
じ

、
多

様
性

社
会

に
お

い
て

、
外

国
に

つ
な

が
り

を
持

つ
子

ど
も

た
ち

へ
の

学
習

支
援

や
保

護
者

等
へ

の
支

援
の

あ
り

方
に

つ
い

て
、

現
場

に
お

け
る

課
題

を
共

有
し

、
問

題
解

決
に

繋
が

る
実

践
的

な
支

援
の

方
法

を
考

え
ま

す
。

8
月

1
9

日
(月

)

自
治

体
国

際
化

協
会

（
C

L
A

IR
）

と
の

共
催

を
予

定
し

て
お

り
、

研
修

費
及

び
交

通
費

の
一

部
が

同
協

会
か

ら
助

成
さ

れ
る

予
定

で
す

。
助

成
に

関
す

る
詳

細
に

つ
い

て
は

、
自

治
体

国
際

化
協

会
多

文
化

共
生

部
（

T
E

L
0

3
-
5

2
1

3
-

1
7

2
5

）
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

な
お

、
自

治
体

職
員

へ
の

助
成

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
8

年
度

か
ら

研
修

費
の

み
と

な
っ

て
お

り
ま

す
の

で
、

予
め

ご
了

承
く

だ
さ

い
。

多
文

化
共

生
の

地
域

づ
く

り
コ

ー
ス

[実
施

回
数

2
回

]

自
治

体
職

員
、

地
域

国
際

化
協

会
及

び
市

区
町

村
国

際
交

流
協

会
の

職
員

等
を

対
象

と
し

ま
す

。
多

文
化

共
生

に
関

す
る

基
礎

知
識

を
習

得
す

る
と

と
も

に
、

地
域

に
お

け
る

多
文

化
共

生
の

課
題

を
分

野
別

に
学

び
ま

す
。

ま
た

、
自

治
体

や
そ

の
関

係
団

体
が

施
策

を
展

開
す

る
際

に
、

多
文

化
共

生
に

配
慮

で
き

る
よ

う
理

解
を

深
め

ま
す

。
修

了
者

を
「

多
文

化
共

生
地

域
づ

く
り

サ
ポ

ー
タ

ー
」

と
し

て
認

定
し

ま
す

。

・
多

文
化

共
生

施
策

の
現

状
と

課
題

・
外

国
人

材
の

受
入

れ
・

学
校

の
教

育
支

援
、

日
本

語
教

育
、

生
活

相
談

・
母

子
保

健
、

高
齢

者
福

祉
・

災
害

時
対

応
・

自
治

体
等

の
事

例
紹

介
・

施
策

立
案

演
習

　
な

ど

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
時

代
の

組
織

運
営

～
働

き
や

す
い

職
場

づ
く

り
～

【
新

規
】

外
国

人
が

安
心

し
て

医
療

を
受

け
ら

れ
る

た
め

の
環

境
整

備

自
治

体
職

員
、

地
域

国
際

化
協

会
及

び
市

区
町

村
国

際
交

流
協

会
、

公
立

病
院

の
職

員
等

を
対

象
と

し
ま

す
。

外
国

人
住

民
や

外
国

人
観

光
客

が
年

々
増

加
す

る
中

、
適

正
な

医
療

を
提

供
す

る
た

め
の

環
境

整
備

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
外

国
人

が
安

心
し

て
医

療
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
、

外
国

人
の

医
療

・
保

健
・

福
祉

や
医

療
機

関
に

お
け

る
外

国
人

患
者

受
け

入
れ

の
環

境
整

備
等

に
関

す
る

講
義

、
現

場
で

の
取

組
事

例
等

を
学

ぶ
と

と
も

に
、

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
に

よ
り

情
報

の
共

有
化

を
図

り
ま

す
。

2
月

1
7

日
(月

)

自
治

体
国

際
化

協
会

（
C

L
A

IR
）

と
の

共
催

を
予

定
し

て
お

り
、

研
修

費
及

び
交

通
費

の
一

部
が

同
協

会
か

ら
助

成
さ

れ
る

予
定

で
す

。
助

成
に

関
す

る
詳

細
に

つ
い

て
は

、
自

治
体

国
際

化
協

会
多

文
化

共
生

部
（

T
E

L
0

3
-
5

2
1

3
-

1
7

2
5

）
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

な
お

、
自

治
体

職
員

へ
の

助
成

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
8

年
度

か
ら

研
修

費
の

み
と

な
っ

て
お

り
ま

す
の

で
、

予
め

ご
了

承
く

だ
さ

い
。

シ
ニ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

研
修

～
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

の
視

点
か

ら
～

（
５

）
幹

部
職

員
等

研
修

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

1
1

月
1

3
日

(水
)

障
が

い
の

あ
る

人
へ

の
自

立
支

援
（

３
）

政
策

・
実

務
研

修
の

「
福

祉
」

区
分

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考

人
口

減
少

等
に

よ
り

、
生

産
年

齢
人

口
が

減
少

す
る

中
、

自
治

体
で

も
、

多
様

な
人

材
の

能
力

を
活

か
し

、
生

産
性

の
向

上
を

図
り

つ
つ

、
働

き
や

す
い

職
場

づ
く

り
を

行
っ

て
い

く
こ

と
が

必
要

不
可

欠
と

な
っ

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
の

考
え

方
、

障
が

い
の

あ
る

職
員

や
L
G

B
T

で
あ

る
職

員
へ

の
配

慮
な

ど
の

事
例

紹
介

、
多

様
な

価
値

観
へ

の
気

づ
き

の
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

等
を

通
じ

て
、

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
に

配
慮

し
た

人
事

管
理

、
人

材
育

成
、

職
場

の
環

境
づ

く
り

が
適

切
に

行
え

る
よ

う
に

な
る

た
め

の
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

9
月

2
4

日
(火

)
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【
国

際
文

化
ア

カ
デ

ミ
ー

】

ｃ
　

公
共

政
策

技
法

研
修

※
研

修
の

区
分

ご
と

に
開

始
日

の
早

い
順

に
並

べ
て

い
ま

す
。

区
分

予
定

人
数

－
5

月
3

1
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
6

月
7

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
1

1
月

8
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
2

月
7

日
(金

)
3

日
間

3
0

※
　

上
記

に
つ

い
て

は
、

都
合

に
よ

り
変

更
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
、

あ
ら

か
じ

め
ご

了
承

く
だ

さ
い

。

自
治

体
職

員
の

た
め

の
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

の
基

本

自
治

体
に

お
い

て
は

、
地

域
住

民
や

企
業

、
地

域
外

の
人

々
や

企
業

等
の

現
状

や
ニ

ー
ズ

を
把

握
し

、
対

象
を

明
確

に
し

た
う

え
で

施
策

の
立

案
・

実
施

を
行

っ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
講

義
に

加
え

導
入

事
例

か
ら

、
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

の
基

礎
的

な
知

識
や

手
法

、
施

策
立

案
・

実
施

に
活

用
す

る
際

の
ポ

イ
ン

ト
等

を
習

得
し

、
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

を
取

り
入

れ
た

施
策

の
立

案
・

実
施

が
で

き
る

よ
う

に
な

る
こ

と
を

目
指

し
ま

す
。

1
1

月
6

日
(水

)

自
治

体
職

員
の

た
め

の
デ

ー
タ

分
析

の
基

本
～

分
析

か
ら

政
策

展
開

へ
～

自
治

体
職

員
が

地
域

の
現

状
を

知
り

、
未

来
を

予
測

し
、

適
切

に
施

策
を

立
案

し
て

い
く

た
め

に
は

、
統

計
的

な
思

考
を

身
に

つ
け

、
デ

ー
タ

を
分

析
で

き
る

よ
う

に
な

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

分
析

に
必

要
な

デ
ー

タ
の

収
集

方
法

と
注

意
点

、
統

計
を

読
み

解
く

際
の

ポ
イ

ン
ト

、
施

策
へ

の
展

開
法

等
、

デ
ー

タ
分

析
の

基
本

を
学

び
、

分
析

結
果

を
施

策
立

案
等

に
生

か
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

る
こ

と
を

目
指

し
ま

す
。

2
月

5
日

(水
)

公 共 政 策 技 法 研 修

行
政

評
価

を
核

と
す

る
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
～

予
算

・
決

算
、

総
合

計
画

へ
の

活
用

～

自
治

体
に

お
い

て
は

、
各

施
策

や
事

業
が

そ
の

目
的

の
達

成
に

ど
の

程
度

効
果

が
あ

っ
た

の
か

、
見

直
し

の
必

要
性

や
優

先
順

位
は

ど
う

か
、

な
ど

を
検

証
し

、
行

政
運

営
を

行
っ

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
す

。
そ

の
有

効
な

方
法

と
し

て
行

政
評

価
を

核
と

す
る

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
事

務
事

業
評

価
及

び
施

策
評

価
を

取
り

上
げ

、
評

価
項

目
や

指
標

の
設

定
、

導
入

方
法

、
さ

ら
に

は
予

算
編

成
や

決
算

審
査

、
総

合
計

画
な

ど
の

進
捗

管
理

等
に

お
い

て
活

用
す

る
方

法
な

ど
に

よ
り

、
成

果
を

挙
げ

る
た

め
の

評
価

の
あ

り
方

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。

5
月

2
9

日
(水

)

提
案

を
実

現
す

る
た

め
の

技
法

担
当

者
が

事
業

な
ど

の
企

画
案

を
提

案
す

る
場

合
や

関
係

者
と

の
合

意
形

成
を

進
め

る
場

合
に

お
い

て
、

相
手

を
納

得
さ

せ
る

効
果

的
な

説
明

の
技

法
に

つ
い

て
学

び
ま

す
。

研
修

で
は

、
提

案
の

ね
ら

い
や

内
容

を
相

手
に

理
解

さ
せ

る
た

め
の

論
理

的
な

説
明

や
想

定
問

答
、

わ
か

り
や

す
い

説
明

資
料

の
作

成
な

ど
に

つ
い

て
講

義
と

演
習

に
よ

り
学

び
ま

す
。

6
月

5
日

(水
)

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考
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【
国

際
文

化
ア

カ
デ

ミ
ー

】

ｄ
　

政
策

・
実

務
研

修
※

研
修

の
区

分
ご

と
に

開
始

日
の

早
い

順
に

並
べ

て
い

ま
す

。

区
分

予
定

人
数

－
5

月
1

0
日

(金
)

2
日

間
3

0

－
1

0
月

3
0

日
(水

)
3

日
間

3
0

－
5

月
3

1
日

(金
)

1
7

日
間

3
0

－
5

月
2

3
日

(木
)

3
日

間
4

0

－
1

0
月

2
5

日
(金

)
3

日
間

7
0

－
1

1
月

2
2

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
1

月
3

1
日

(金
)

3
日

間
4

0

－
3

月
4

日
(水

)
3

日
間

5
0

－
6

月
7

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
7

月
3

日
(水

)
3

日
間

4
0

－
8

月
9

日
(金

)
5

日
間

3
0

－
9

月
6

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
9

月
2

6
日

(木
)

3
日

間
3

0

－
1

0
月

1
8

日
(金

)
2

日
間

3
0

3
月

2
日

(月
)

民
間

企
業

に
学

ぶ
人

材
確

保
・

人
材

育
成

人
材

確
保

や
人

材
育

成
、

行
政

経
営

等
を

担
当

す
る

職
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

地
方

自
治

体
の

職
員

数
は

、
平

成
6

年
を

ピ
ー

ク
に

減
少

を
続

け
て

い
ま

す
。

一
方

、
就

職
環

境
の

改
善

等
に

よ
り

民
間

企
業

の
採

用
は

堅
調

に
推

移
し

て
お

り
、

自
治

体
の

人
材

確
保

は
喫

緊
の

課
題

で
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

人
材

確
保

や
人

材
育

成
に

お
い

て
先

進
的

な
取

組
を

行
っ

て
い

る
民

間
企

業
の

事
例

を
も

と
に

、
こ

れ
か

ら
の

地
方

自
治

体
の

人
材

確
保

や
人

材
育

成
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

1
0

月
1

7
日

(木
)

こ
れ

か
ら

の
自

治
体

人
材

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

【
新

規
】

生
産

年
齢

人
口

の
減

少
に

よ
る

構
造

的
な

「
人

手
不

足
」

が
続

く
中

、
自

治
体

に
お

い
て

は
、

人
材

の
確

保
、

育
成

、
活

用
な

ど
長

期
的

、
総

合
的

な
人

材
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

考
え

方
が

重
要

と
な

っ
て

き
ま

す
。

限
ら

れ
た

人
員

で
円

滑
に

自
治

体
を

経
営

す
る

た
め

に
は

ど
の

よ
う

な
人

材
戦

略
が

有
効

か
、

将
来

を
見

据
え

た
職

員
採

用
や

人
材

育
成

な
ど

明
確

な
ビ

ジ
ョ

ン
を

備
え

た
人

材
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

9
月

4
日

(水
)

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
時

代
の

組
織

運
営

～
働

き
や

す
い

職
場

づ
く

り
～

【
新

規
】

（
2

）
国

際
文

化
研

修
の

「
多

文
化

共
生

・
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

」
区

分
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
9

月
2

4
日

(火
)

人 材 育 成 ・ 人 事

提
案

を
実

現
す

る
た

め
の

技
法

（
３

）
公

共
政

策
技

法
研

修
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
6

月
5

日
(水

)

働
き

方
改

革
～

実
践

事
例

か
ら

～

避
難

行
動

要
支

援
者

対
策

～
災

害
弱

者
を

つ
く

ら
な

い
～

平
時

の
取

組
か

ら
災

害
発

生
後

の
ケ

ア
ま

で
、

災
害

弱
者

を
つ

く
ら

な
い

た
め

に
行

政
が

ど
う

取
組

を
進

め
る

か
考

え
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
災

害
時

の
避

難
行

動
に

支
援

を
要

す
る

人
々

（
高

齢
者

や
障

が
い

者
等

）
に

対
し

て
、

市
町

村
等

が
平

時
か

ら
ど

の
よ

う
に

取
組

を
進

め
、

災
害

が
あ

っ
て

も
い

か
に

し
て

円
滑

に
避

難
等

で
き

る
よ

う
に

す
る

の
か

、
ま

た
、

避
難

し
た

後
の

生
活

や
福

祉
避

難
所

の
運

営
等

に
つ

い
て

も
市

町
村

が
ど

う
対

応
す

る
か

考
え

ま
す

。

1
1

月
2

0
日

(水
)

災
害

発
生

後
の

市
町

村
の

役
割

～
復

旧
か

ら
復

興
へ

～

災
害

発
生

後
の

初
動

対
応

期
（

地
震

の
場

合
に

は
、

災
害

発
生

後
7

2
時

間
）

以
降

の
被

災
者

対
応

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。
初

動
対

応
期

以
降

は
、

い
か

に
迅

速
に

復
旧

し
、

復
興

を
図

っ
て

い
く

か
が

行
政

に
と

っ
て

最
重

要
課

題
と

な
り

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

復
旧

か
ら

復
興

ま
で

の
被

災
者

対
応

（
被

害
調

査
、

罹
災

証
明

の
発

行
等

）
や

他
機

関
と

の
連

携
等

に
つ

い
て

、
事

例
を

交
え

な
が

ら
学

び
ま

す
。

1
月

2
9

日
(水

)

災 害 対 応 ・ 危 機 管 理

人
口

減
少

や
少

子
高

齢
化

等
に

よ
り

生
産

年
齢

人
口

が
減

少
す

る
中

、
仕

事
に

対
す

る
価

値
観

も
多

様
化

し
て

い
ま

す
。

様
々

な
背

景
・

事
情

に
よ

り
仕

事
や

労
働

時
間

等
に

対
し

て
制

約
を

持
つ

人
々

も
社

会
参

加
で

き
る

よ
う

、
一

人
ひ

と
り

の
ニ

ー
ズ

に
合

っ
た

、
納

得
の

い
く

働
き

方
を

実
現

す
る

た
め

に
職

場
環

境
等

を
い

か
に

整
え

て
い

く
か

が
よ

り
重

要
に

な
り

ま
す

。
長

時
間

労
働

の
是

正
や

柔
軟

な
働

き
方

、
更

な
る

労
働

生
産

性
の

向
上

を
目

指
し

た
職

場
づ

く
り

に
つ

い
て

、
自

治
体

だ
け

で
な

く
、

民
間

も
含

め
た

先
進

事
例

か
ら

具
体

的
に

考
え

ま
す

。

7
月

1
日

(月
)

人
事

評
価

制
度

と
そ

の
運

用
の

実
際

人
事

評
価

制
度

を
担

当
す

る
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
受

講
者

同
士

の
積

極
的

な
討

議
を

通
じ

、
人

事
評

価
制

度
の

意
義

、
能

力
評

価
と

業
績

評
価

に
つ

い
て

制
度

全
般

を
理

解
し

ま
す

。
そ

の
う

え
で

、
人

事
評

価
を

意
義

あ
る

も
の

と
し

て
機

能
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

あ
り

方
や

評
価

者
訓

練
に

つ
い

て
学

び
、

自
ら

の
自

治
体

の
状

況
を

踏
ま

え
た

人
事

評
価

制
度

に
改

善
し

、
運

用
で

き
る

能
力

の
養

成
を

図
り

ま
す

。

8
月

5
日

(月
)

災
害

発
生

時
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

～
対

策
本

部
の

運
営

～

災
害

発
生

時
の

初
動

対
応

期
（

地
震

の
場

合
に

は
、

災
害

発
生

後
7

2
時

間
）

の
対

策
本

部
の

運
営

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。
初

動
対

応
期

で
は

、
災

害
対

策
本

部
に

お
け

る
迅

速
か

つ
的

確
な

判
断

が
重

要
で

す
。

避
難

勧
告

・
指

示
の

発
令

、
初

動
対

応
期

の
情

報
収

集
、

国
・

都
道

府
県

・
他

市
町

村
へ

の
連

絡
・

連
携

、
緊

急
時

の
情

報
発

信
等

の
事

例
を

交
え

な
が

ら
、

災
害

対
策

本
部

に
お

け
る

ト
ッ

プ
の

判
断

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。

5
月

2
1

日
(火

)

災
害

時
に

お
け

る
外

国
人

へ
の

支
援

セ
ミ

ナ
ー

［
（

2
）

国
際

文
化

研
修

の
「

多
文

化
共

生
・

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
」

区
分

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

1
0

月
2

3
日

(水
)

自
治

体
国

際
化

協
会

（
C

L
A

IR
）

と
の

共
催

を
予

定
し

て
い

ま
す

。

平
成

3
0

年
に

「
自

治
体

戦
略

2
0

4
0

構
想

研
究

会
」

の
第

一
次

・
第

二
次

報
告

が
総

務
省

よ
り

発
出

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

が
、

地
方

自
治

体
に

お
い

て
は

、
今

後
、

本
格

的
な

人
口

減
少

と
高

齢
化

を
迎

え
る

中
、

住
民

の
暮

ら
し

を
守

り
、

地
域

経
済

を
支

え
る

た
め

に
行

政
上

の
諸

課
題

に
的

確
に

対
応

し
、

持
続

可
能

な
形

で
質

の
高

い
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
こ

れ
ま

で
の

枠
組

み
に

と
ら

わ
れ

ず
、

新
し

い
仕

組
み

、
技

術
等

を
活

用
し

、
業

務
改

革
に

取
り

組
む

地
方

自
治

体
の

先
進

事
例

等
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

の
自

治
体

の
実

情
に

応
じ

た
業

務
改

革
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

1
0

月
2

8
日

(月
)

消
防

職
員

コ
ー

ス
～

非
常

時
に

お
け

る
外

国
人

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
～

［
（

2
）

国
際

文
化

研
修

の
「

消
防

職
員

向
け

研
修

」
区

分
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
5

月
1

5
日

(水
)

年
間

派
遣

計
画

書
の

提
出

が
必

要
で

す
。

地
域

住
民

の
防

災
力

向
上

～
平

時
か

ら
の

取
組

～

平
時

に
お

い
て

、
地

域
住

民
の

防
災

力
向

上
に

資
す

る
市

町
村

の
取

組
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

地
震

や
記

録
的

な
豪

雨
に

備
え

た
耐

震
や

治
水

対
策

等
は

行
政

の
重

要
な

施
策

の
ひ

と
つ

で
す

が
、

一
旦

大
災

害
が

発
生

す
る

と
、

行
政

（
公

助
）

が
で

き
る

こ
と

に
は

限
界

が
あ

り
、

自
助

と
共

助
が

非
常

に
重

要
で

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
参

加
体

験
型

の
演

習
や

講
義

等
を

通
し

て
、

防
災

教
育

の
必

要
性

や
減

災
対

策
等

に
つ

い
て

学
び

、
平

時
か

ら
の

地
域

住
民

の
防

災
力

の
向

上
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考

組 織 変 革 ・ 職 場 の 活 性 化

職
場

の
チ

ー
ム

力
ア

ッ
プ

グ
ロ

ー
バ

ル
化

や
情

報
技

術
等

の
発

達
に

よ
り

刻
々

と
変

化
す

る
社

会
情

勢
下

に
お

い
て

、
こ

れ
ま

で
以

上
の

成
果

を
発

揮
す

る
た

め
に

は
、

職
場

の
メ

ン
バ

ー
が

協
力

し
て

課
題

に
取

り
組

み
、

チ
ー

ム
力

を
高

め
、

「
強

い
組

織
」

を
作

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

チ
ー

ム
ビ

ル
デ

ィ
ン

グ
の

参
加

体
験

型
学

習
に

よ
り

、
職

場
の

チ
ー

ム
力

を
高

め
る

た
め

に
重

要
な

職
員

相
互

の
信

頼
関

係
を

築
く

手
法

や
工

夫
に

つ
い

て
学

び
、

組
織

づ
く

り
、

場
づ

く
り

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。

5
月

9
日

(木
)

こ
れ

か
ら

の
自

治
体

業
務

改
革

～
制

度
の

動
向

と
先

進
事

例
～
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【
国

際
文

化
ア

カ
デ

ミ
ー

】

※
研

修
の

区
分

ご
と

に
開

始
日

の
早

い
順

に
並

べ
て

い
ま

す
。

区
分

予
定

人
数

－
5

月
3

1
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
6

月
5

日
(水

)
3

日
間

3
0

－
6

月
1

4
日

(金
)

3
日

間
1

0
0

－
7

月
5

日
(金

)
3

日
間

5
0

－
9

月
3

日
(火

)
2

日
間

4
0

－
9

月
6

日
(金

)
3

日
間

5
0

－
9

月
2

6
日

(木
)

3
日

間
3

0

－
1

1
月

8
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
1

月
1

7
日

(金
)

3
日

間
4

0

－
6

月
1

4
日

(金
)

5
日

間
5

0

－
6

月
2

8
日

(金
)

5
日

間
7

0

－
8

月
9

日
(金

)
5

日
間

7
0

－
1

月
2

4
日

(金
)

5
日

間
7

0

－
1

0
月

1
1

日
(金

)
1

1
日

間
5

0

－
9

月
1

3
日

(金
)

1
1

日
間

5
0

－
1

1
月

1
5

日
(金

)
1

1
日

間
5

0

－
1

0
月

8
日

(火
)

2
日

間
4

0

－
1

1
月

1
日

(金
)

5
日

間
3

0

－
1

1
月

1
3

日
(水

)
9

日
間

5
0

－
2

月
2

0
日

(木
)

9
日

間
7

0

－
1

1
月

2
7

日
(水

)
3

日
間

4
0

(注
)＜

Ｊ
Ａ

Ｍ
Ｐ

共
通

実
施

＞
の

研
修

に
つ

い
て

は
、

全
国

市
町

村
国

際
文

化
研

修
所

（
Ｊ

Ｉ
Ａ

Ｍ
）

・
市

町
村

職
員

中
央

研
修

所
（

Ｊ
Ａ

Ｍ
Ｐ

）
の

ど
ち

ら
で

も
同

等
の

　
　

　
内

容
の

研
修

が
受

講
で

き
る

よ
う

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
調

整
し

て
い

ま
す

の
で

、
時

期
・

ア
ク

セ
ス

等
に

応
じ

て
選

択
し

、
ご

活
用

く
だ

さ
い

。

会
計

検
査

実
務

の
ポ

イ
ン

ト
国

の
補

助
金

等
に

よ
る

事
業

や
会

計
事

務
を

担
当

す
る

職
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

国
の

補
助

金
等

を
受

け
て

市
町

村
等

で
実

施
す

る
事

業
に

関
す

る
会

計
検

査
に

つ
い

て
、

工
事

と
工

事
以

外
の

事
業

に
分

け
た

う
え

で
、

正
確

性
、

合
規

性
、

経
済

性
、

効
率

性
及

び
有

効
性

等
の

観
点

か
ら

、
そ

の
ポ

イ
ン

ト
等

を
学

び
ま

す
。

1
0

月
7

日
(月

)

自
治

体
の

内
部

統
制

と
監

査
機

能

平
成

2
9

年
の

地
方

自
治

法
改

正
に

よ
り

、
市

町
村

に
つ

い
て

も
内

部
統

制
に

関
す

る
方

針
の

策
定

及
び

必
要

な
体

制
整

備
が

努
力

義
務

と
さ

れ
、

そ
の

対
応

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
自

治
体

の
行

財
政

運
営

の
透

明
性

を
高

め
、

リ
ス

ク
を

予
防

・
抑

制
す

る
た

め
の

内
部

統
制

の
基

本
的

な
考

え
方

や
仕

組
み

、
具

体
的

な
取

組
方

法
や

導
入

に
お

け
る

論
点

な
ど

、
最

新
の

動
向

を
学

ぶ
と

と
も

に
、

内
部

統
制

の
目

的
を

達
す

る
た

め
の

監
査

機
能

の
あ

り
方

に
つ

い
て

も
学

び
、

内
部

統
制

の
制

度
構

築
と

監
査

機
能

の
充

実
・

強
化

に
的

確
に

対
応

で
き

る
実

務
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

1
1

月
2

5
日

(月
)

訴
訟

等
実

務

訴
訟

等
に

関
わ

る
基

礎
的

知
識

を
有

す
る

職
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

地
方

分
権

の
進

展
に

よ
り

、
自

治
体

が
独

自
に

法
的

判
断

を
行

う
な

ど
、

紛
争

事
件

を
処

理
す

る
局

面
が

増
大

し
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
講

義
や

、
答

弁
書

の
作

成
な

ど
の

実
践

的
な

課
題

演
習

を
通

じ
、

自
治

体
を

め
ぐ

る
様

々
な

訴
訟

等
に

対
応

で
き

る
実

務
遂

行
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

1
0

月
2

8
日

(月
)

選
挙

事
務

＜
J
A

M
P

共
通

実
施

＞
(注

)

選
挙

事
務

の
担

当
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
選

挙
制

度
を

め
ぐ

る
諸

問
題

、
選

挙
執

行
の

実
務

、
政

治
活

動
と

選
挙

運
動

等
に

関
す

る
講

義
、

演
習

等
に

よ
り

、
選

挙
事

務
に

必
要

な
専

門
的

知
識

の
習

得
と

実
務

遂
行

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。

1
1

月
5

日
(火

)
申

込
期

間
は

、
4

月
1

日
（

月
）

～
7

月
3

1
日

（
水

）
で

す
。

【
Ｊ

Ａ
Ｍ

Ｐ
実

施
日

程
】

2
月

1
2

日
(水

)

8
月

5
日

(月
)

1
月

2
0

日
(月

)

※
法

令
実

務
Ａ

の
修

了
者

又
は

１
年

以
上

の
実

務
経

験
を

有
す

る
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
行

政
法

に
関

す
る

専
門

的
知

識
、

実
践

的
な

立
法

技
術

及
び

基
礎

的
な

訴
訟

事
務

に
関

す
る

講
義

、
条

例
の

改
正

演
習

（
中

・
上

級
レ

ベ
ル

）
等

に
よ

り
、

応
用

的
な

法
務

能
力

を
身

に
付

け
ま

す
。

1
0

月
1

日
(火

)

人
口

減
少

を
前

提
と

し
た

こ
れ

か
ら

の
自

治
体

経
営

人
口

減
少

問
題

が
全

国
の

多
く

の
自

治
体

の
主

要
な

課
題

と
な

っ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
自

治
体

経
営

を
左

右
す

る
人

口
減

少
問

題
に

つ
い

て
理

解
し

、
人

口
が

減
少

し
て

も
住

民
が

満
足

し
て

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
を

め
ざ

し
、

ど
の

よ
う

に
自

治
体

を
経

営
し

て
い

く
か

、
先

進
的

な
様

々
な

事
例

を
交

え
な

が
ら

考
え

ま
す

。
1

月
1

5
日

(水
)

申
込

期
間

は
、

4
月

1
日

（
月

）
～

7
月

3
1

日
（

水
）

で
す

。
【

Ｊ
Ａ

Ｍ
Ｐ

実
施

日
程

】

9
月

3
日

(火
)

1
1

月
5

日
(火

)

法
令

実
務

A
（

基
礎

）
【

改
訂

】
＜

J
A

M
P

共
通

実
施

＞
(注

)
（

4
日

間
→

5
日

間
）

（
旧

:法
令

実
務

Ａ
～

法
務

の
基

礎
と

実
務

（
改

正
演

習
を

中
心

に
）

～
）

法
令

実
務

 B
（

応
用

）
【

タ
イ

ト
ル

変
更

】
＜

J
A

M
P

共
通

実
施

＞
(注

)
（

旧
:法

令
実

務
 B

～
法

務
の

応
用

と
実

践
～

）
法 務 ・ 選 挙 ・ 監 査

※
原

則
と

し
て

、
実

務
経

験
が

1
年

未
満

の
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
行

政
法

に
関

す
る

基
礎

的
知

識
、

基
礎

的
な

立
法

技
術

に
関

す
る

講
義

、
条

例
の

改
正

演
習

（
初

級
レ

ベ
ル

）
等

に
よ

り
、

基
礎

的
な

法
務

能
力

を
身

に
付

け
ま

す
。

6
月

1
0

日
(月

)

申
込

期
間

は
、

4
月

1
日

（
月

）
～

4
月

2
6

日
（

金
）

で
す

。
【

Ｊ
Ａ

Ｍ
Ｐ

実
施

日
程

】

自
治

体
の

広
報

～
住

民
に

読
ま

れ
、

親
し

ま
れ

る
広

報
を

め
ざ

し
て

～

自
治

体
の

広
報

に
は

、
住

民
が

必
要

と
す

る
情

報
を

よ
り

分
か

り
や

す
く

伝
え

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

広
報

誌
や

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
を

含
め

た
多

様
な

媒
体

の
活

用
な

ど
を

含
め

、
よ

り
分

か
り

や
す

く
伝

え
る

た
め

の
手

法
や

ポ
イ

ン
ト

等
に

つ
い

て
学

び
、

自
治

体
広

報
と

し
て

の
情

報
伝

達
力

の
向

上
を

目
指

し
ま

す
。

9
月

2
4

日
(火

)

自
治

体
職

員
の

た
め

の
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

の
基

本
（

３
）

公
共

政
策

技
法

研
修

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

1
1

月
6

日
(水

)

行 政 経 営 ・ 公 営 企 業

行
政

評
価

を
核

と
す

る
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
～

予
算

・
決

算
、

総
合

計
画

へ
の

活
用

～
（

３
）

公
共

政
策

技
法

研
修

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

5
月

2
9

日
(水

)

自
治

体
に

お
け

る
S

N
S

の
活

用
【

新
規

】

近
年

、
S

N
S

を
利

用
す

る
自

治
体

が
増

え
て

い
ま

す
。

情
報

発
信

ツ
ー

ル
と

し
て

多
く

の
自

治
体

が
利

用
し

て
い

る
一

方
、

S
N

S
の

双
方

向
性

を
活

か
し

た
運

用
に

ま
で

は
至

っ
て

い
な

い
の

が
現

状
で

す
。

多
様

化
す

る
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

手
法

を
積

極
的

に
利

用
し

て
い

く
こ

と
が

今
後

ま
す

ま
す

必
要

と
な

る
中

、
S

N
S

の
種

類
や

そ
れ

ぞ
れ

の
特

徴
、

自
治

体
に

お
け

る
S

N
S

活
用

に
つ

い
て

ど
の

よ
う

な
課

題
が

あ
る

か
を

認
識

し
、

ど
の

よ
う

に
活

用
す

れ
ば

住
民

の
満

足
度

の
向

上
に

つ
な

が
る

か
を

学
び

ま
す

。

6
月

3
日

(月
)

6
月

2
4

日
(月

)

人
口

減
少

社
会

に
お

け
る

フ
ァ

シ
リ

テ
ィ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

財
政

、
企

画
等

、
公

共
施

設
等

の
管

理
、

フ
ァ

シ
リ

テ
ィ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
担

当
す

る
職

員
等

を
広

く
対

象
と

し
ま

す
。

人
口

減
少

局
面

に
あ

る
中

、
公

共
施

設
等

の
老

朽
化

対
策

が
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

こ
と

に
鑑

み
、

自
治

体
に

お
い

て
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

効
率

的
な

管
理

運
営

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
個

別
施

設
計

画
の

作
成

と
運

用
、

効
率

的
な

施
設

管
理

・
活

用
の

あ
り

方
に

つ
い

て
学

ぶ
と

と
も

に
、

事
例

等
を

通
じ

て
自

ら
の

地
域

に
ふ

さ
わ

し
い

施
設

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
手

法
を

学
び

ま
す

。

9
月

2
日

(月
)

こ
れ

か
ら

の
地

方
公

営
企

業
経

営
戦

略

地
方

公
営

企
業

等
の

担
当

職
員

（
主

と
し

て
１

年
以

上
在

籍
し

、
財

務
諸

表
作

成
の

経
験

の
あ

る
方

）
を

対
象

と
し

ま
す

。
平

成
2

6
年

8
月

に
公

表
さ

れ
た

「
公

営
企

業
の

経
営

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

」
に

お
い

て
策

定
が

求
め

ら
れ

て
い

る
経

営
戦

略
に

つ
い

て
、

事
例

等
を

通
し

て
そ

の
策

定
や

P
D

C
A

の
方

法
等

を
学

び
、

今
後

の
各

団
体

に
お

け
る

持
続

可
能

な
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
資

す
る

知
識

を
習

得
し

ま
す

。

9
月

4
日

(水
)

総
務

省
と

の
共

催
を

予
定

し
て

い
ま

す
。

地
方

公
営

企
業

法
を

適
用

ま
た

は
任

意
適

用
し

て
い

る
地

方
公

営
企

業
等

の
担

当
職

員
（

初
任

者
）

を
対

象
と

し
ま

す
。

地
方

公
営

企
業

を
め

ぐ
る

最
近

の
動

向
と

併
せ

て
、

地
方

公
営

企
業

の
基

本
的

な
制

度
の

概
要

及
び

財
務

会
計

制
度

、
さ

ら
に

は
、

経
営

戦
略

の
策

定
な

ど
の

講
義

・
演

習
に

よ
り

、
地

方
公

営
企

業
に

関
わ

る
基

礎
知

識
の

習
得

及
び

実
務

遂
行

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。

6
月

1
2

日
(水

)
地

方
公

営
企

業
連

絡
協

議
会

と
の

共
催

を
予

定
し

て
い

ま
す

。

地
方

公
営

企
業

法
の

適
用

に
向

け
た

実
務

地
方

公
営

企
業

法
（

財
務

規
定

等
）

を
適

用
し

て
い

な
い

下
水

道
事

業
や

簡
易

水
道

事
業

等
の

地
方

公
営

企
業

等
の

担
当

職
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

地
方

公
営

企
業

法
を

任
意

適
用

し
て

い
る

先
進

事
例

や
取

組
の

紹
介

、
簿

記
の

基
礎

や
財

務
諸

表
の

作
成

演
習

等
を

通
じ

て
、

地
方

公
営

企
業

法
の

適
用

に
向

け
た

実
践

的
な

業
務

・
知

識
を

習
得

し
ま

す
。

7
月

3
日

(水
)

総
務

省
と

の
共

催
を

予
定

し
て

い
ま

す
。

地
方

公
営

企
業

経
営

の
基

本
～

財
務

会
計

と
新

経
営

手
法

～

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考
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【
国

際
文

化
ア

カ
デ

ミ
ー

】

※
研

修
の

区
分

ご
と

に
開

始
日

の
早

い
順

に
並

べ
て

い
ま

す
。

区
分

予
定

人
数

－
6

月
2

6
日

(水
)

9
日

間
5

0

－
6

月
4

日
(火

)
9

日
間

1
0

0

－
6

月
2

8
日

(金
)

1
1

日
間

5
0

－
8

月
1

日
(木

)
1

1
日

間
1

0
0

－
1

0
月

4
日

(金
)

1
1

日
間

1
0

0

－
1

2
月

5
日

(木
)

1
1

日
間

1
0

0

－
7

月
2

6
日

(金
)

1
1

日
間

5
0

－
9

月
1

3
日

(金
)

1
1

日
間

1
0

0

－
1

0
月

4
日

(金
)

1
1

日
間

1
0

0

－
1

1
月

1
5

日
(金

)
1

1
日

間
1

0
0

－
8

月
3

0
日

(金
)

1
1

日
間

5
0

－
6

月
2

0
日

(木
)

1
1

日
間

1
0

0

－
1

0
月

1
1

日
(金

)
5

日
間

7
0

－
6

月
7

日
(金

)
5

日
間

5
0

－
1

1
月

1
5

日
(金

)
5

日
間

5
0

－
4

月
2

5
日

(木
)

4
日

間
5

0

－
7

月
3

1
日

(水
)

3
日

間
4

0

－
9

月
1

1
日

(水
)

3
日

間
4

0

－
9

月
2

0
日

(金
)

4
日

間
4

0

(注
)＜

Ｊ
Ａ

Ｍ
Ｐ

共
通

実
施

＞
の

研
修

に
つ

い
て

は
、

全
国

市
町

村
国

際
文

化
研

修
所

（
Ｊ

Ｉ
Ａ

Ｍ
）

・
市

町
村

職
員

中
央

研
修

所
（

Ｊ
Ａ

Ｍ
Ｐ

）
の

ど
ち

ら
で

も
同

等
の

　
　

　
内

容
の

研
修

が
受

講
で

き
る

よ
う

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
調

整
し

て
い

ま
す

の
で

、
時

期
・

ア
ク

セ
ス

等
に

応
じ

て
選

択
し

、
ご

活
用

く
だ

さ
い

。

財
政

に
関

す
る

実
務

経
験

１
年

以
上

の
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
健

全
な

財
政

運
営

を
行

っ
て

い
く

た
め

に
は

、
財

政
状

況
を

的
確

に
分

析
し

、
地

方
債

の
発

行
管

理
を

行
う

こ
と

が
必

要
で

あ
り

、
そ

の
た

め
に

は
、

将
来

的
な

償
還

能
力

や
ス

ト
ッ

ク
面

も
含

め
て

、
財

政
診

断
が

で
き

る
能

力
が

不
可

欠
で

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
自

治
体

の
財

政
運

営
に

つ
い

て
、

理
論

だ
け

で
な

く
、

自
ら

の
自

治
体

の
財

政
を

的
確

に
分

析
・

診
断

す
る

ノ
ウ

ハ
ウ

を
学

び
ま

す
。

7
月

2
9

日
(月

)

自
治

体
の

自
律

的
な

財
政

運
営

～
制

度
と

最
新

の
動

向
～

地
方

財
政

制
度

や
地

方
交

付
税

等
の

諸
課

題
に

関
す

る
講

義
・

演
習

等
に

よ
り

、
財

政
に

お
け

る
国

と
地

方
の

関
係

を
は

じ
め

、
地

方
財

政
・

税
制

等
に

お
け

る
最

新
の

動
向

を
読

み
解

き
、

自
律

的
で

健
全

な
財

政
運

営
に

取
り

組
ん

で
い

く
た

め
の

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
9

月
9

日
(月

)

滞
納

整
理

の
実

践
と

徴
収

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

主
に

、
市

町
村

税
徴

収
事

務
実

務
経

験
１

年
以

上
の

職
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

滞
納

整
理

に
関

す
る

講
義

・
演

習
、

受
講

者
の

持
ち

寄
り

事
例

に
よ

る
意

見
交

換
等

を
実

施
し

、
徴

収
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
や

徴
収

困
難

な
事

案
へ

の
対

処
方

法
等

、
よ

り
高

度
な

専
門

知
識

の
習

得
及

び
実

務
遂

行
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

1
1

月
1

1
日

(月
)

財 政 ・ 財 務

自
治

体
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

た
め

の
地

方
公

会
計

実
務

【
改

訂
】

（
3

日
間

→
4

日
間

）
（

旧
:自

治
体

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
た

め
の

地
方

公
会

計
実

務
～

基
礎

か
ら

応
用

へ
～

）

地
方

公
会

計
の

業
務

に
従

事
し

て
い

る
職

員
を

主
な

対
象

と
し

ま
す

。
地

方
財

政
に

お
け

る
公

会
計

の
目

的
や

位
置

づ
け

、
仕

訳
の

仕
方

な
ど

の
基

礎
的

な
講

義
か

ら
、

財
務

書
類

等
を

用
い

た
自

治
体

経
営

分
析

、
分

析
結

果
を

踏
ま

え
た

公
共

施
設

等
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

な
ど

の
諸

課
題

へ
の

対
応

な
ど

活
用

に
関

す
る

講
義

、
先

進
団

体
に

お
け

る
実

例
な

ど
を

通
じ

て
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

自
治

体
経

営
に

係
る

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。

4
月

2
2

日
(月

)
総

務
省

と
の

共
催

を
予

定
し

て
い

ま
す

。

自
治

体
財

政
運

営
の

理
論

と
実

際
～

自
治

体
財

政
診

断
の

ノ
ウ

ハ
ウ

～

税 務 等

固
定

資
産

税
（

土
地

）
の

課
税

担
当

職
員

（
１

年
以

上
の

実
務

経
験

を
有

す
る

方
）

を
対

象
と

し
ま

す
。

資
産

課
税

の
理

論
、

土
地

評
価

実
務

等
に

関
す

る
講

義
、

演
習

等
に

よ
り

、
固

定
資

産
税

（
土

地
）

課
税

事
務

に
必

要
な

専
門

的
知

識
の

習
得

と
実

務
遂

行
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

6
月

1
8

日
(火

)

自
治

体
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
基

礎
講

座
～

よ
り

よ
い

資
金

調
達

･
運

用
を

目
指

し
て

～

自
治

体
の

資
金

調
達

や
資

金
運

用
に

携
わ

る
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
「

よ
り

よ
い

資
金

調
達

・
運

用
」

を
実

現
す

る
こ

と
は

、
こ

れ
か

ら
の

自
治

体
に

と
っ

て
最

も
重

要
な

課
題

の
ひ

と
つ

で
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

自
ら

の
団

体
の

現
状

を
把

握
し

、
多

様
な

資
金

調
達

の
選

択
肢

か
ら

最
適

な
手

法
を

選
び

出
す

た
め

の
基

礎
知

識
及

び
昨

今
の

金
融

情
勢

下
に

お
け

る
確

実
か

つ
有

利
で

効
率

的
な

資
金

運
用

を
行

う
た

め
の

基
礎

知
識

を
学

び
ま

す
。

9
月

1
7

日
(火

)
地

方
公

共
団

体
金

融
機

構
と

の
共

催
を

予
定

し
て

い
ま

す
。

市
町

村
税

徴
収

事
務

＜
J

A
M

P
共

通
実

施
＞

(注
)

住
民

税
課

税
事

務
＜

J
A

M
P

共
通

実
施

＞
(注

)

使
用

料
等

の
債

権
回

収
＜

J
A

M
P

共
通

実
施

＞
(注

)

水
道

料
金

、
下

水
道

使
用

料
、

公
営

住
宅

の
家

賃
、

学
校

の
授

業
料

等
税

外
収

入
金

の
法

的
性

格
、

債
権

の
管

理
及

び
回

収
に

関
す

る
講

義
、

演
習

等
に

よ
り

、
使

用
料

等
に

係
る

債
権

の
回

収
に

つ
い

て
必

要
な

専
門

的
知

識
の

習
得

と
実

務
遂

行
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

1
0

月
7

日
(月

)
申

込
期

間
は

、
4

月
1

日
（

月
）

～
7

月
3

1
日

（
水

）
で

す
。

【
Ｊ

Ａ
Ｍ

Ｐ
実

施
日

程
】

6
月

3
日

(月
)

固
定

資
産

税
（

家
屋

）
の

課
税

担
当

職
員

（
１

年
以

上
の

実
務

経
験

を
有

す
る

方
）

を
対

象
と

し
ま

す
。

資
産

課
税

の
理

論
、

家
屋

評
価

実
務

等
に

関
す

る
講

義
、

演
習

等
に

よ
り

、
固

定
資

産
税

（
家

屋
）

事
務

に
必

要
な

専
門

的
知

識
の

習
得

と
実

務
遂

行
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

8
月

2
0

日
(火

)

【
Ｊ

Ａ
Ｍ

Ｐ
実

施
日

程
】

6
月

1
0

日
(月

)

申
込

期
間

は
、

4
月

1
日

（
月

）
～

4
月

2
6

日
（

金
）

で
す

。

【
Ｊ

Ａ
Ｍ

Ｐ
実

施
日

程
】

5
月

2
7

日
(月

)

固
定

資
産

税
課

税
事

務
（

家
屋

）
＜

J
A

M
P

共
通

実
施

＞
(注

)

住
民

税
の

課
税

担
当

職
員

（
１

年
以

上
の

実
務

経
験

を
有

す
る

方
）

を
対

象
と

し
ま

す
。

所
得

課
税

の
理

論
、

地
方

税
法

（
総

則
及

び
住

民
税

）
、

個
人

住
民

税
の

税
額

算
出

、
税

に
関

す
る

情
報

の
開

示
と

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

の
保

護
等

に
関

す
る

講
義

、
演

習
等

に
よ

り
、

住
民

税
課

税
事

務
に

必
要

な
専

門
的

知
識

の
習

得
と

実
務

遂
行

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。

7
月

1
6

日
(火

)

【
Ｊ

Ａ
Ｍ

Ｐ
実

施
日

程
】

9
月

3
日

(火
)

9
月

2
4

日
(火

)

1
1

月
5

日
(火

)

6
月

1
8

日
(火

)

【
Ｊ

Ａ
Ｍ

Ｐ
実

施
日

程
】

7
月

2
2

日
(月

)

9
月

2
4

日
(火

)

1
1

月
2

5
日

(月
)

市
町

村
税

の
徴

収
担

当
職

員
（

１
年

以
上

の
実

務
経

験
を

有
す

る
方

）
を

対
象

と
し

ま
す

。
地

方
税

法
（

総
則

）
、

国
税

徴
収

法
、

財
産

の
調

査
及

び
差

押
え

等
の

実
務

、
納

税
者

折
衝

、
滞

納
整

理
等

に
関

す
る

講
義

、
演

習
等

に
よ

り
、

市
町

村
税

徴
収

事
務

に
必

要
な

専
門

的
知

識
の

習
得

と
実

務
遂

行
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

固
定

資
産

税
課

税
事

務
（

土
地

）
【

改
訂

】
＜

J
A

M
P

共
通

実
施

＞
(注

)
（

1
1

日
間

→
9

日
間

）

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考
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【
国

際
文

化
ア

カ
デ

ミ
ー

】

※
研

修
の

区
分

ご
と

に
開

始
日

の
早

い
順

に
並

べ
て

い
ま

す
。

区
分

予
定

人
数

－
4

月
1

7
日

(水
)

3
日

間
1

5
0

－
5

月
1

0
日

(金
)

3
日

間
5

0

－
5

月
1

5
日

(水
)

3
日

間
3

0

－
5

月
3

1
日

(金
)

3
日

間
4

0

－
7

月
1

2
日

(金
)

3
日

間
3

0

第
1

回
8

月
2

6
日

(月
)

－
8

月
3

0
日

(金
)

5
日

間
3

0

第
2

回
2

月
3

日
(月

)
－

2
月

7
日

(金
)

5
日

間
3

0

－
8

月
3

0
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
1

0
月

2
日

(水
)

3
日

間
3

0

－
1

0
月

4
日

(金
)

5
日

間
4

0

－
1

0
月

1
8

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
1

1
月

8
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
1

1
月

2
2

日
(金

)
2

日
間

4
0

－
1

2
月

4
日

(水
)

3
日

間
3

0

－
2

月
4

日
(火

)
2

日
間

6
0

－
2

月
7

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
2

月
1

4
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
2

月
1

4
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
2

月
2

8
日

(金
)

3
日

間
3

0

生
涯

学
習

に
よ

る
ま

ち
づ

く
り

を
考

え
る

生
涯

学
習

施
策

に
は

、
社

会
の

複
雑

化
に

伴
う

多
様

な
住

民
の

学
び

の
意

欲
に

対
し

て
、

い
か

に
学

び
の

環
境

を
整

備
し

提
供

し
て

い
く

か
が

求
め

ら
れ

て
き

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

企
画

・
協

働
担

当
課

や
教

育
委

員
会

な
ど

の
職

員
を

対
象

に
、

様
々

な
学

習
機

会
の

提
供

に
つ

い
て

考
え

る
と

と
も

に
、

生
涯

学
習

と
ま

ち
づ

く
り

を
結

び
つ

け
る

仕
組

み
や

施
策

を
企

画
立

案
す

る
た

め
の

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。

2
月

1
2

日
(水

)

空
き

家
対

策
～

自
治

体
の

対
処

法
～

適
切

な
管

理
が

行
わ

れ
て

い
な

い
空

き
家

等
が

防
災

、
衛

生
、

景
観

等
の

地
域

住
民

の
生

活
環

境
に

深
刻

な
影

響
を

及
ぼ

す
な

ど
、

様
々

な
場

面
で

課
題

と
な

っ
て

い
ま

す
。

住
民

等
の

私
有

財
産

で
あ

る
空

き
家

等
に

対
し

て
、

法
的

観
点

等
も

踏
ま

え
、

市
町

村
が

実
際

に
ど

の
よ

う
に

対
処

し
て

い
く

べ
き

な
の

か
、

先
進

事
例

な
ど

を
交

え
て

考
え

ま
す

。

2
月

2
6

日
(水

)

自
治

体
職

員
の

た
め

の
デ

ー
タ

分
析

の
基

本
～

分
析

か
ら

政
策

展
開

へ
～

（
３

）
公

共
政

策
技

法
研

修
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
2

月
5

日
(水

)

交
通

不
便

地
域

の
住

民
サ

ー
ビ

ス
を

考
え

る

少
子

高
齢

化
や

若
者

の
流

出
等

に
よ

り
、

人
口

減
少

が
進

み
、

高
齢

者
が

大
半

を
占

め
る

地
域

が
少

な
く

な
い

状
況

が
全

国
各

地
に

広
が

っ
て

い
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
地

域
で

は
、

通
学

・
通

院
・

買
い

物
等

、
日

々
の

生
活

に
支

障
を

来
す

住
民

が
多

く
、

公
共

交
通

等
に

よ
る

住
民

の
足

の
確

保
や

、
住

民
サ

ー
ビ

ス
を

ど
の

よ
う

に
提

供
し

て
い

く
か

が
喫

緊
の

課
題

で
す

。
交

通
不

便
地

域
の

住
民

の
命

と
暮

ら
し

を
守

る
た

め
に

ど
の

よ
う

な
取

組
を

進
め

て
い

く
べ

き
か

、
先

進
事

例
等

か
ら

考
え

ま
す

。

2
月

1
2

日
(水

)

民
泊

を
活

用
し

た
ま

ち
づ

く
り

【
新

規
】

平
成

3
0

年
6

月
に

「
住

宅
宿

泊
事

業
法

（
民

泊
新

法
）

」
が

施
行

さ
れ

、
こ

れ
か

ら
の

ま
ち

づ
く

り
に

お
い

て
そ

の
活

用
が

注
目

さ
れ

て
い

ま
す

。
法

施
行

後
の

状
況

等
を

踏
ま

え
、

民
泊

の
活

用
事

例
、

今
後

の
可

能
性

と
運

営
上

の
課

題
な

ど
に

つ
い

て
学

び
ま

す
。

1
2

月
2

日
(月

)

地
域

お
こ

し
協

力
隊

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
研

修
着

任
２

～
３

年
目

で
、

今
後

の
ス

テ
ッ

プ
ア

ッ
プ

を
考

え
て

い
る

地
域

お
こ

し
協

力
隊

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
こ

れ
ま

で
の

活
動

を
振

り
返

り
、

今
後

の
ス

テ
ッ

プ
ア

ッ
プ

に
向

け
て

す
べ

き
こ

と
を

整
理

し
ま

す
。

ま
た

、
次

の
ス

テ
ッ

プ
を

踏
み

出
す

ア
イ

デ
ア

・
方

策
を

見
つ

け
だ

す
た

め
に

必
要

と
な

る
知

識
を

学
び

、
実

務
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

2
月

3
日

(月
)

総
務

省
と

の
共

催
を

予
定

し
て

い
ま

す
。

自
治

体
職

員
の

た
め

の
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

の
基

本
（

３
）

公
共

政
策

技
法

研
修

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

1
1

月
6

日
(水

)

「
子

供
都

市
・

農
山

漁
村

交
流

体
験

活
動

」
に

よ
る

地
域

づ
く

り
【

タ
イ

ト
ル

変
更

】
（

旧
：

子
ど

も
農

山
漁

村
交

流
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）

子
供

の
農

山
漁

村
で

の
宿

泊
体

験
活

動
を

推
進

す
る

子
供

都
市

・
農

山
漁

村
交

流
体

験
活

動
は

、
子

供
た

ち
の

生
き

る
力

を
育

む
と

と
も

に
受

入
地

域
の

活
性

化
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
全

国
の

特
色

あ
る

先
進

的
な

取
組

事
例

を
学

び
、

よ
り

教
育

効
果

の
高

い
農

山
漁

村
に

お
け

る
宿

泊
体

験
交

流
プ

ロ
グ

ラ
ム

案
を

考
え

て
い

き
ま

す
。

1
1

月
2

1
日

(木
)

総
務

省
、

内
閣

官
房

、
文

部
科

学
省

、
農

林
水

産
省

、
環

境
省

と
の

共
催

を
予

定
し

て
い

ま
す

。

住
民

と
の

協
働

に
よ

る
ま

ち
づ

く
り

～
ま

ち
づ

く
り

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
役

割
と

技
術

の
習

得
～

講
義

や
事

例
、

フ
ィ

ー
ル

ド
ワ

ー
ク

等
を

通
し

て
、

住
民

と
の

協
働

の
手

法
な

ど
を

、
具

体
的

な
テ

ー
マ

を
題

材
に

し
て

学
び

ま
す

。
ま

た
、

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
等

の
参

加
型

学
習

に
よ

り
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

と
し

て
、

そ
の

役
割

や
、

実
際

に
ま

ち
づ

く
り

を
行

う
た

め
の

ス
キ

ル
を

学
び

、
住

民
と

の
協

働
の

実
践

の
場

で
役

立
つ

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
9

月
3

0
日

(月
)

海
外

の
事

例
か

ら
人

口
減

少
時

代
に

お
け

る
ま

ち
づ

く
り

を
考

え
る

【
新

規
】

（
2

）
国

際
文

化
研

修
の

「
海

外
戦

略
等

」
区

分
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
1

0
月

1
6

日
(水

)

鳥
獣

被
害

と
自

治
体

の
対

応

野
生

鳥
獣

に
よ

る
農

作
物

の
被

害
額

は
、

近
年

2
0

0
億

円
前

後
と

な
っ

て
お

り
、

被
害

は
甚

大
で

す
。

ま
た

、
鳥

獣
被

害
は

、
営

農
意

欲
の

減
退

、
耕

作
放

棄
地

の
増

加
等

を
も

た
ら

し
、

農
山

漁
村

に
深

刻
な

影
響

を
及

ぼ
し

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

効
果

的
な

獣
害

対
策

の
考

え
方

を
学

ぶ
と

と
も

に
積

極
的

に
鳥

獣
被

害
防

止
対

策
に

取
り

組
ん

で
い

る
自

治
体

の
事

例
紹

介
や

受
講

者
同

士
の

意
見

交
換

を
通

じ
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

に
応

じ
た

鳥
獣

被
害

対
策

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。

8
月

2
8

日
(水

)

ス
ポ

ー
ツ

と
地

域
の

活
性

化
【

新
規

】

ラ
グ

ビ
ー

ワ
ー

ル
ド

カ
ッ

プ
、

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

な
ど

、
世

界
的

な
ス

ポ
ー

ツ
イ

ベ
ン

ト
が

開
催

さ
れ

る
中

、
ス

ポ
ー

ツ
を

活
用

し
た

地
域

・
経

済
活

性
化

へ
の

期
待

が
高

ま
っ

て
い

ま
す

。
自

治
体

、
ス

ポ
ー

ツ
団

体
、

民
間

企
業

（
観

光
産

業
、

ス
ポ

ー
ツ

産
業

）
等

が
一

体
と

な
っ

た
地

域
ス

ポ
ー

ツ
コ

ミ
ッ

シ
ョ

ン
の

取
組

、
ス

ポ
ー

ツ
大

会
や

イ
ベ

ン
ト

の
実

施
な

ど
を

学
び

、
地

域
資

源
を

活
か

し
た

ス
ポ

ー
ツ

に
よ

る
ま

ち
づ

く
り

・
地

域
の

活
性

化
に

つ
な

げ
て

い
く

方
策

を
考

え
ま

す
。

9
月

3
0

日
(月

)

企 画 ・ ま ち づ く り

地
域

お
こ

し
協

力
隊

員
及

び
集

落
支

援
員

の
初

任
者

を
対

象
と

し
た

研
修

会

地
域

お
こ

し
協

力
隊

員
及

び
集

落
支

援
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

地
域

お
こ

し
協

力
隊

の
地

域
協

力
活

動
や

集
落

支
援

員
の

集
落

対
策

支
援

の
取

組
を

推
進

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

知
識

を
学

び
、

実
務

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
4

月
1

5
日

(月
)

総
務

省
と

の
共

催
を

予
定

し
て

い
ま

す
。

全
国

地
域

づ
く

り
人

財
塾

地
域

活
性

化
の

た
め

に
、

様
々

な
知

識
・

経
験

を
持

っ
た

人
が

、
そ

の
知

識
・

経
験

と
ア

イ
デ

ア
を

活
か

し
な

が
ら

、
そ

れ
ぞ

れ
活

動
に

取
り

組
み

、
地

域
で

様
々

な
活

動
が

展
開

さ
れ

て
い

る
状

況
が

大
切

で
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

そ
の

よ
う

な
状

況
を

生
み

出
す

た
め

に
必

要
と

な
る

、
地

域
づ

く
り

活
動

を
自

ら
の

手
で

企
画

し
実

践
で

き
る

人
材

（
人

財
）

の
育

成
を

図
り

ま
す

。

5
月

8
日

(水
)

総
務

省
と

の
共

催
を

予
定

し
て

い
ま

す
。

公
立

大
学

を
活

か
し

た
ま

ち
づ

く
り

人
口

減
少

時
代

の
コ

ン
パ

ク
ト

な
ま

ち
づ

く
り

【
新

規
】

少
子

化
に

よ
る

急
速

な
人

口
減

少
と

高
齢

化
が

進
む

中
、

住
民

が
安

心
し

て
快

適
な

暮
ら

し
を

営
ん

で
い

け
る

よ
う

な
ま

ち
づ

く
り

が
必

要
と

な
っ

て
き

ま
す

。
自

治
体

を
め

ぐ
る

ま
ち

づ
く

り
の

現
状

と
課

題
を

把
握

し
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
持

続
可

能
な

ま
ち

づ
く

り
と

は
ど

う
い

う
も

の
な

の
か

、
先

進
事

例
も

交
え

て
考

え
ま

す
7

月
1

0
日

(水
)

多
文

化
共

生
の

地
域

づ
く

り
コ

ー
ス

（
2

）
国

際
文

化
研

修
の

「
多

文
化

共
生

・
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

」
区

分
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
自

治
体

国
際

化
協

会
（

C
L

A
IR

）
と

の
共

催
を

予
定

し
て

い
ま

す
。

公
立

大
学

の
職

員
に

加
え

、
設

置
自

治
体

職
員

を
主

な
対

象
と

し
ま

す
。

少
子

化
に

よ
る

急
速

な
人

口
減

少
と

高
齢

化
が

進
む

中
、

大
学

を
取

り
巻

く
環

境
は

め
ま

ぐ
る

し
く

変
化

し
て

お
り

、
特

に
公

立
大

学
は

、
地

域
の

活
力

向
上

や
若

者
の

地
域

へ
の

定
着

に
資

す
る

な
ど

、
地

域
へ

の
貢

献
が

期
待

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

公
立

大
学

と
自

治
体

と
の

連
携

事
例

や
政

策
課

題
を

持
ち

寄
っ

た
演

習
等

に
よ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
大

学
の

将
来

像
を

描
く

職
員

の
育

成
を

目
指

す
と

と
も

に
、

大
学

を
活

か
し

た
ま

ち
づ

く
り

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。

5
月

1
3

日
(月

)

市
町

村
の

森
林

政
策

【
新

規
】

平
成

3
1

年
4

月
に

「
森

林
経

営
管

理
法

」
が

施
行

さ
れ

る
と

と
も

に
、

「
新

た
な

森
林

管
理

シ
ス

テ
ム

」
の

運
用

が
検

討
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
森

林
管

理
に

お
け

る
市

町
村

の
役

割
に

つ
い

て
理

解
し

、
こ

れ
か

ら
の

森
林

政
策

を
ど

の
よ

う
に

進
め

て
い

け
ば

良
い

の
か

等
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

5
月

2
9

日
(水

)

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考
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【
国

際
文

化
ア

カ
デ

ミ
ー

】

※
研

修
の

区
分

ご
と

に
開

始
日

の
早

い
順

に
並

べ
て

い
ま

す
。

区
分

予
定

人
数

－
6

月
1

8
日

(火
)

2
日

間
3

0

－
6

月
2

6
日

(水
)

3
日

間
3

0

－
7

月
1

2
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
7

月
2

4
日

(水
)

3
日

間
3

0

－
1

2
月

6
日

(金
)

3
日

間
4

0

－
2

月
7

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
4

月
2

5
日

(木
)

3
日

間
3

0

－
6

月
7

日
(金

)
3

日
間

4
0

－
8

月
8

日
(木

)
3

日
間

7
0

－
1

0
月

2
5

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
1

1
月

1
日

(金
)

5
日

間
5

0

－
1

1
月

2
9

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
1

2
月

6
日

(金
)

5
日

間
5

0

－
1

月
1

7
日

(金
)

3
日

間
3

0

－
1

月
2

4
日

(金
)

5
日

間
5

0

－
2

月
5

日
(水

)
3

日
間

4
0

※
　

上
記

に
つ

い
て

は
、

都
合

に
よ

り
変

更
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
、

あ
ら

か
じ

め
ご

了
承

く
だ

さ
い

。

生
活

困
窮

者
の

自
立

支
援

生
活

保
護

の
受

給
者

数
が

依
然

と
し

て
高

止
ま

り
す

る
中

、
最

後
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

で
あ

る
生

活
保

護
に

至
る

前
の

生
活

困
窮

者
に

対
す

る
支

援
が

重
視

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

市
町

村
に

求
め

ら
れ

て
い

る
相

談
支

援
事

業
等

に
つ

い
て

考
え

る
こ

と
に

よ
り

、
生

活
困

窮
者

の
自

立
支

援
に

必
要

と
な

る
施

策
の

企
画

立
案

・
実

施
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

2
月

3
日

(月
)

切
れ

目
の

な
い

子
育

て
支

援
～

「
日

本
版

ネ
ウ

ボ
ラ

」
子

育
て

世
代

包
括

支
援

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

の
運

営
～

【
改

訂
】

（
旧

：
切

れ
目

の
な

い
子

育
て

支
援

～
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

ネ
ウ

ボ
ラ

～
）

（
2

）
国

際
文

化
研

修
の

「
海

外
戦

略
等

」
区

分
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
1

月
1

5
日

(水
)

児
童

虐
待

へ
の

対
応

予
防

、
早

期
発

見
、

早
期

対
応

が
重

要
と

さ
れ

る
児

童
虐

待
対

応
に

つ
い

て
、

関
係

法
令

等
を

踏
ま

え
て

、
そ

の
対

処
方

法
等

を
学

び
ま

す
。

予
防

、
早

期
発

見
の

た
め

の
施

策
や

、
い

わ
ゆ

る
ハ

イ
リ

ス
ク

家
庭

へ
の

適
切

な
ア

プ
ロ

ー
チ

法
と

支
援

策
、

市
町

村
・

都
道

府
県

・
学

校
・

警
察

等
関

係
機

関
の

役
割

と
そ

れ
ぞ

れ
の

課
題

な
ど

を
学

ぶ
講

義
・

演
習

を
実

施
し

ま
す

。
こ

の
研

修
を

通
じ

て
、

関
係

機
関

が
効

果
的

に
連

携
・

協
力

し
な

が
ら

、
児

童
虐

待
の

対
応

策
を

立
案

・
実

行
で

き
る

能
力

の
養

成
を

図
り

ま
す

。

1
月

2
0

日
(月

)

2
月

5
日

(水
)

住
民

の
健

康
を

考
え

る
～

健
康

寿
命

を
延

ば
す

た
め

に
～

日
本

人
の

平
均

寿
命

は
、

男
女

と
も

8
0

歳
を

越
え

て
い

ま
す

が
、

そ
の

一
方

で
、

健
康

寿
命

は
7

0
歳

程
度

と
言

わ
れ

て
い

ま
す

。
そ

の
間

の
約

1
0

年
間

は
、

医
療

・
介

護
等

の
サ

ー
ビ

ス
が

必
要

な
場

合
が

多
く

、
超

高
齢

社
会

に
お

い
て

は
、

喫
緊

の
課

題
で

す
。

老
い

て
も

い
き

い
き

と
自

分
ら

し
く

暮
ら

せ
る

よ
う

、
健

康
寿

命
を

延
ば

す
た

め
に

ど
の

よ
う

な
施

策
が

有
効

な
の

か
、

そ
れ

ぞ
れ

の
自

治
体

は
何

を
す

べ
き

か
を

考
え

ま
す

。

1
1

月
2

7
日

(水
)

障
が

い
の

あ
る

人
へ

の
自

立
支

援

障
が

い
の

あ
る

人
を

め
ぐ

る
法

制
度

の
動

向
や

、
社

会
状

況
を

理
解

し
な

が
ら

、
障

が
い

の
あ

る
人

の
自

立
を

支
え

る
た

め
の

相
談

支
援

や
地

域
生

活
支

援
事

業
の

あ
り

方
、

体
制

整
備

、
地

域
協

働
の

進
め

方
等

に
つ

い
て

学
び

、
そ

れ
ら

に
対

応
し

た
施

策
を

企
画

・
立

案
の

で
き

る
能

力
の

養
成

を
図

り
ま

す
。

障
が

い
の

あ
る

人
が

個
人

と
し

て
の

尊
厳

を
保

ち
な

が
ら

安
心

し
て

日
常

生
活

を
送

れ
る

社
会

に
つ

い
て

考
え

ま
す

1
2

月
2

日
(月

)

社
会

的
孤

立
の

増
加

へ
の

対
応

少
子

高
齢

化
や

核
家

族
化

等
に

よ
り

、
単

独
世

帯
の

割
合

が
増

え
、

特
に

高
齢

者
の

単
独

世
帯

が
急

増
す

る
と

推
計

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

中
、

孤
立

死
（

孤
独

死
）

を
身

近
な

問
題

と
感

じ
る

単
身

高
齢

者
は

4
割

を
越

え
る

と
い

う
報

告
も

あ
り

ま
す

（
平

成
2

9
年

版
高

齢
社

会
白

書
）

。
こ

の
研

修
で

は
、

喫
緊

の
課

題
と

な
っ

て
い

る
社

会
的

孤
立

に
対

し
て

自
治

体
は

ど
の

よ
う

に
対

応
す

る
か

、
ま

た
、

社
会

的
孤

立
を

で
き

る
だ

け
防

ぐ
た

め
の

自
治

体
の

役
割

等
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

1
0

月
2

3
日

(水
)

介
護

保
険

事
務

～
制

度
と

運
用

～

平
成

1
2

年
の

施
行

以
来

、
介

護
保

険
制

度
は

時
代

の
要

請
に

応
じ

て
改

正
を

重
ね

な
が

ら
運

用
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
そ

の
成

り
立

ち
と

制
度

の
意

義
を

改
め

て
学

ん
だ

上
で

、
制

度
全

般
に

つ
い

て
の

理
解

を
深

め
る

と
と

も
に

、
先

進
事

例
や

演
習

等
に

よ
り

、
地

域
の

ニ
ー

ズ
に

合
っ

た
介

護
保

険
の

施
策

を
企

画
立

案
で

き
る

能
力

の
養

成
を

図
り

ま
す

。
1

0
月

2
8

日
(月

)

福 祉

社
会

福
祉

法
人

制
度

改
革

と
自

治
体

実
務

改
正

社
会

福
祉

法
に

よ
り

、
社

会
福

祉
法

人
に

は
、

一
層

の
ガ

バ
ナ

ン
ス

強
化

や
事

業
運

営
の

透
明

性
の

向
上

、
財

務
規

律
の

強
化

等
が

求
め

ら
れ

、
自

治
体

等
の

指
導

監
督

機
能

も
強

化
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
社

会
福

祉
法

人
が

、
住

民
か

ら
支

持
さ

れ
る

よ
り

良
い

事
業

や
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

で
き

る
よ

う
、

自
治

体
が

ど
の

よ
う

に
関

わ
っ

て
い

く
べ

き
か

考
え

、
監

査
の

ポ
イ

ン
ト

や
社

会
福

祉
法

人
会

計
の

読
み

解
き

方
等

を
中

心
に

学
び

ま
す

。

4
月

2
3

日
(火

)

超
高

齢
社

会
に

向
け

た
医

療
と

介
護

の
連

携
の

推
進

自
治

体
の

中
小

企
業

支
援

地
域

経
済

が
活

性
化

し
て

い
く

た
め

に
は

、
活

力
あ

る
企

業
の

存
在

が
重

要
で

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
地

域
産

業
を

支
え

る
中

小
企

業
の

重
要

性
や

、
そ

れ
を

取
り

巻
く

環
境

を
理

解
し

た
上

で
、

販
路

拡
大

や
事

業
承

継
、

伝
統

産
業

の
活

性
化

、
新

た
な

地
域

経
済

の
担

い
手

に
よ

る
起

業
・

創
業

等
に

つ
い

て
、

事
例

や
演

習
を

交
え

て
考

え
ま

す
。

7
月

2
2

日
(月

)

こ
れ

か
ら

の
農

業
を

考
え

る

農
業

を
め

ぐ
る

環
境

が
大

き
く

変
わ

る
中

で
、

農
業

を
稼

げ
る

産
業

と
す

る
こ

と
は

、
地

域
の

活
力

を
創

造
す

る
た

め
に

も
不

可
欠

で
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

農
業

の
更

な
る

成
長

に
必

要
な

異
業

種
連

携
に

よ
る

資
源

、
技

術
、

知
見

等
の

活
用

、
ロ

ボ
ッ

ト
技

術
や

Ｉ
Ｃ

Ｔ
を

活
用

し
た

ス
マ

ー
ト

農
業

の
推

進
、

生
産

・
流

通
シ

ス
テ

ム
の

高
度

化
等

に
つ

い
て

、
講

義
や

先
進

事
例

等
を

通
し

て
学

び
、

こ
れ

か
ら

の
農

業
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

1
2

月
4

日
(水

)

産 業 振 興

団
塊

の
世

代
が

後
期

高
齢

者
と

な
る

2
0

2
5

年
以

降
、

医
療

や
介

護
の

需
要

が
さ

ら
に

増
大

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
超

高
齢

社
会

に
向

け
て

、
高

齢
者

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
生

き
が

い
を

持
っ

て
、

自
分

ら
し

い
暮

ら
し

を
最

期
ま

で
続

け
ら

れ
る

社
会

の
実

現
を

目
指

し
、

医
療

と
介

護
が

連
携

し
、

地
域

で
高

齢
者

を
見

守
る

仕
組

み
を

ど
の

よ
う

に
構

築
し

て
い

く
か

考
え

ま
す

。

6
月

5
日

(水
)

保
育

士
･

幼
稚

園
教

諭
の

た
め

の
保

育
行

政
～

子
育

て
支

援
施

策
の

最
新

動
向

～

主
に

保
育

士
及

び
幼

稚
園

教
諭

を
対

象
と

し
ま

す
。

保
育

制
度

・
保

育
政

策
や

子
育

て
支

援
の

現
状

や
最

新
の

動
向

、
今

後
の

方
向

性
等

に
つ

い
て

学
び

、
こ

れ
か

ら
の

保
育

に
関

わ
る

人
材

育
成

や
こ

れ
か

ら
の

保
育

園
・

幼
稚

園
の

あ
り

方
等

を
考

え
ま

す
。

8
月

6
日

(火
)

自
治

体
職

員
の

た
め

の
デ

ー
タ

分
析

の
基

本
～

分
析

か
ら

政
策

展
開

へ
～

（
３

）
公

共
政

策
技

法
研

修
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。

（
2

）
国

際
文

化
研

修
の

「
海

外
戦

略
等

」
区

分
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
6

月
2

4
日

(月
)

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

に
よ

る
地

域
経

済
の

活
性

化
（

2
）

国
際

文
化

研
修

の
「

海
外

戦
略

等
」

区
分

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

7
月

1
0

日
(水

)

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考

地
域

ブ
ラ

ン
ド

の
育

成
と

保
護

【
新

規
】

地
域

に
は

従
来

か
ら

存
在

す
る

様
々

な
産

品
が

あ
り

ま
す

。
地

域
な

ら
で

は
の

資
源

を
改

め
て

見
直

し
、

地
域

ブ
ラ

ン
ド

と
し

て
育

成
、

発
信

す
る

た
め

の
ノ

ウ
ハ

ウ
と

そ
の

保
護

に
つ

い
て

学
び

、
地

域
の

活
性

化
や

ま
ち

づ
く

り
に

繋
げ

る
こ

と
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

6
月

1
7

日
(月

)

ア
ー

ト
（

文
化

芸
術

）
を

活
用

し
た

地
域

振
興
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幹
部

職
員

等
研

修
※

研
修

の
区

分
ご

と
に

開
始

日
の

早
い

順
に

並
べ

て
い

ま
す

。

区
分

予
定

人
数

第
1

回
7

月
8

日
(月

)
－

7
月

1
2

日
(金

)
5

日
間

5
0

第
2

回
1

1
月

2
5

日
(月

)
－

1
1

月
2

9
日

(金
)

5
日

間
5

0

－
8

月
6

日
(火

)
2

日
間

3
0

－
1

0
月

1
1

日
(金

)
3

日
間

3
0

－
1

1
月

1
5

日
(金

)
3

日
間

3
0

※
　

上
記

に
つ

い
て

は
、

都
合

に
よ

り
変

更
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
、

あ
ら

か
じ

め
ご

了
承

く
だ

さ
い

。

1
0

月
9

日
(水

)

シ
ニ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

研
修

～
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

の
視

点
か

ら
～

主
と

し
て

、
シ

ニ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
（

課
長

級
～

部
長

級
）

を
対

象
と

し
ま

す
。

自
治

体
の

幹
部

職
員

が
、

住
民

の
信

託
に

応
え

、
効

率
的

に
業

務
を

進
め

、
仕

事
で

成
果

を
挙

げ
て

い
く

た
め

に
、

多
様

な
人

材
を

生
か

し
た

組
織

づ
く

り
（

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
）

へ
の

取
組

方
法

の
ほ

か
、

こ
れ

か
ら

の
自

治
体

経
営

の
あ

り
方

と
管

理
職

の
役

割
、

部
下

の
指

導
、

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
等

に
つ

い
て

学
び

、
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

1
1

月
1

3
日

(水
)

幹 部 職 員 等 研 修

女
性

リ
ー

ダ
ー

の
た

め
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

研
修 [実

施
回

数
2

回
]

女
性

職
員

が
職

場
の

リ
ー

ダ
ー

と
し

て
、

よ
り

意
欲

的
に

職
務

に
取

り
組

み
、

か
つ

業
務

の
成

果
を

挙
げ

て
い

く
た

め
に

、
自

治
体

の
行

政
課

題
に

つ
い

て
幅

広
い

視
点

か
ら

学
ぶ

と
と

も
に

、
職

場
の

活
性

化
や

部
下

の
育

成
等

、
リ

ー
ダ

ー
に

必
要

と
さ

れ
る

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

能
力

の
向

上
を

目
指

し
ま

す
。

ま
た

、
演

習
で

は
、

女
性

リ
ー

ダ
ー

と
し

て
の

悩
み

や
課

題
等

に
つ

い
て

、
全

国
か

ら
集

ま
る

受
講

者
同

士
で

議
論

し
て

い
た

だ
き

ま
す

。

世
界

情
勢

か
ら

わ
が

ま
ち

の
未

来
を

つ
く

る
～

ト
ッ

プ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
方

の
た

め
に

～
（

2
）

国
際

文
化

研
修

の
「

海
外

戦
略

等
」

区
分

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

8
月

5
日

(月
)

中
堅

職
員

リ
ー

ダ
ー

研
修

【
新

規
】

主
と

し
て

、
中

堅
職

員
（

係
長

級
～

課
長

補
佐

級
）

を
対

象
と

し
ま

す
。

中
堅

職
員

と
し

て
の

役
割

を
認

識
し

、
グ

ル
ー

プ
員

や
係

員
等

の
意

見
を

ま
と

め
､

地
域

住
民

に
と

っ
て

住
み

や
す

い
ま

ち
に

な
る

よ
う

に
、

中
長

期
的

な
観

点
か

ら
施

策
、

計
画

等
の

策
定

、
実

行
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

こ
と

を
目

指
し

ま
す

。

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考
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市
町

村
長

・
議

員
等

研
修

区
分

予
定

人
数

－
1

1
月

1
日

(金
)

2
日

間
4

0

－
1

0
月

1
6

日
(水

)
2

日
間

6
0

第
1

回
8

月
1

日
(木

)
－

8
月

2
日

(金
)

2
日

間
2

0
0

第
2

回
1

1
月

1
8

日
(月

)
－

1
1

月
1

9
日

(火
)

2
日

間
2

0
0

第
3

回
1

月
2

7
日

(月
)

－
1

月
2

8
日

(火
)

2
日

間
2

0
0

－
1

0
月

4
日

(金
)

2
日

間
6

0

市
町

村
議

会
議

員
研

修
［

５
日

間
コ

ー
ス

］

－
5

月
1

7
日

(金
)

5
日

間
3

5

－
7

月
5

日
(金

)
3

日
間

6
0

－
8

月
9

日
(金

)
3

日
間

6
0

－
8

月
2

1
日

(水
)

3
日

間
6

0

－
8

月
2

3
日

(金
)

3
日

間
6

0

－
1

0
月

2
5

日
(金

)
3

日
間

6
0

－
5

月
2

1
日

(火
)

2
日

間
6

0

－
7

月
2

5
日

(木
)

2
日

間
6

0

－
7

月
3

0
日

(火
)

2
日

間
6

0

－
1

1
月

6
日

(水
)

2
日

間
6

0

－
1

月
1

0
日

(金
)

2
日

間
6

0

－
1

月
2

3
日

(木
)

2
日

間
6

0

－
8

月
6

日
(火

)
2

日
間

3
0

－
7

月
1

9
日

(金
)

3
日

間
4

0

※
　

上
記

に
つ

い
て

は
、

都
合

に
よ

り
変

更
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
、

あ
ら

か
じ

め
ご

了
承

く
だ

さ
い

。

上
記

の
ほ

か
に

、
以

下
の

研
修

も
実

施
い

た
し

ま
す

。
詳

細
は

、
対

象
者

へ
別

途
お

知
ら

せ
し

ま
す

。

議
会

改
革

を
進

め
る

た
め

の
基

礎
的

な
事

項
等

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。
講

義
に

加
え

先
進

事
例

や
演

習
を

通
し

て
、

議
会

改
革

に
つ

い
て

理
解

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
自

治
体

の
議

会
改

革
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

1
1

月
5

日
(火

)

巡
回

ア
カ

デ
ミ

ー
Ｊ

Ｉ
Ａ

Ｍ
で

の
研

修
受

講
が

困
難

な
地

域
の

市
町

村
の

職
員

等
を

対
象

と
し

、
当

該
地

域
に

出
向

き
、

Ｊ
Ｉ

Ａ
Ｍ

と
広

域
研

修
機

関
（

都
道

府
県

市
町

村
振

興
協

会
、

都
道

府
県

な
ど

が
設

置
す

る
広

域
的

に
市

町
村

職
員

の
研

修
を

行
う

機
関

）
が

連
携

し
て

、
Ｊ

Ｉ
Ａ

Ｍ
に

お
い

て
実

施
し

て
い

る
高

度
で

専
門

的
な

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
短

期
研

修
と

し
て

提
供

し
ま

す
。

世
界

情
勢

か
ら

わ
が

ま
ち

の
未

来
を

つ
く

る
～

ト
ッ

プ
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
方

の
た

め
に

～
（

2
）

国
際

文
化

研
修

の
「

海
外

戦
略

等
」

区
分

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

8
月

5
日

(月
)

市
町

村
議

会
事

務
局

職
員

研
修

市
町

村
議

会
の

事
務

局
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
議

会
の

改
革

・
運

営
等

に
必

要
な

基
本

的
な

知
識

や
、

条
例

立
案

・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

等
に

必
要

な
専

門
的

知
識

を
習

得
す

る
と

と
も

に
、

分
権

時
代

の
地

方
議

会
の

あ
り

方
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

、
実

務
遂

行
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

7
月

1
7

日
(水

)
全

国
市

議
会

議
長

会
、

全
国

町
村

議
会

議
長

会
の

後
援

を
予

定
し

て
い

ま
す

。

市 町 村 長 ・ 議 員 等 研 修

地
方

分
権

改
革

の
考

え
方

や
最

新
の

動
き

、
課

題
等

に
つ

い
て

理
解

し
ま

す
。

そ
の

う
え

で
、

時
代

を
見

据
え

た
地

方
分

権
や

行
政

改
革

に
つ

い
て

考
え

、
主

体
的

に
政

策
を

立
案

し
、

地
域

住
民

の
暮

ら
し

や
地

域
を

創
造

す
る

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
1

0
月

2
3

日
(水

)

市
町

村
議

会
議

員
研

修
［

２
日

間
コ

ー
ス

］

住
民

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
～

対
話

と
発

信
力

の
向

上
～

住
民

の
ニ

ー
ズ

が
多

様
化

す
る

中
、

議
員

に
は

、
住

民
の

声
を

聞
き

、
住

民
の

代
表

と
し

て
そ

れ
ら

を
よ

り
的

確
に

施
策

に
反

映
さ

せ
る

こ
と

や
、

施
策

等
を

住
民

に
分

か
り

や
す

く
伝

え
る

こ
と

等
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

講
義

や
演

習
を

通
し

て
、

対
話

や
発

信
力

等
を

中
心

に
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

能
力

の
さ

ら
な

る
向

上
を

目
指

し
ま

す
。

5
月

2
0

日
(月

)

自
治

体
決

算
の

基
本

と
実

践
～

行
政

評
価

を
活

用
し

た
決

算
審

査
～

自
治

体
決

算
の

基
本

的
事

項
と

決
算

審
査

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。
決

算
審

査
の

意
義

や
重

要
性

を
認

識
し

、
決

算
書

類
の

審
査

の
ポ

イ
ン

ト
や

財
政

指
標

に
よ

る
財

政
分

析
、

行
政

評
価

を
活

用
し

た
決

算
審

査
の

手
法

に
つ

い
て

学
び

、
適

切
な

決
算

審
査

が
で

き
る

能
力

の
向

上
を

目
指

し
ま

す
。

7
月

2
4

日
(水

)

自
治

体
予

算
を

考
え

る

防
災

と
議

員
の

役
割

地
震

や
集

中
豪

雨
等

に
よ

る
災

害
に

備
え

、
平

時
か

ら
の

防
災

の
心

構
え

や
地

域
で

の
連

携
の

重
要

性
に

つ
い

て
学

び
ま

す
。

講
義

に
加

え
演

習
等

の
双

方
向

型
研

修
を

実
施

し
、

現
在

の
防

災
対

策
に

関
連

す
る

諸
課

題
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

1
月

9
日

(木
)

自
治

体
財

政
の

見
方

～
健

全
化

判
断

比
率

を
中

心
に

～

財
政

健
全

化
法

の
概

要
や

健
全

化
判

断
比

率
等

の
各

財
政

指
標

に
つ

い
て

の
講

義
に

加
え

、
演

習
等

の
双

方
向

型
研

修
を

実
施

し
、

財
政

指
標

分
析

の
手

法
に

つ
い

て
学

び
ま

す
。

1
月

2
2

日
(水

)

自
治

体
予

算
の

原
則

・
制

度
、

歳
入

・
歳

出
予

算
の

基
本

的
事

項
に

つ
い

て
学

び
、

そ
れ

ぞ
れ

の
自

治
体

の
財

政
運

営
に

つ
い

て
理

解
し

、
的

確
な

予
算

審
議

が
で

き
る

能
力

の
向

上
を

目
指

し
ま

す
。

7
月

2
9

日
(月

)

議
会

改
革

を
考

え
る

～
先

進
事

例
に

学
ぶ

住
民

参
加

・
情

報
公

開
～

社
会

保
障

・
社

会
福

祉
の

分
野

に
つ

い
て

最
新

の
動

き
な

ど
を

取
り

上
げ

、
制

度
や

問
題

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
な

が
ら

、
現

在
の

地
域

に
お

け
る

福
祉

を
取

り
巻

く
諸

課
題

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。
7

月
3

日
(水

)

1
年

目
議

員
の

た
め

に
【

新
規

】

1
年

目
の

議
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

議
員

と
し

て
の

大
切

な
ル

ー
ル

を
確

認
し

、
議

員
と

し
て

理
解

し
て

お
く

べ
き

基
本

的
事

項
に

加
え

、
そ

の
責

任
や

役
割

に
つ

い
て

考
え

、
こ

れ
か

ら
の

議
員

活
動

を
支

え
る

基
礎

力
を

養
い

ま
す

。
8

月
7

日
(水

)

町
村

議
会

議
員

特
別

セ
ミ

ナ
ー

短
期

（
１

泊
２

日
）

の
研

修
期

間
で

、
地

域
活

性
化

な
ど

町
村

の
課

題
と

な
っ

て
い

る
テ

ー
マ

に
関

し
て

集
中

講
義

を
行

い
、

地
域

づ
く

り
の

取
組

の
中

で
、

議
員

に
求

め
ら

れ
る

役
割

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。
1

0
月

3
日

(木
)

新
人

議
員

の
た

め
の

地
方

自
治

の
基

本

１
期

目
の

議
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

地
方

自
治

の
仕

組
み

や
議

会
の

役
割

な
ど

、
議

員
と

し
て

理
解

し
て

お
く

べ
き

基
本

的
事

項
に

加
え

、
政

策
法

務
や

自
治

体
財

政
に

つ
い

て
基

礎
か

ら
学

び
ま

す
。

5
月

1
3

日
(月

)

全
国

市
議

会
議

長
会

、
全

国
町

村
議

会
議

長
会

と
の

共
催

を
予

定
し

て
い

ま
す

。

市
町

村
議

会
議

員
研

修
［

３
日

間
コ

ー
ス

］

社
会

保
障

・
社

会
福

祉

地
方

財
政

制
度

の
基

本
と

自
治

体
財

政
地

方
財

政
制

度
や

自
治

体
の

財
政

運
営

に
関

す
る

基
本

に
つ

い
て

学
び

、
現

在
の

地
方

財
政

を
取

り
巻

く
状

況
を

理
解

し
た

う
え

で
、

そ
れ

ぞ
れ

の
自

治
体

の
財

政
状

況
等

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。
8

月
1

9
日

(月
)

全
国

市
議

会
議

長
会

、
全

国
町

村
議

会
議

長
会

と
の

共
催

を
予

定
し

て
い

ま
す

。

地
方

議
員

の
た

め
の

政
策

法
務 ～

政
策

実
現

の
た

め
の

条
例

提
案

に
向

け
て

～

多
様

な
住

民
の

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る

た
め

、
議

員
が

政
策

を
提

案
し

、
条

例
を

立
案

す
る

能
力

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
政

策
法

務
に

関
す

る
基

礎
的

な
知

識
に

つ
い

て
学

ぶ
と

と
も

に
、

条
例

立
案

作
成

演
習

を
実

施
し

、
政

策
提

案
に

必
要

な
能

力
を

養
い

ま
す

。

8
月

2
1

日
(水

)

地
方

分
権

と
自

治
体

の
行

政
改

革

ト
ッ

プ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
セ

ミ
ナ

ー
市

区
町

村
長

・
副

市
区

町
村

長
及

び
部

長
級

職
員

、
議

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
自

治
体

経
営

に
関

連
す

る
様

々
な

課
題

に
関

す
る

講
義

を
通

し
て

、
こ

れ
か

ら
の

市
町

村
の

あ
り

方
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

1
0

月
1

5
日

(火
)

市
町

村
議

会
議

員
特

別
セ

ミ
ナ

ー
[実

施
回

数
3

回
]

短
期

（
１

泊
２

日
）

の
研

修
期

間
で

、
地

方
行

財
政

・
地

域
活

性
化

・
福

祉
な

ど
、

最
近

の
課

題
と

な
っ

て
い

る
テ

ー
マ

に
関

し
て

集
中

講
義

を
行

い
、

今
後

の
地

方
行

政
の

あ
り

方
や

議
員

に
求

め
ら

れ
る

役
割

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。

※
研

修
の

区
分

ご
と

に
開

始
日

の
早

い
順

に
並

べ
て

い
ま

す
。

※
市

町
村

議
会

議
員

の
皆

様
は

、
議

会
事

務
局

で
取

り
ま

と
め

の
う

え
、

お
申

し
込

み
く

だ
さ

い
。

研
修

名
研

修
の

目
標

及
び

内
容

(予
定

）
研

修
期

間
（

予
定

）
（

年
略

。
４

月
～

1
2

月
：

２
０

１
９

年
、

１
月

～
３

月
：

2
0

2
0

年
）

備
　

　
考

市
町

村
長

特
別

セ
ミ

ナ
ー

『
地

域
経

営
塾

』
市

区
町

村
長

・
副

市
区

町
村

長
及

び
部

長
級

職
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

短
期

（
１

泊
２

日
）

の
研

修
期

間
で

、
「

地
域

経
営

」
に

関
連

す
る

様
々

な
分

野
を

取
り

上
げ

、
創

造
性

豊
か

な
地

域
づ

く
り

な
ど

に
お

け
る

市
町

村
の

役
割

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。
1

0
月

3
1

日
(木

)
総

務
省

、
内

閣
府

地
方

創
生

推
進

室
、

一
般

財
団

法
人

地
域

創
造

と
の

共
催

を
予

定
し

て
い

ま
す

。
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離島振興に関する要望について

　沖縄の離島振興につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げま
す。
　さて、沖縄県内離島においては、これまで沖縄振興交付金をはじめとした沖縄振興
予算や税制上の特例措置により、離島住民の交通・生活コストの低減や観光リゾート
産業の振興が図られるなど、県内離島の産業の振興及び住民生活の安定向上に大きく
寄与しております。
　しかしながら、離島の多くは人口規模や経済規模が小さいほか、生活・産業活動の
条件が厳しく、沖縄本島及び本土と比較して生活環境及び産業基盤の整備等が低位に
ある状況は残念ながら改善しておりません。
　つきましては、沖縄県内離島の更なる振興発展を図るため別記のとおり要請いたし
ますので、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

記

 １ 離島医療の充実強化について
 ２ 医師確保対策について
 ３ 離島航空路線の運賃の低減方並びに『離島空路整備法（仮称）』の制定

について
 ４ 台風災害による支援について
 ５ 自動車リサイクル法における離島対策について
 ６ 海洋漂着ゴミ処理対策について
 ７ 特定町村（人材確保支援計画の対象となる町村）の地域保健活動を推進

する人材確保・資質向上等について）
 ８ 港湾等の整備促進について
 ９ 情報通信の格差是正について
10 粟国～那覇間の航空路線の運航再開について
11 離島への送電海底ケーブル取替・新設工事に係る支援について

要請
平成30年11月〜平成31年1月

　沖縄県離島振興協議会が行った要請は、次のとおりです。

　　○要請先　内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）宮腰　光寛

　　○要請年月日　平成 30年 11月 15日
　　○要請者　沖縄県離島振興協議会　会長　外間　守吉



離島への送電海底ケーブル取替・新設工事に係る支援について

　平素は、離島振興について格別のご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
　現在、沖縄県の離島地域においては、島内の発電所および海底ケーブルにより電力
が供給されており、沖縄本島の周辺離島 12区間、宮古島周辺 3区間、八重山諸島周
辺 10区間に海底ケーブルが敷設されております。
　これらの海底ケーブルには、昭和 54年から昭和 62年にかけて、沖縄開発庁（当時）
の「離島電気供給施設建設事業」により、沖縄本島の周辺離島 1区間、宮古島周辺離
島 2区間、八重山周辺離島 5区間が敷設されているほか、平成 27年度には沖縄県の
一括交付金を活用した「小規模離島電力安定供給支援事業補助金」により沖縄本島～
渡嘉敷島間の海底ケーブルが敷設されており、離島の電力エネルギーの安定供給に寄
与してきました。
　このような中、既存の海底ケーブルの多くが法定耐用年数を超過し、特に西表島～
鳩間島間の海底ケーブルについては、敷設から 33年が経過していることから早急な
対応が必要な状況となっております。
　しかしながら、これら海底ケーブルの取替には多額の費用を要するうえ、島嶼県、
沖縄における電気事業に関しては、本土の電力系統と連系していないことなどの構造
的不利性を抱えていることから、供給コストが高くならざるを得ない状況にあります。
　一方、平成 24年 5月に策定された沖縄 21世紀ビジョン基本計画および平成 25年
3月に策定された沖縄 21 世紀ビジョン離島振興計画においては、離島における定住
条件の整備の一環として電力エネルギーの安定供給の必要性が示されております。ま
た、経年劣化等による海底ケーブルの更新への早急な対応は離島固有の課題として整
理されており、これら事業の着実な推進は当協議会といたしましても、離島振興には
欠かせない最重要課題の一つであると認識しております。
　つきましては、離島における定住条件の整備はもとより、電気料金の低廉化による
県民生活の向上や産業振興等、沖縄振興に資するため海底ケーブルの取替・新設への
支援について、特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
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　　○要請先　内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）宮腰　光寛

　　○要請年月日　平成 31年 1月 24日
　　○要請者　沖縄県離島振興協議会　会長　外間　守吉
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■	沖縄県町村会
 12月 4 日 政調幹事会 ･ 都道府県町村会

事務局長会議 ･ 災害共済事務
連絡会議 ( 東京都 )

  7 日 平成 30 年度第 3 回環境 ･ 景
観ワーキング委員会

     ( 産業支援センター )
  10日 平成 30 年度第 3 回沖縄県国

際交流 ･ 人材育成財団理事会
   ( 沖縄県国際交流 ･ 人材育成財団 )
  11日 沖縄県市町村長退職者の会
     ( 市町村自治会館 )
  17日 沖縄振興市町村協議会作業部

会 ( 第 4 回 ) ( 沖縄県庁 )
  18日 要請 ( 沖縄県の国民健康保険

事業に対する財政支援 ) 
     ( 東京都 )
  20日 ｢ 年末年始の交通安全県民運

動 ｣ 開始式 ( 沖縄県警本部 )
  20日 平成 30 年度第 2 回沖縄県消

防協会理事会
     ( 沖縄県消防学校本館 )
  21日 平成 30 年度第 3 回沖縄県国

際交流 ･ 人材育成財団評議員
会

   ( 沖縄県国際交流 ･ 人材育成財団 ) 
 1 月 9 日 平成 29･30 年度南部振興会

表彰式 祝賀会平成 31 年南部
地区関係団体新年懇親会

     ( 市町村自治会館 )
  10日 ｢ 地域医療従事者 ｣･｢ 地域お

こし功労 ｣ 表彰選考委員会
     ( 市町村自治会館 )
  10日 市町村長研修会
     ( 市町村自治会館 )
  10日 年始会 ( 市町村自治会館 )
  15日 九州各県町村会長・事務局長

会議（～ 16 日） ( 福岡県 )
  15日 沖縄振興市町村協議会作業部

会（第 5 回） ( 沖縄県庁 )

  20日 平成 30 年度竹富町海洋シン
ポジウム ( 竹富町役場 )

  22日 ( 一財 ) 沖縄県建設技術ｾﾝﾀｰ
第 17 回臨時理事会

     ( 市町村自治会館 )
  23日 ｢ 国と町村の道路政策に関す

る意見交換会 ｣ ( 東京都 )
  23日 沖縄県町村会正 ･ 副会長会議
     ( 東京都 )
  23日 内外情勢調査会懇談会 
     ( 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ )
  24日 ( 一財 ) 全国自治協会評議員会
     ( 東京都 )
  24日 全国町村会理事会（都道府県

町村会長会）・全国町村職員
生活協同組合総代会 ( 東京都 )

  24日 都道府県町村会正副会長交流
会 ( 東京都 )

  25日 平成 30 年度 ｢ 沖縄県市町村
職員研修企画委員会 ｣ 

     ( 市町村職員研修センター )
  28日 沖縄県全島緑化県民運動推進

会議幹事会 ( 南部合同庁舎 )
  29日 沖縄振興会議 ･ 沖縄振興市町

村協議会 ( 市町村自治会館 )
  30日 ( 一財 ) 沖縄県建設技術セン

ター第 11 回臨時評議員会
     ( 沖縄県教職員共済会館 )
  31日 第 1 回沖縄空手国際大会実行

委員会・第 4 回総会
   (ANA クラウンプラザホテル )
  31日 平成 30 年度沖縄県交通安全

功労者等表彰式 ( 沖縄県庁 )
 2 月 5 日 平成 30 年度（第 3 回）沖縄

県さとうきび対策本部委員会
     (JA 会館 )
  6 日 沖縄県全島緑化県民運動推進

会議 ( 市町村自治会館 )
  7 日 沖縄振興特別推進交付金特別

枠事業評議会 ( 沖縄県庁 )
  8 日 ｢ 地域医療従事者」・「地域お

こし功労」表彰式
     ( 市町村自治会館 )
  8 日 沖縄県町村会理事会
     ( 市町村自治会館 )
  13日 第 2 回沖縄県交通安全推進協

議会幹事会 ( 沖縄県庁 )

平成 30 年12月〜平成 31年 2月

会務の動き



― 62 ―

  13日 沖縄県農業信用基金協会役員
推薦会議 (JA 会館 )

  13日 ちゅらうちなｰ安全なまちづ
くり推進会議幹事会 ･ 表彰選
考委員会 ( 沖縄県庁 )

  13日 第 48 回沖縄県町村議会議長
会定期総会 ( 市町村自治会館 )

  15日 沖縄県市町村自治会館管理組
合管理者選任協議

     ( 市町村自治会館 )
  21日 第 187 回沖縄県町村会定期

総会 ( 市町村自治会館 )
  21日 沖縄県町村会創立 70 周年記

念式典 ･ 祝賀会
     ( 市町村自治会館 )
  26日 会計年度任用職員制度施行に

伴う研修会 ( 市町村自治会館 )

■	沖縄県町村交通災害共済組合
12月 6 日 平成 30 年第 3 回沖縄県町村

交通災害共済組合議会臨時会
     ( 市町村自治会館 )
 1 月 21日 平成 30 年度沖縄県町村交通

災害共済組合事務担当者説明
会 ( 市町村自治会館 )

 2 月 28日 平成 31 年第 1 回沖縄県町村
交通災害共済組合議会定例会

     ( 市町村自治会館 )

■沖縄県市町村職員互助会
 1 月 17日 第 52 回研修旅行（～ 20 日）
     ( 香港・マカオ )
  24日 第 35 回銀婚記念旅行（～ 27

日） ( 奈良県・京都府 )
 2 月 8 日 平成 30 年度第３回理事会
     ( 市町村自治会館 )
  22日 第 12 回定時総会
     ( 市町村自治会館 )
  22日 第 19 回講演会
     ( 市町村自治会館 )
 
■沖縄県離島振興協議会
 12月 5 日 平成 30 年度急患搬送担当者

会議 ( 八重山合同庁舎 )
  20日 離島振興懇談会 ( 東京都 )
  21日 平成 31 年度離島振興対策本

部要望運動 ( 東京都 )

  25日 離島フェア開催実行委員会第
４回幹事会 ( 市町村自治会館 )

 1 月 24日 離島への送電海底ケーブル取
替・新設工事に係る支援につ
いて宮腰内閣府特命担当大臣
へ要請 ( 内閣府 )

 2 月 7 日 平成 30 年度沖縄県保健師等
人材確保推進委員会

     ( 沖縄県庁 )
  ８日 第 148 回沖縄県離島振興協

議会理事会 ( 市町村自治会館 )
  12日 公明党離島振興対策本部
     ( 東京都 )
  12日 全国離島振興協議会理事会
     ( 東京都 )
  13日 自由民主党離島振興特別委員

会 ( 東京都 )
  13日 日本離島センター評議委員会
     ( 東京都 )
  13日 沖縄地域離島の出張検査実施

に関する連絡会 ( 陸運事務所 )
  13日 沖縄県ヘリコプター等添乗医

師等確保事業運営協議会定例
会 ( 沖縄県庁 )

  20日 第 134 回沖縄県離島振興協
議会定期総会

     ( 市町村自治会館 )
  20日 沖縄黒糖に対する新たな支援

策に係る国等への要請につい
て【JA おきなわ説明】

     ( 市町村自治会館 )
  20日 離島 ICT に関する意見交換会

【内閣府沖縄振興局説明】
     ( 市町村自治会館 )

■沖縄県過疎地域振興協議会
 1 月 11日 過疎対策等研修会 ( 沖縄県庁 )
 2 月 4 日 全国過疎地域自立促進連盟第

143 回幹事会 ( 東京都 )
  8 日 第 89 回沖縄県過疎地域振興

協議会理事会
     ( 市町村自治会館 )
  14日 全国過疎地域自立促進連盟第

137 回理事会 ( 東京都 )
  20日 第 89 回沖縄県過疎地域振興

協議会定期総会
     ( 市町村自治会館 )
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  20日 現行過疎法の失効に伴う新た
な制度の創設に関する意見交
換【県 ･ 地域離島課】

     ( 市町村自治会館 )
　
■沖縄県市町村総合事務組合
 12月 13日 平成 30 年度九州地区退職手

当事務研修会 ( 佐賀県 )
 1 月 25日 全国退職手当組合協議会代表

者会議 ( 東京都 )
 2 月 15日 定年・勧奨退職予定者説明会

（石垣市主催） ( 石垣市 )
  27日 沖縄県市町村総合事務組合出

納検査 ( 市町村自治会館 )
  28日 平成 31 年第 1 回沖縄県市町

村総合事務組合議会定例会
     ( 市町村自治会館 )

■沖縄県地域振興対策協議会
 2 月 6 日 全国簡易水道協議会「平成 30

年度第 2 回理事会」( 東京都 )
  8 日 第 71 回沖縄県地域振興対策

協議会理事会
     ( 市町村自治会館 )
  12日 全国簡易水道協議会第 2 回事

務局長会議 ( 東京都 )
  14日 全国水産業振興対策協議会理

事会 ( 東京都 )
  21日 第 71 回沖縄県地域振興対策

協議会定期総会
     ( 市町村自治会館 )

■沖縄県町村土地開発公社
 2 月 8 日 第 140 回沖縄県町村土地開

発公社幹事会
     ( 市町村自治会館 )
  21日 第 139 回沖縄県町村土地開

発公社理事会 
     ( 市町村自治会館 )
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 〔2019 (平成31)年2月18日現在〕

電話番号 FAX番号 郵便番号 所　　在　　地

中 頭 郡

読 谷 村 石
イシ

　嶺
ミネ

　傳
デン

　實
ジツ

63 34.2.28 3 (098)982-9200 (098)982-9202 904-0392 読谷村字座喜味2901番地

嘉手納町 當
トウ

　山
ヤマ

　　　宏
ヒロシ

66 35.2.17 3 (098)956-1111 (098)956-9508 904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地

北 谷 町 野
ノ

　国
グニ

　昌
マサ

　春
ハル

73 33.12.11 4 (098)936-1234 (098)936-7474 904-0192 北谷町字桑江226番地

北中城村 新
アラ

　垣
カキ

　邦
クニ

　男
オ

62 32.12.21 4 (098)935-2233 (098)935-3488 901-2392 北中城村字喜舎場426番地の2

中 城 村 浜
ハマ

　田
ダ

　京
ケイ

　介
スケ

56 32.7.3 3 (098)895-2131 (098)895-3048 901-2493 中城村字当間176番地

西 原 町 上
ウエ

　間
マ

　　　明
アキラ

72 32.10.5 3 (098)945-5011 (098)946-6086 903-0220 西原町字与那城140番地の1

島 尻 郡

与那原町 照
テル

　屋
ヤ

　　　勉
ツトム

56 34.5.1 1 (098)945-2201 (098)946-6074 901-1392 与那原町字上与那原16番地

南風原町 赤
アカ

　嶺
ミネ

　正
マサ

　之
ユキ

67 34.5.8 1 (098)889-4415 (098)889-7657 901-1195 南風原町字兼城686番地

渡嘉敷村 座間味
ザ マ ミ

　秀
ヒデ

　勝
カツ

54 34.11.19 1 (098)987-2321 (098)987-2560 901-3592 渡嘉敷村字渡嘉敷183番地

座間味村 宮
ミヤ

　里
ザト

　　　哲
サトル

51 33.5.31 3 (098)987-2311 (098)987-2004 901-3496 座間味村字座間味109番地

粟 国 村 新
シン

　城
ジョウ

　静
シズ

　喜
ヨシ

65 32.7.31 3 (098)988-2016 (098)988-2206 901-3792 粟国村字東367番地

渡名喜村 桃
トウ

　原
バル

　　　優
スグル

59 33.10.14 1 (098)989-2002 (098)989-2197 901-3692 渡名喜村1917番地の3

南大東村 仲
ナカ

　田
ダ

　建
ケン

　匠
ショウ

60 34.6.30 4 (09802)2-2001 (09802)2-2669 901-3895 南大東村字南144番地1

北大東村 宮
ミヤ

　城
ギ

　光
ミツ

　正
マサ

64 31.12.3 5 (09802)3-4001 (09802)3-4406 901-3992 北大東村字中野218番地

伊平屋村 伊
イ

　礼
レイ

　幸
ユキ

　雄
オ

71 33.9.12 3 (0980)46-2001 (0980)46-2956 905-0793 伊平屋村字我喜屋251番地

伊是名村 前
マエ

　田
ダ

　政
セイ

　義
ギ

74 34.9.20 5 (0980)45-2001 (0980)45-2467 905-0695 伊是名村字仲田1203番地

久米島町 大
オオ

　田
タ

　治
ハル　　オ

　雄 63 34.5.11 2 (098)985-7121 (098)985-7080 901-3193 久米島町字比嘉2870番地

八重瀬町 新
アラ

　垣
カキ

　安
ヤス

　弘
ヒロ

63 34.2.11 1 (098)998-2200 (098)998-4745 901-0492 八重瀬町字東風平1188番地

宮 古 郡

多良間村 伊良皆
イ ラ ミ ナ

　光
ミツ

　夫
オ

63 33.7.7 2 (0980)79-2011 (0980)79-2120 906-0692 多良間村字仲筋99番地の2

八重山郡

竹 富 町 西
ニシ

大舛
オオマス

　髙
コウ

　旬
ジュン

71 32.9.13 1 (0980)82-6191 (0980)82-6199 907-8503 石垣市美崎町11番地1

与那国町 外
ホカ

　間
マ

　守
シュ

　吉
キチ

69 33.8.27 4 (0980)87-2241 (0980)87-2079 907-1801 与那国町字与那国129番地

　※　41市町村（11市11町19村）

【資料：沖縄県市長会　TEL(098)963-8616  FAX(098)963-8621】

市町村名 市町村長 年齢 任　期
（平成）

【資料：沖縄県町村会　TEL(098)963-8651  FAX(098)963-8654】

就任
回数

役　　　所　　・　　役　　　場

電話番号 FAX番号 郵便番号 所　　在　　地

市　  部

那 覇 市 城
シロ

　間
マ

　幹
ミキ

　子
コ

68 34.11.15 2 (098)867-0111 (098)862-0602 900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号

宜野湾市 松
マツ

　川
ガワ

　正
マサ

　則
ノリ

65 34.9.30 1 (098)893-4411 (098)892-7022 901-2710 宜野湾市野嵩1丁目1番1号

石 垣 市 中
ナカ

　山
ヤマ

　義
ヨシ

　隆
タカ

51 34.3.19 3 (0980)82-9911 (0980)83-1427 907-8501 石垣市美崎町14番地

浦 添 市 松
マツ

　本
モト

　哲
テツ

　治
ジ

51 33.2.11 2 (098)876-1234 (098)876-8585 901-2501 浦添市字安波茶1丁目1番1号

名 護 市 渡具知
ト グ チ

　武
タケ

　豊
トヨ

57 34.2.7 1 (0980)53-1212 (0980)53-6210 905-8540 名護市港1丁目1番1号

糸 満 市 上
ウエ

　原
ハラ

　　　昭
アキラ

69 32.7.5 1 (098)840-8111 (098)840-8112 901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地

沖 縄 市 桑
クワ

　江
エ

　朝
サ

千
チ

夫
オ

64 34.5.11 2 (098)939-1212 (098)934-3830 904-8501 沖縄市仲宗根26番1号

豊見城市 山
ヤマ

　川
カワ

　　　仁
ヒトシ

44 34.11.7 1 (098)850-0024 (098)850-5343 901-0292 豊見城市宜保一丁目1番地1

うるま市 島
シマ　

　袋
ブク

　俊
トシ

　夫
オ

66 33.5.14 3 (098)974-3111 (098)973-9819 904-2292 うるま市みどり町一丁目1番1号

宮古島市 下
シモ

　地
ジ

　敏
トシ

　彦
ヒコ

73 33.1.24 3 (0980)72-3751 (0980)73-1645 906-8501 宮古島市平良西里186番地

南 城 市 瑞
ズ

慶
ケ

覧
ラン

　長
チョウ

　敏
ビン

60 34.2.11 1 (098)948-7111 (098)948-7149 901-0695 南城市佐敷字新里1870番地

国 頭 郡

国 頭 村 宮
ミヤ

　城
 ギ

　久
ヒサ

　和
カズ

75 32.4.6 2 (0980)41-2101 (0980)41-5910 905-1495 国頭村字辺土名121番地

大宜味村 宮
ミヤ

　城
ギ

　功
ノリ

　光
ミツ

68 34.10.6 2 (0980)44-3001 (0980)44-3139 905-1392 大宜味村字大兼久157番地

東 村 伊
イ

　集
ジュ

　盛
セイ

　久
キュウ

78 31.4.26 3 (0980)43-2201 (0980)43-2457 905-1292 東村字平良804番地

今帰仁村 喜屋武
キ ャ ン

　治
ハル

　樹
キ

68 32.8.22 1 (0980)56-2101 (0980)56-4270 905-0492 今帰仁村字仲宗根219番地

本 部 町 平
タイ

　良
ラ

　武
タケ

　康
ヤス

69 34.9.20 1 (0980)47-2101 (0980)47-4576 905-0292 本部町字東５番地

恩 納 村 長
ナガ

　浜
ハマ

　善
ヨシ

　巳
ミ

53 35.1.23 2 (098)966-1200 (098)966-2779 904-0492 恩納村字恩納2451番地

宜野座村 當
トウ

　眞
マ

　　　淳
アツシ

47 32.12.29 2 (098)968-5111 (098)968-5037 904-1392 宜野座村字宜野座296番地

金 武 町 仲
ナカ

　間
マ

 　　 一
ハジメ

64 34.4.16 2 (098)968-2111 (098)968-2475 904-1292 金武町字金武１番地

伊 江 村 島
シマ

　袋
ブクロ

　秀
ヒデ

　幸
ユキ

66 33.4.27 2 (0980)49-2001 (0980)49-2003 905-0592 伊江村東江前38番地

※ H18.1.1　 玉城村・知念村・佐敷町・大里村が合併して南城市誕生

※ H18.1.1   東風平町・具志頭村が合併して八重瀬町が誕生

役　　　所　　・　　役　　　場

※ H14.4.1　 豊見城村から豊見城市へ（市制施行）

※ H17.10.1　平良市・城辺町・下地町・上野村・伊良部町が合併して宮古島市誕生

※ H14.4.1　 仲里村・具志川村が合併して久米島町が誕生

※ H17.4.1   具志川市・石川市・与那城町・勝連町が合併してうるま市誕生

〔資料１〕

市町村名 市町村長 年齢

❁　市　町　村　一　覧

任　期
（平成）

就任
回数
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 〔2019 (平成31)年2月18日現在〕

電話番号 FAX番号 郵便番号 所　　在　　地

中 頭 郡

読 谷 村 石
イシ

　嶺
ミネ

　傳
デン

　實
ジツ

63 34.2.28 3 (098)982-9200 (098)982-9202 904-0392 読谷村字座喜味2901番地

嘉手納町 當
トウ

　山
ヤマ

　　　宏
ヒロシ

66 35.2.17 3 (098)956-1111 (098)956-9508 904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地

北 谷 町 野
ノ

　国
グニ

　昌
マサ

　春
ハル

73 33.12.11 4 (098)936-1234 (098)936-7474 904-0192 北谷町字桑江226番地

北中城村 新
アラ

　垣
カキ

　邦
クニ

　男
オ

62 32.12.21 4 (098)935-2233 (098)935-3488 901-2392 北中城村字喜舎場426番地の2

中 城 村 浜
ハマ

　田
ダ

　京
ケイ

　介
スケ

56 32.7.3 3 (098)895-2131 (098)895-3048 901-2493 中城村字当間176番地

西 原 町 上
ウエ

　間
マ

　　　明
アキラ

72 32.10.5 3 (098)945-5011 (098)946-6086 903-0220 西原町字与那城140番地の1

島 尻 郡

与那原町 照
テル

　屋
ヤ

　　　勉
ツトム

56 34.5.1 1 (098)945-2201 (098)946-6074 901-1392 与那原町字上与那原16番地

南風原町 赤
アカ

　嶺
ミネ

　正
マサ

　之
ユキ

67 34.5.8 1 (098)889-4415 (098)889-7657 901-1195 南風原町字兼城686番地

渡嘉敷村 座間味
ザ マ ミ

　秀
ヒデ

　勝
カツ

54 34.11.19 1 (098)987-2321 (098)987-2560 901-3592 渡嘉敷村字渡嘉敷183番地

座間味村 宮
ミヤ

　里
ザト

　　　哲
サトル

51 33.5.31 3 (098)987-2311 (098)987-2004 901-3496 座間味村字座間味109番地

粟 国 村 新
シン

　城
ジョウ

　静
シズ

　喜
ヨシ

65 32.7.31 3 (098)988-2016 (098)988-2206 901-3792 粟国村字東367番地

渡名喜村 桃
トウ

　原
バル

　　　優
スグル

59 33.10.14 1 (098)989-2002 (098)989-2197 901-3692 渡名喜村1917番地の3

南大東村 仲
ナカ

　田
ダ

　建
ケン

　匠
ショウ

60 34.6.30 4 (09802)2-2001 (09802)2-2669 901-3895 南大東村字南144番地1

北大東村 宮
ミヤ

　城
ギ

　光
ミツ

　正
マサ

64 31.12.3 5 (09802)3-4001 (09802)3-4406 901-3992 北大東村字中野218番地

伊平屋村 伊
イ

　礼
レイ

　幸
ユキ

　雄
オ

71 33.9.12 3 (0980)46-2001 (0980)46-2956 905-0793 伊平屋村字我喜屋251番地

伊是名村 前
マエ

　田
ダ

　政
セイ

　義
ギ

74 34.9.20 5 (0980)45-2001 (0980)45-2467 905-0695 伊是名村字仲田1203番地

久米島町 大
オオ

　田
タ

　治
ハル　　オ

　雄 63 34.5.11 2 (098)985-7121 (098)985-7080 901-3193 久米島町字比嘉2870番地

八重瀬町 新
アラ

　垣
カキ

　安
ヤス

　弘
ヒロ

63 34.2.11 1 (098)998-2200 (098)998-4745 901-0492 八重瀬町字東風平1188番地

宮 古 郡

多良間村 伊良皆
イ ラ ミ ナ

　光
ミツ

　夫
オ

63 33.7.7 2 (0980)79-2011 (0980)79-2120 906-0692 多良間村字仲筋99番地の2

八重山郡

竹 富 町 西
ニシ

大舛
オオマス

　髙
コウ

　旬
ジュン

71 32.9.13 1 (0980)82-6191 (0980)82-6199 907-8503 石垣市美崎町11番地1

与那国町 外
ホカ

　間
マ

　守
シュ

　吉
キチ

69 33.8.27 4 (0980)87-2241 (0980)87-2079 907-1801 与那国町字与那国129番地

　※　41市町村（11市11町19村）

【資料：沖縄県市長会　TEL(098)963-8616  FAX(098)963-8621】

市町村名 市町村長 年齢 任　期
（平成）

【資料：沖縄県町村会　TEL(098)963-8651  FAX(098)963-8654】

就任
回数

役　　　所　　・　　役　　　場
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